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会 議 録 

会議の名称 令和６年度第１回つくば市環境審議会 

開催日時 令和６年（2024 年）５月７日 開会 15：30 閉会 17：30  

開催場所 つくば市役所 本庁舎２階 会議室 201 

事務局（担当課） 生活環境部環境政策課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

鈴木 石根委員（会長）、松橋 啓介委員、野中 勝利委員、

宮本 純委員、吉野 邦彦委員、丸井 敦尚委員（副会長）、

井本 由香利委員、杉田 文委員、河井 紘輔委員、勝呂 信

介委員、北浦 伸幸委員、木下 潔委員 

その他 市長公室危機管理課、経済部農業政策課、都市計画部都市計

画課、都市計画部総合交通政策課、都市計画部サイクルコミ

ュニティ推進室、建設部公園・施設課、生活環境部環境政策

課、生活環境部環境保全課、生活環境部環境衛生課、生活環

境部サステナスクエア管理課 

事務局 

 

伊藤 智治生活環境部長、植木 亨生活環境部次長、渡邊 

俊吾生活環境部次長兼環境政策課長、寺田 剛士環境政策課

長補佐、大見 一裕環境政策課長補佐兼係長、千田 智之係

長、風巻 玲子係長、飛田 結依主任、山村 恵理子主任、

舛井 岳人主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ２名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

つくば市環境基本計画の令和５年度事業実績及び令和６年

度事業計画について 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 報告 

(1) 脱炭素先行地域の選定について 

(2) 気候市民会議つくば2023に関する概要説明・実績報告について 

３ 議事 

(1) つくば市環境基本計画の令和５年度事業実績及び令和６年度事業計画

について 

(2) その他 

４ 閉会 
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１ 開会 

事務局：ただいまから、令和６年度つくば市環境審議会を開会いたします。つ

くば市環境審議会条例第５条の規定に基づき、審議会は、委員の過半数が出

席しなければ会議を開くことができないとなっています。本日は、委員 15 名

のうち、12 名に出席いただいており、過半数の出席により審議会が開催でき

ることを御報告いたします。なお、本審議会は公開としており、傍聴人の参

加と資料の閲覧が可能となっています。皆様に２点お願いがあります。発言

される際は、挙手、指名の後、マイクを使用してください。マイク下にスイ

ッチがございます。発言の際はスイッチを押していただきランプが緑になっ

てから発言ください。マイク使用後はスイッチをお切りください。２点目は、

本日、御審議等いただく内容が、非常に多いため、次第３議事において委員

の皆様からの追加質問については、お一人当たり各施策１問程度までとさせ

ていただきたいと存じます。それでは、「つくば市環境審議会条例第５条」

に従い、議事の進行を会長にお願いいたします。 

２ 報告 

鈴木会長：次第２の報告です。脱炭素先行地域の選定についてと気候市民会議

つくば 2023 に関する概要説明と実績報告について事務局より説明をお願い

します。 

事務局：（脱炭素先行地域の選定と気候市民会議つくば 2023 に関する概要説明

・実績報告についての説明：資料１参照） 

鈴木会長：ただいまの報告について委員の方から質問や意見はありますか。 

吉野委員：歩いて暮らせる取組についてです。市民側から自転車を利用したい

ということで、自転車利用をアクセラレートするような施策・取組がありま

す。つくば市内で自転車利用となると、駐輪場の話が出てきますが、どこの

部署が対応されているのでしょうか。対応する部署があり駐輪場対策も強化

した方がよくなるのではないかという意見です。 

事務局：今回は市民の方に考えていただいた提言という形ですが、あくまで 50

人の小さなつくば市を作って、その方たちが考える市民目線の提言という位

置付けになっています。今回、進捗管理を行う環境基本計画や、専門的な内

容である地球温暖化対策実行計画、これらに代わるものという訳ではないで

す。今回 74 の提言で考えていただいたものを、環境基本計画や地球温暖化対

策実行計画に入れていくという形ではありますがすべてが網羅されているも

のではないと考えています。ご指摘いただいたような駐輪場は既存の計画に

も入っておりますので、今回出てきた提言と環境基本計画とで連動しながら

進めていくという整理になります。 
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木下委員：資料１の４ページ目、下から２つ目の「緑が多い」についてです。取

組６・７は市民が取り組む内容だと思います。市民から市への要望はなかっ

たのでしょうか。 

事務局：第５回にアイディアを洗練する作業がありました。「緑が多い」は、取

組が２つという位置付けですが、他にも取組があった中で、投票して残った

ものという整理になります。赤色のものは、市民や事業者が何をすることが

必要かという位置付けになっています。ご指摘のように市民や事業者に実施

していただくものについては、今後行政としてどのような支援を行えるかを

考えながら、ロードマップ等は作っていきたいと考えています。 

木下委員：洗練する過程で選択肢から落ちたという理解でよろしいですか。 

事務局：何が落ちたかは後程、確認してお答えします。全体的な傾向としては、

今よりも量があったけれど、最終投票等によって洗練されて今の 74 の提言に

なっているという形になります。 

木下委員：どのような意見が出たのかは教えていただくことは可能でしょうか。

市民からどのような声が出たのかを知りたいです。 

事務局：それは全体のことか、それとも「緑が多い」のカテゴリーの中での話

か。 

木下委員：「緑が多い」のカテゴリーの中です。 

事務局：調べて会の後半で回答します。 

北浦委員：全般的に提言書の中で、皆さん良い意見をおっしゃっていると思い

ます。議論の中で、実はマイナスの面もありますなどの意見は出たのでしょ

うか。あるいは行政側としては、ここでやると良さそうだけど、実はマイナ

ス面や環境負荷もこれだけ出ますよ、あるいは数字はなくてもイメージとし

てこうしたものにかかりますという、行政側から出る意見、あるいはメンバ

ーから意見が出たようなことがあったのでしょうか。 

事務局：参加者の方にご議論いただくにあたって、当然プラスの面のみならず

マイナスの面についてもご議論をいただいて最終的な提言にはなっていま

す。しかし、マイナスだからやらないほうがいいといった形で整理したもの

ではないです。全体としては予備投票や最終投票をやっていく過程で、マイ

ナスが大きいものというのが振り落とされていったというようなイメージに

なるかと考えています。 

吉野委員：脱炭素先行地域の選定についての意見です。つくば市が先進的にこ

のような取組で進んでいくのは大変いいと思います。京都議定書で CDM のよ

うなメカニズムがあったと思います。要するに脱炭素の先進国から技術を途

上国に持っていくと、その分の削減量を先進国が途上国から譲り受けるよう
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な形になるという仕組みです。そうした仕組みを市レベルでできないのかな

と思います。要するに中心市街地約 500 メートルから大きく進んだ時に、技

術を他に持っていくとさらに中心部が脱炭素を進めることができる考え方だ

と思います。その考え方でいくと、中心市街地 500 メートル以上の範囲外に

も広がる気がしたものですから、何か考えていただけると面白いかなと思い

ました。 

事務局：環境省に選定されるに当たりまして、重要なキーワードとして横展開

というものがあります。今おっしゃっていただいたようなエリアだけで、脱

炭素を達成すればいいというものではなくて、ここで達成できたものを市内

の全域ですとか、他の自治体に対して広げていくということがとても大切な

考え方になっております。今後、このエリアで行ってきたことを、他地域、

市内市外問わずに広げていくということが考え方の１つになっております。

また、国を超えての取引というわけではないけれど、市の中で再生可能エネ

ルギーを集約して、この中心市街地に持ってくるというような取組を行って

おります。他の自治体においてはおっしゃっていただいたような取組をやっ

ている事例等もございますので、100 の事例・先行地域を選ぶ中で、他地域と

うまく連携している事例としてはこういうものがありますという、事例集の

ような形にもなってくるものかと考えています。 

３ 議事(1)つくば市環境基本計画の令和５年度事業実績及び令和６年度事業

計画について 

鈴木会長：次第３の議事に移りたいと思います。まず事務局から評価の進め方

について説明をお願いいたします。 

事務局：進め方の説明の前に今年度の審議会の開催時期と議事資料について説

明させていただきます。例年、環境基本計画進行管理の審議会を８月ごろに

開催しておりましたが、今回は５月に開催させていただいております。より

効率的に実施したいために時期をずらしたものです。８月の実施となると皆

様方から意見をいただいても、年度の半分が終わっていることになります。

その辺りを改善したいという意図があり、前倒しで５月に実施させていただ

きました。時期を前倒ししたことに伴い、資料の令和５年度の実績が一部暫

定値を含む形となっています。進め方の説明に移ります。今回の審議会では

基本目標ごとに審議をお願いします。基本目標ごとに概要を事務局から説明

いたします。そのあとに皆様からいただいた質問意見に対し、担当課から回

答させていただきます。そのあと各施策について追加の質疑応答を行います。

５つすべての基本目標について審議が終了した後、全体についての審議を行

います。本日いただく質問のうち担当課が不在のものについては後日の回答
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になる場合があることをご了承ください。審議会終了後に皆様から意見があ

った施策等につきましては、進行管理票の審議会意見欄に記載させていただ

きます。また先ほど触れました令和５年度の実績値等の更新についても一部

改めて皆様にご確認いただいた後、ホームページで公表いたします。 

鈴木会長：１つ目の基本目標「低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処す

る」について議事に入ります。基本目標１の概要について事務局から説明を

お願いいたします。 

事務局：（基本目標１の概要を説明：資料３参照） 

鈴木会長：事前質問について各担当課から回答をお願いします。 

各課回答：（資料５参照） 

（環境政策課：施策２、３、４、５） 

（都市計画課：施策６） 

（総合交通政策課：施策８） 

（サイクルコミュニティ推進室：施策９） 

（公園・施設課：施策 10） 

（環境政策課：施策 12） 

（危機管理課：施策 13） 

鈴木会長：意見や質問はありますか。 

北浦委員：資料５の通し番号６の低炭素でコンパクトなまちづくりの回答につ

いて。筑波地区と茎崎地区が人口減少している代表的な要因として少子高齢

化が挙げられています。少子高齢化は、この地区だけじゃなくても進んでい

ると思います。自分がこの地区に住んでいたとして、なぜ減るかを考えると

やはり不便だからだと思います。低炭素とは少し関係ないかもしれないが、

何か必要じゃないかと思います。あと、やはり少子高齢化に落とし込んでし

まうと少し違う方向でいってしまうのではないかとも思います。 

都市計画課：少子高齢化についてはおっしゃる通りだと思います。筑波地区と

茎崎地区は北と南で、不便なところや交通網が少し弱いところもあります。

その他の地区は、つくばエクスプレスの線路が通っている部分で、今のとこ

ろ人口は順調に伸びているというところも要因の１つかと思います。北と南

に対しては政策として、他の部局でいえばスーパーシティの取組や、他にも

様々な取組を行っている部分ではあると思うので、都市計画課としてもその

有効な施策や、他自治体の事例等も含めまして、調べて実行に移していけれ

ばと考えております。 

木下委員：質問です。資料６の通し番号 15 番の回答について。つくば市の運輸

部門の温室効果ガス排出割合が 26％というのはどういう計算なのでしょう
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か。国と比較しても高い割合であることから、自動車保有割合を下げるって

いうような取組だと思うのですが、話の整合性や何の数値でこれが出てきた

のかを教えていただきたい。 

事務局：言葉足らずで恐縮です。つくば市内で排出される温室効果ガスを部門

別に分けた場合に、運輸部門いわゆる自動車関連に関する排出量がつくば市

では 100％のうち 26％を占めているということです。これが国の場合ですと

100％うちの 16％、県ですと 7.6％と、国や県と比較してもつくば市は高い割

合であるということから、運輸部門に対する取組は継続しないといけないと

考えているという記載になります。 

木下委員：運輸部門は要するに自動車の数ですか。 

事務局：簡単に言うと自動車の保有台数に排出係数を掛けたものの数値になり

ます。 

木下委員：軽トラックなどを含めると一家に４、５台持っている家庭もありま

す。そこを考えると、どうにもこうにもこの数字は下がらない気がします。

この数字だけを下げるために自動車保有割合を下げるというのは違和感があ

ります。要するに自動車を複数持っていても同時に使うのは１台ですよね。

数値的にこれを目標にしてもいいのかなという気がしたのだけれど、その辺

りいかがでしょうか。 

事務局：基本的には台数に係数を掛けるという算出方法になっていますので、

計算の綾というところもあるかと思います。今の計算法だと台数を下げると

いう目標と１台１台に対して低炭素化を図っていくという、両方の取組が必

要かと考えています。おっしゃるようにその複数所有の車が同時に動くかと

いうと、そうではない側面もあるかとは思います。 

木下委員：数値目標のとらえ方ややり方が少し現実に即してないような気がし

ました。もう少し現実に即した方法はないものかと思った感想です。 

鈴木会長：続いて基本目標の２番「豊かな自然環境・生物多様性を未来へつな

ぐ」に移ります。基本目標２の概要について事務局から説明をお願いいたし

ます。 

事務局：（基本目標２の概要を説明：資料３参照） 

鈴木会長：事前質問について各担当課から回答をお願いします。 

各課回答：（資料５参照） 

（環境保全課：施策 21） 

（農業政策課：施策 25(1)） 

（公園・施設課：26、30） 

鈴木会長：意見や質問はありますか。 
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杉田委員：資料５の通し番号 22 番について。在来種の保全も考慮しながら管理

に努めますとご回答いただいているのですが、この在来種は植物のことでし

ょうか。公園には野鳥や哺乳類もいるかと思います。つくば市内の生態系の

中にも在来種が豊富にいると思うのですが、そこまでお考えいただいている

のかどうかというのを伺いたいです。 

公園・施設課：正直なところ今までは手が回っていませんでした。今はやっと

樹木遺産や生物多様性というところも含めて、管理が進んできているところ

です。具体的な対策や計画は現状はないですが、樹種だけではなく生物も視

点に含めて管理を進めているところが現状です。 

鈴木会長：次の基本目標に移りたいと思います。基本目標３「資源を賢く使う

循環型社会に近づく」です。まず概要について事務局から説明をお願いいた

します。 

事務局：（基本目標３の概要を説明：資料３参照） 

鈴木会長：事前質問について各担当課から回答をお願いします。 

各課回答：（資料５参照） 

（環境衛生課：施策 38、40、41、42） 

（サステナスクエア管理課：施策 43） 

（環境衛生課：施策 44） 

鈴木会長：意見や質問はありますか。 

河合委員：事業系ごみの話で、減量化等計画書を作成しているということです

けど、そもそも何のためにやっているのかという疑問があります。つくば市

の事業系ごみの排出量は１人当たりにすると全国平均と比較して相当多いで

す。そこを減らしたいのか或いは目標の１人当たり 393 グラムというところ

までとりあえず持っていきたいのか、何のためにやっているのかが気になる。 

環境衛生課：現在は日量 100 キログラム以上排出する事業者に多量排出事業所

として、減量化計画書の提出をお願いしております。この減量化計画書自体

が、ただ出せばいいということではなく、実際その品目ごとに前年度の実績

と、今年度どれだけ出すかという計画を出していただいて、その中でどうい

った減量をしていけばいいのかということを、企業側とお話をさせていただ

きます。場合によっては、どうにも減量がうまくいかないということがあっ

た場合は、実際会社の方に赴いて、色々な意見等を徴して、ごみの減量化に

ついて一緒に考えていくための資料として提出していただいております。 

河合委員：ありがとうございます。まだちょっと理解が及んでいないといいま

すか、取組の内容についてはよくわかったのですけれども、何のためにやっ

ているのかっていうところです。これは必ずしもここの取組にとどまらず、
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もう少し何を目指していくのかっていうところに繋がる取組なのか、何かそ

の取組等を中長期的なゴールというところの結びつきが必ずしも結びついて

ないなという気がしています。例えばごみの話でいうと生活系ごみの排出量、

事業系ごみ排出量、リサイクル率この３つが、計画の成果を測る評価指標と

して掲げられていますけども、多分ここを目指すのだろうなというのはわか

るのですけれども、実際にやっていらっしゃる取組がどう繋がっていくのか

というのが見えにくいです。やっぱり何のためにやっているのかっていうと

ころが本当はちゃんと見えるべきですし、そのゴールに向かって、取組をす

ることによってそこのゴールを達成するというような、やはりそういった関

係性っていうのは、必要じゃないかなと思いました。 

吉野委員：施策 40 番と 38 番についてです。ごみの減量というようなことなの

ですが、私の古い知識で申し訳ないのですが、つくば市のクリーンセンター

の焼却炉は要するに、生ごみの燃焼のために重油を新たに供給したりとかし

ているのでしょうか。 

サステナスクエア管理課：１度燃えてしまえば、新たに灯油の投入はしており

ません。 

木下委員：先ほどのリサイクルの話なのですが、事業系のごみというのはわか

らないけど、家庭からいっても燃えるごみの中に実際リサイクルに回せるも

のがたくさんあるという話で、最近何を買ってもそのリサイクルマークつい

ていますよね。紙のリサイクルとかプラスチックのリサイクルって、もとも

とリサイクルを考えてできたマークではないことは知っているのですけれど

も。だから、簡単なメッセージとして、これがついたらリサイクル回してと

いったようなメッセージは出せないですかね、つくば市として。つくば市と

しては変な言い方ですけど、皆さんわからないというけれど実際よく読んだ

らわかるのです。だけど、そこまでいくのが面倒くさいのです。多分市民の

多くはびんを見たらわかる、缶もわかる、ペットボトルも見たらわかる、け

れど燃えるごみの中にリサイクルできるのが入っているというのが分からな

いのです。だから買った時にリサイクルマークのついているものは、紙のリ

サイクルであれば雑紙として、それからプラスチックのマークがついていた

らプラスチックとして出して大丈夫ですみたいな。実際は大丈夫じゃないと

いうことは知っているのですけれども、そういった何か簡単なメッセージは

出せないでしょうか。そしたら結構わかりやすいのではないかと思います。

無理ありますかね。 

環境衛生課：委員のおっしゃられたことは、多くの市民からわかりにくいとい

う意見をちょうだいしているところではあります。ただですね、プラスチッ
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クのマークであったり、紙のマークであったりというのが、実はリサイクル

するためのマークではなくて、自分の存在がプラスチックです、紙ですって

いう主張するためのマークであって、イコールリサイクルできるものばかり

でないというのがちょっと今世の中の歪なところかなというところです。私

も感想になってしまうのですが、そこをどううまく市民の方に伝えていくか

っていうのがこれからの課題だと考えております。 

木下委員：それは実際にサステナスクエアの中では分類はできないのですかね。

サステナスクエアの中で、例えばプラごみになったものがその先どうなるか

っていうと、リサイクルされる場合もあるし年によってはどっかのケミカル

になってしまう場合もあります。あれって、それによってそのマーケットも

多分違ってくると思うのですけども、市民がそこまでわかんないからもしや

るのだったら、サステナスクエアの中で何かそれ分類できるような、取組っ

てできないのかなと思ったりしたのですけど。 

サステナスクエア管理課：容器包装プラスチックが回収されてきまして、私ど

もの方で人力による分別作業を行っています。ただその中に容器包装ではな

いものを異物として取り除いたものを焼却するとか、そういう形で行ってい

ますのですべてを分別するというのはなかなか難しい状況であります。 

木下委員：実はサステナスクエアの能力をもっとアピールできないかと書いた

のは私なのですけども、ご苦労されているのがもう少し市民にわかってもら

うような何かそういう工夫があった方がいいかなと思った次第です。 

北浦委員：先ほどの話がありました市民１人当たりの事業系ごみ排出量 393 グ

ラムの目標についてです。これは工場や事業所が多いと当然多くなると思い

ます。だからこの市民１人当たりの目標そのものが、あまり全国と比較して

もあまり意味がないような気がするのですが、そのあたりはいかがでしょう

か。 

環境衛生課：委員のおっしゃる通りで、確かにこの数値を他市町村と比べるこ

と自体があまり意味はないのかなというところは正直あります。実際今回の

議論とは違うのですが、ごみの事業系と生活系を合わせた総排出量という数

値がございまして、こちらがちょうど全国的に比較する数値として統計とし

て出されておりますので、生活系と事業系それぞれ出して全国と比べるとい

う表を作らせていただいております。 

河合委員：補足ですけど、基本的に工場から出てくる廃棄物は産業廃棄物とし

て排出処理されますので、今回ここで議論されているのはあくまで、一般廃

棄物として処理される、事業者から排出された産業廃棄物以外の一般廃棄物

のことです。つまり全国どこでも、例えば飲食店から出てくるゴミとかオフ
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ィスから出てくるゴミとか、家庭系生活系に近い廃棄物について、この事業

系ごみとしてカウントされることになっているので、これは全国どこでも比

較対象になります。例えば茨城或いはつくば市に工場がたくさんあると言っ

てもほぼすべての、廃棄物は産業廃棄物として排出されますので、ここで言

っているのはあくまで一般廃棄物にカウントされる事業系ごみです。 

環境衛生課：補足です。委員がおっしゃっていただいた説明で大変助かりまし

た。私からも補足です。この事業系ごみの家庭系ごみも一緒ですが、排出量

というのはリサイクルされた分も含めての排出量となっております。なので、

例えばつくば市の特色として大形の物流倉庫が最近多くできております。そ

こで排出されるダンボールはほぼ 100％リサイクルされているのですけど、

排出量に含まれているためつくば市の量が多くなっているという傾向もござ

います。 

木下委員：詳しい方がいらっしゃるので教えていただきたいのですが、よくリ

サイクル率は町によって表示されています。つくば市は 20 何％だと思うので

すけども、町によっては 50％近いところもあります。鎌倉とか。あれはどう

いうカラクリなのでしょうか。カラクリは変な言い方ですけど、どうやった

らその数字になるのかっていうのを教えていただきたい。 

河合委員：基本的に一般廃棄物の一番大きな割合を占めるのは厨芥類と言われ

ている生ごみ、調理くず、食べ残しです。これが全国色々な割合があります

けども、大体一般廃棄物、或いは可燃ごみ中の 30％40％を占めると言われて

います。これを資源化するかしないか、つまり堆肥化或いはメタン発酵みた

いな方法で資源化リサイクルするという地域では途端にリサイクル率が高く

なります。ただ、そういった自治体は日本で 1,700 の自治体の市町村ありま

すけどもそのうちのたかだか 100 ぐらいの自治体でしか生ごみの資源化をし

ていませんので、つくば市を含めて、多くの自治体では生ごみというのは基

本的には可燃ごみに含まれて焼却処理されているというのがほとんどです。

そういった自治体ではリサイクル率というのは残念ながら、高まって 20 数パ

ーセントというようなカラクリといいますか、実態があります。 

鈴木会長：次の基本目標に移りたいと思います。基本目標４「安心で快適な生

活環境で暮らす」です。まず概要について事務局から説明をお願いいたしま

す。 

事務局：（基本目標４の概要を説明：資料３参照） 

鈴木会長：事前質問について各担当課から回答をお願いします。 

各課回答：（資料５参照） 

（環境衛生課：施策 49） 
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（環境保全課：施策 53、58） 

鈴木会長：意見や質問はありますか。 

（意見・質問なし） 

鈴木会長：次の基本目標に移りたいと思います。基本目標５「市民一人ひとり

が環境を考え、行動する」です。まず概要について事務局から説明をお願い

いたします。 

事務局：（基本目標５の概要を説明：資料３参照） 

鈴木会長：事前質問について各担当課から回答をお願いします。 

各課回答：（資料５参照） 

（環境政策課：施策 60） 

鈴木会長：意見や質問はありますか。 

（意見・質問なし） 

鈴木会長：では全体に対する質問について、環境政策課から回答をお願いいた

します。 

環境政策課：（全体に対する質問に対する回答：資料５参照） 

鈴木会長：計画全体についてご意見やご質問はございますか。 

丸井委員：今回お作りいただいた総括表や個別の進行管理票につきましては、

年々非常にわかりやすくなっておりますし、内容が進化しているなというの

がよくわかります。それにも増して、この事業そのものが着実に進行してい

るということもわかっております。５年も６年もこの委員会の全フェーズに

参加してくださっている委員の方々もいらっしゃるので中身を見れば十分わ

かると思います。ですが、初めて見る市民の皆さん、特にご高齢の方とか或

いは若い学生さんとか児童の皆さんとかが見た時のために、できれば前書き

や説明文を頭に１枚つけていただきたいなというのが私の意見です。今おっ

しゃられた中にもございましたけど、例えば評価についても、事業者そのも

のが自己評価しているのか、或いは第三者の評価委員会が評価しているのか

とか、或いはトレードオフできる項目があるかというところを総合的にトー

タルで判断できるようにすると、例えば１つのものが達成していなくても他

のもので補っているというようなことが十分考えられる場合には、全体とし

ては市の計画がうまく進んでいるということになるかと思います。なので、

そこら辺をわかりやすく皆さんが理解できるように、説明を上手にしていた

だければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

事務局：ありがとうございます。参考とさせていただきます。 

北浦委員：計画全体についてのところですが、目標のところになぜか手段・方

法が目標になっていたり、書き方わかりづらかったりという場面が、少なか
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らずあったかなと思っています。何回か読んでどれが本当の目標なのか、方

法論が書いてあったりするので、そこは次回その辺りを意識した文章にして

いただければわかりやすいかなと思います。あくまで感想です。 

鈴木委員：それでは議事の３番の(２)のその他でございますけれども、何かそ

の他として議論すべきことはございますか。 

３ 議事(2)その他 

事務局：報告の際に、気候市民会議を開催するにあたって緑や緑地関係に関し

てどのような意見があり、どのような議論が行われたのかという質問をいた

だきました。経緯等を説明させていただきます。第２回のテーマで移動まち

づくりという大きなテーマの中でご議論をいただきました。その中で出た代

表的な緑地に関する意見としましては、市民の取組として緑地をふやす、CO

２削減だけではなく心の豊かさといったご意見が５票。また、行政の施策と

して、緑地を増やすために森をつぶさないような規制を行うが４票。市民の

取組として緑地を増やすために、市民が森を増やすという意見が３票ありま

した。先に申し上げなかったのですが、今票と言いましたのは、模造紙に各

グループで、議論していただいたものを貼り出して、それを最後に皆さんが

いいと思う意見に対してシールを貼っていき、最後に事務局の方で集計した

という形になります。また、第３回は住まい建物というテーマでしたが、こ

ちらの会におきましても、市は事業者に屋上緑化やグリーンカーテンの義務

づけという意見が出まして４票。行政の施策として、市は自宅への太陽光パ

ネル、蓄電池と緑化に補助金を出すが３票。市民の取組として木がたくさん

あるつくばを作るために樹木ボランティアをするに関して２票、票が入って

おります。こういったものを材料にしまして、提言の案としてまとめていっ

た過程がございます。過程としては、最初は緑というものが１つ独立してい

なかったという状況がありまして、歩いて暮らせるというつくば市像の中に、

外で涼めるように日陰のできる街路樹や緑地などを増やすという提言案と、

涼しく暖かい緑が多い場所に人が集まるというつくば市像に対して、商業施

設はグリーン化を進めるという中間での案がございました。こちらの２つの

案が、最終的な予備投票ですとか最終投票を通しまして、先ほどご覧いただ

いたような緑に関する２つの取組が、最終的にでき上がったという経緯にな

っております。こちらの過程につきましては、全て気候市民会議の報告書と

してまとめておりまして、ホームページにも掲載しておりますので、途中で

どのような意見が出たかということもご確認いただけますので、後程ご興味

がありましたらご確認いただければと思います。 

木下委員：経緯が理解できました。ありがとうございます。 
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川井委員：令和６年度の計画というのは令和５年度踏襲ということなのか。今

日の議論が令和５年度の振り返り、自己評価についての質疑応答に収支して

いたのかなと思います。令和６年度はどうなのかというところは議事として

はいかがでしょうか。 

事務局：資料４の個票で言いますと、例えば低炭素モデル都市を形成して気候

変動に対処するという基本目標でみますと、前半がどういった計画の位置付

けか、そして事業概要がどのようなものかになっています。令和５年度にど

のような内容で実施をしたかというのが裏面にございまして、それに対して

の評価と次年度に向けた課題及び改善目標、そして最後が令和６年度どのよ

うな形でやっていくのか、どのような成果指標でやっていくのかという個票

のつくりになっております。こちらに対してトータルでご意見をいただく場

と考えております。今回は事前質問をいただいたものに対して回答するとい

う形で説明をさせていただきました。ただ、ご意見としては今年度の目標で

すとか、また次年度こうした方がいいのではないかというご意見もいただき

ましたので、それを踏まえて、施策を今後進めていくに当たり、いただいた

ご意見を踏まえながら、早速今年度の取組に反映をさせていきたいというこ

とで、今回時期も例年より早めさせていただいて開催したという形になって

おります。 

鈴木会長：ここで今回のすべての議事は終了したということにいたします。進

行を事務局にお返しします。 

事務局：最後に事務局より連絡がございます。 

事務局：資料６をご覧ください。３点ほど説明させていただきます。資料の２

つ目の丸の背景のところについて、今年度タイミングがすべて重なってしま

って大変恐縮ですけれど、環境基本計画の中間見直しは令和６、７年の２か

年かけて行う予定となっております。それから地球温暖化対策実行計画区域

施策編の改定も本年度と来年度、２か年かけて改定する予定となっておりま

す。それから第５次つくば市きれいなまちづくり行動計画の改定も本年度予

定されております。つまり３つの計画の改定時期が重なっております。すべ

ての計画は今年度中３回ないし４回、多い場合は５回ぐらいを計画しており

ますので、お集まりいただくようなケースが非常に多いという状況をまずご

理解いただければと思います。その上で、資料のタイトルに戻らせていただ

きまして、進め方としましては、この 15 名の方全員に毎回お集まりいただく

のは、かなり物理的にも日程的にも厳しいだろうと考えております。また、

令和４年にアンケートを皆様からいただいた際に進め方の改善点はあります

かという設問に対し、専門的な部会を設置して、メンバーを絞ってフレキシ
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ブルにやれたらいいのではないかというご意見もいただきましたので、現在

事務局としましては、５、６名ぐらいの部会をパーツパーツで構成させてい

ただきまして、進めさせていただくようなことを考えております。当然すべ

て部会に丸投げするわけではありません。１回目は皆さんでご審議いただき

ますけれども、細かい審議は部会に分かれて数回やらせていただきます。最

後に部会でまとまった意見はまたこの審議会に帰ってきまして、きちんと皆

様にご報告し、ご承認いただくような形で、少しスケジュールの簡素化と皆

様のご負担の軽減に繋げたいと事務局で考えております。今日の具体的なア

イディアは以上になりますけれども、次回にはこの辺の枠組み、スキーム、

委員構成等々についても、お示ししてまたご審議したい、お諮りしたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。３点目の次回の開催

ですが、６月に今計画をお示しした３つ目のきれいなまちづくり行動計画を

テーマとして開催を予定しております。また事務局より出席関係、予定の関

係の連絡をさせていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。私か

らの説明は以上となります。あと最後になりますが、課長としても今日ご意

見いただきました、そもそも何のためにとか、目的と方法が混在していると

か、KPI にちょっと縛られ過ぎているのではないか、あとは市民目線が欠けて

いるのではないかと、いずれもおっしゃる通りだと私も考えております。い

ずれにしても次期計画の立て付けを含めて次期計画の中で、いただいたご意

見がきちんと反映できるように、事務局一同頑張っていこうと思っておりま

すので、引き続きよろしくお願いいたします。 

４ 閉会 

事務局：最後に１点だけ会議録について、作成後、会長、副会長お二方にご確認

いただき、公開とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

事務局：以上をもちまして令和６年度第１回つくば市環境審議会を閉会いたし

ます。皆様、長時間にわたりお疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 



令和６年度第１回つくば市環境審議会 次第 

 

日  時 令和６年５月７日（火）   

15：30～17：30       

場  所 つくば市役所２階201会議室 

１ 開会 

 

２ 報告 

(1) 脱炭素先行地域の選定について 

(2) 気候市民会議つくば2023に関する概要説明・実績報告について 

   

３ 議事 

 (1) つくば市環境基本計画の令和５年度事業実績及び令和６年度事業計画につい

て 

 (2) その他 

 

４ 閉会 
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議事３ (1) つくば市環境基本計画の令和５年度事業実績及び令和６年度事業

計画について 

 

 ・基本目標１ 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する 

          【資料】令和５年度総括表…P.１～P.２ 

              進行管理票…P.１～P.26 

   ・基本目標２ 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ 

          【資料】令和５年度総括表…P.３～P.５ 

              進行管理票…P.27～P.62 

   ・基本目標３ 資源を賢く使う循環型社会に近づく 

          【資料】令和５年度総括表…P.６～P.７ 

              進行管理票…P.63～P.76 

   ・基本目標４ 安心で快適な生活環境で暮らす 

          【資料】令和５年度総括表…P.８～P.９ 

              進行管理票…P.77～P.98 

   ・基本目標５ 市民一人ひとりが環境を考え、行動する 

          【資料】令和５年度総括表…P.10～P.11 

              進行管理票…P.99～P.118 



つくば市環境審議会委員

任期：令和５年（2023年）８月１日から令和７年（2025年）７月31日まで　　　定員：15名

氏名（敬称略） 性質 分野 所属等 備考

1 鈴木
スズキ

　石根
イワネ

学識経験者
（藻類バイオマ
ス）

地球温暖化対策
筑波大学　生命環境系　教授
筑波大学DESIGN THE FUTURE機構　副機構長

2 松橋
マツハシ

　啓介
ケイスケ 学識経験者

（低炭素社会）
地球温暖化対策

国立研究開発法人　国立環境研究所
社会システム領域　地域計画研究室長

オンライン

3 野中
ノナカ

　勝利
カツトシ 学識経験者

（都市計画）
きれまち 筑波大学　芸術系　都市デザイン研究室　教授

4 宮本
ミヤモト

　純
ジュン

産業界 きれまち 2023年度つくば青年会議所　理事長 オンライン

5 吉野
ヨシノ

　邦彦
クニヒコ 学識経験者

（生物）
生物多様性

東京大学大学院　農学生命科学研究科
特任研究員　生物・環境工学専攻

6 上條
カミジョウ

　隆志
タカシ 学識経験者

（生物）
生物多様性 筑波大学　生命環境系　教授 欠席

7 丸井
マルイ

　敦
アツ

尚
ナオ 学識経験者

（水質・土壌）
水質・土壌

国立研究開発法人　産業技術総合研究所
地圏資源環境研究部門　招聘研究員

8 井本
イモト

　由香利
ユカリ 学識経験者

（水質・土壌）
水質・土壌

国立研究開発法人　産業技術総合研究所
地質調査総合センター　地圏資源環境研究部門
地圏環境リスク研究グループ　主任研究員

オンライン

9 杉田
スギタ

　文
フミ 学識経験者

（水質・土壌）
水質・土壌 千葉商科大学　教授

10 河井　紘輔
カワイ　コウスケ 学識経験者

（廃棄物）
廃棄物

国立研究開発法人　国立環境研究所
資源循環領域　主任研究員

11 高野　文男
タカノ　フミオ

市議会議員 公益 つくば市議会議員

12 勝呂　信介
カツロ　シンスケ

産業界 産業
大和リース株式会社　水戸支店
流通建築リース営業所　所長

13 北浦　伸幸
キタウラ　シンコウ

市民 - 公募により決定

14 北田
キタダ

　直也
ナオヤ

市民 - 公募により決定 欠席

15 木下　潔
キノシタ　キヨシ

市民 - 公募により決定



2050年カーボンニュートラルに向けた取組紹介

生活環境部 環境政策課

１ 脱炭素先行地域の選定

２ 気候市民会議つくば2023の開催

県内初の脱炭素先行地域に選定

○取組の概要
2050年カーボンニュートラルに向けて

2030年までに民生部門（家庭部門及び業務その他部門）
の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現
その他の温室効果ガス排出削減についても日本全体の
2030年度目標と整合する削減を実現

国目標の2050年から前倒しした2030年に脱炭素を達成する先進的なモデル地域として環境省がつくば
市を選定。全国で100か所選定予定で、第４回選定（R5.11）時点で全国36道府県95市町村74提案が選定。
つくば市の計画では、中心市街地において、安価でグリーンなエネルギーの安定供給と都市のブラン

ド化により、脱炭素がもたらすスーパーシティの加速化とスタートアップやオフィスなどの事務系施設
の誘致を推進し、地域課題である「科学技術のビジネス化」「若者の地域定着」「中心市街地の活性
化」の同時解決を目指す。

○対象エリア
つくば駅を中心とした半径約500mの範囲
(集合住宅3棟、民間施設21施設、
公共施設14施設)

 1 

資料１



① 再エネを主力電源とした分散型エネルギー整備、民間裨益型自営線マイ
クログリッド構築により、安価なインフラ、災害時の安定性や脱炭素を希求
する企業等を誘致し、昼間人口の増加や中心市街地の活性化、地域
経済循環の創出を図る

② これまで廃棄処分・市外流出していた廃食用油の燃料活用や、グリーン
水素混焼可能なCGS新規導入により熱の脱炭素化を実現し、地域内
資源循環及び化石燃料由来の都市ガスからの燃料転換を推進

③ 地域事業者が参画するPPAコンソーシアムを設立し、事業実施に関する
ノウハウを地域に蓄積

① 民間・公共施設に太陽光発
電(1,505kW)・蓄電池を導
入し、エネルギーマネジメントを
行うとともに、共同溝を活用し
た民間裨益型自営線
(2.6km)マイクログリッドを
構築

② 市内医薬品工場にて発生す
る魚油を燃料とするバイオマス
発電(510kW)の導入

③ 市内で発生し現在廃棄物処
理している葉刈芝、剪定枝を
廃棄物発電のバイオマス燃料
として活用

④ 民間・公共施設における照明
LED化、空調設備高効率化等の省エネ改修実施

つくば市：脱炭素がもたらすスーパーシティの加速化と
スタートアップ創出・企業誘致による中心市街地の活性化

１．民生部門電力の脱炭素化に関する主な取組

① 現在廃棄処分されている廃食用油を回収・精製し、地域冷暖房ボイラ－
の燃料として活用

② グリーン水素混焼可能なCGSを新設し、発電した電気、排熱を活用して
生成した蒸気を需要家に供給することにより、熱の脱炭素化を実現

２．民生部門電力以外の脱炭素化に関する主な取組

４．主な取組のスケジュール

３．取組により期待される主な効果

取組の全体像

脱炭素先行地域の対象 ： 中心市街地(TXつくば駅を中心とした概ね半径500mの範囲、中心市街地まちづくり戦略上のコアエリア)

主 な エ ネ ルギ ー 需要家
共 同 提 案 者

：
：
集合住宅３棟656戸、民間施設21施設、公共施設14施設
ミライデザインパワー株式会社、中部電力ミライズ株式会社、株式会社常陽銀行、株式会社ニッスイつくば工場、大和ハウス工業株
式会社茨城支店

筑波研究学園都市の都市インフラである既存の地域冷暖房共同溝を活用した自営線マイクログリッド構築や、廃食用油や魚油等の地域資源の有効利用、グリー
ン水素混焼可能なコージェネ(CGS)の導入等により、中心市街地のレジリエンス強化と、脱炭素化を実現。安価かつグリーンなエネルギーの安定供給の実現に
より、スタートアップ企業やオフィス等の業務系施設誘致を推進し、地域課題である「科学技術のビジネス化」、「若者の地域定着」、「中心市街地の活性化」の同
時解決を目指す。

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

魚油発電導入

太陽光発電・蓄電池導入

芝・剪定枝の
バイオマス
燃料活用

省エネ改修

マイクログリッドの構築

筑波研究学園都市の地域冷暖房共同溝

CGS導入

廃食用油を活用した熱供給

【地域版GXモデル】
民間裨益型自営線マイクログリッド

筑波研究学園都市の並木道

脱炭素先行地域の実施スケジュール
取組名（民生部門電力）

取組①
マイクログリッドの構築
取組②
太陽光発電・蓄電池の設置
取組③
市内医薬品工場と連携した魚油発電
取組④
廃棄物発電のCO2フリー電気（バイオ分）の利用
取組⑤
芝・剪定枝のバイオマス燃料活用
取組⑥
グリーン水素混焼可能なCGSの新設
取組⑦
CO2フリー電気により製造した冷水の供給拡大
取組⑧
省エネ改修の実施

取組名（民生部門電力以外）
取組⑨
エリア内移動用小型車の電動化
取組⑩
廃食用油を燃料にしたCO2フリー熱供給
取組⑪
高エネルギー効率の小型貫流ボイラの新設
取組⑫
グリーン水素混焼可能なCGSの新設
取組⑬
CO2フリー電気により製造した冷水の供給拡大
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気候市民会議つくば2023の開催

ゼロカーボンシティの実現に向けて、さまざまな取り組みを進める
中で、2023年度は、市民が気候変動対策を話し合い、意見を市の施
策へ反映する場として「気候市民会議つくば2023」を開催しました。

■気候市民会議とは
無作為抽出（くじ引き）で選ばれた市民が、専門家等からの情報

提供を踏まえて話し合い、気候変動対策をまとめて提言する、市民
参加の手法です。

■気候市民会議つくば2023開催概要
「ゼロカーボンで住みよいつくば市」を実現するための行動や施

策について、2段階の抽選で選ばれた市民50名が話し合い、74の提
言をまとめ、市長に手渡しました。

気候市民会議つくば2023 各回の様子（第１回～３回）

開催・日時 各回の概要

第１回：9月3日（日） 第１回の会議ではまず、会議のゴールと進め方の確認、自己紹介
などを行いました。その後「気候変動とは？」「ゼロカーボンと
は？」「つくば市の対策は？」という３つのテーマの情報提供を
受け、意見交換や質疑応答を行いました。最後に、2050年の「ゼ
ロカーボンで住みよいつくば市」の将来像や今後の会議で大切に
していきたいことを考え、グループで話し合いました。

第２回：10月１日（日） 第２回会議では、「移動・まちづくり」に焦点を当てて、ゼロ
カーボンで住みよいつくば市を実現するために、市と市民はどの
ような取組や施策が必要となるかを考えました。第３回目以降は
テーマを変え、第６回までに提言をまとめます。

第３回：10月15日（日） 第３回会議では、「住まい・建物」に焦点を当てて、ゼロカーボ
ンで住みよいつくば市を実現するために、市と市民はどのような
取組や施策が必要となるかを考えました。
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気候市民会議つくば2023 各回の様子（第４回～６回）

開催・日時 各回の概要

第４回：10月29日（日） 第４回会議では、「消費・生活」に焦点を当てて、ゼロカーボンで住み
よいつくば市を実現するために、市と市民はどのような取組や施策
が必要となるかを考えました。

第５回：11月19日（日） 第５回会議では、これまでの会議で考えてきた「ゼロカーボンで住み
よいつくば市」を実現するために必要となる取組や施策のアイデアに
ついて、３つのテーマ（「移動・まちづくり」「住まい・建物」「消費・生
活」）ごとにアイデアの確認・修正・予備投票を行いました。

第６回：12月10日（日） 第６回会議ではまず、第5回会議の予備投票で要改善となっていた提
言案について、改善案を検討しました。その後、改めて３つのテーマ
（「移動・まちづくり」「住まい・建物」「消費・生活」）ごとに「ゼロカーボ
ンで住みよいつくば市」を実現するために必要となる取組や施策の提
言案について最終投票を行いました。投票の結果、74の提言が採択
され、提言書が五十嵐市長に手渡されました。

気候市民会議つくば2023 提言書
■移動・まちづくり

取組 「ゼロカーボンで住みよいつくば市」実現のため推進する取組＝市民（地域・事業者を含む）は何をすることが必要か

施策 「ゼロカーボンで住みよいつくば市」実現のため効果的な施策＝行政（つくば市・茨城県・国）は何をすることが必要か

《》 会議終了後に、実現可能性を高めるために市から加筆修正の提案があり、WGで検討・決定した箇所

〈ゼロカーボンで
住みよいつくば市〉像

推進する取組/効果的な施策

歩いて暮らせる

取組１ 徒歩や自転車等を応援するために、事業者は、徒歩や自転車等のゼロカーボン移動にポイント（商品券など）を与える

取組２ 《徒歩や自転車等を応援するために、》事業者は、移動距離や歩数に応じてポイントなどを与えるしくみをアプリで作る

施策１ 歩きを応援するために、市は、《徒歩や自転車等の》ゼロカーボン移動にポイントを与える

施策２ 歩きやすくするために、市は、広く安全な歩行者空間（ベンチ・雨よけ・歩きやすい素材や遊歩道）を整備・拡充する

施策３ 天候に左右されず徒歩・自転車移動ができるように、市は、屋根付き道路等の雨を防げるものの整備を行う

施策４ 《天候に左右されず徒歩・自転車移動ができるように、》市は、屋根付き道路等のモデル地区を整備する

施策５ 徒歩・自転車移動ができるように、市は、屋根や木などで日陰をつくる

自転車が便利
取組３ 自転車移動を増やすために、事業者や地域・自治会は、（電動・非電動問わず）レンタサイクルを増やす

施策６ 自転車が快適に走れるように、広く安全で見てわかりやすい自転車専用レーンを設置する

公共交通が便利

取組４ バスの利便性を高くするために、事業者は、GPSを導入しバスの経路と遅延などがわかるアプリを作成する

取組５ 《積極的にバス移動をするために、》市民は、アプリを使ってバスの動きを把握できるようにする

施策７ 多くの市民が公共交通機関を利用しやすくなるように、公共交通やバス停へアクセスしやすいまちづくりをする

施策８ バスの本数と停留所を増やし値段を安くするために、市（県・国）は、助成金を出す

施策９ バスを利用しやすくするために、市や事業者は、バスの経路・遅延・位置情報などを分かりやすくするしくみ（交通アプリやバス停に表示）を入れる

施策１０ 免許返納とバスとタクシーの利用を促すために、 高齢者・未就学児・土日祝日限定利用者 にバスとタクシーの無料券を渡す

施策１１ バスやタクシーの自動運転を実現するために、市は、モデル地区を定め開発を進める

施策１２ 《市民が必要な時にバスに乗れるようにするために、》市は、自動運転（AI搭載）循環バスを導入する

電化・再エネが
進んでいる

施策１３ 電気自動車等を利用しやすくするために、ガソリンスタンドやコンビニなど生活上利用しやすい場所にEV充電器を普及させる

施策１４ 電気自動車を増やすために、市（県・国）は、充電器整備に補助金を出す

施策１５ 電気自動車を普及させるために、市（県・国）は、電気自動車の税金をなくす

施策１６ 電気自動車を普及させるために、市は、電気自動車を持つ《（取得・保有する）》際の補助金や減税のメリットをより広く知らせる

施策１７ 水素自動車を利用しやすくするために、水素ステーションを普及させる

緑が多い
取組６ 外で涼めるように、《事業者や地域・自治会は、》日陰のできる街路樹や緑地などを増やす

取組７ 《まちの緑を増やすために、》商業施設は、グリーン化を進める

その他
取組８ 道路混雑緩和のために、事業者は、土日休みだけでない多様な働き方を進める

施策１８ 渋滞緩和とエコドライブ促進のために、警察《・県・市》は、信号機の制御にAIを活用する
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気候市民会議つくば2023 提言書
■住まい・建物

取組 「ゼロカーボンで住みよいつくば市」実現のため推進する取組＝市民（地域・事業者を含む）は何をすることが必要か
施策 「ゼロカーボンで住みよいつくば市」実現のため効果的な施策＝行政（つくば市・茨城県・国）は何をすることが必要か
《》 会議終了後に、実現可能性を高めるために市から加筆修正の提案があり、WGで検討・決定した箇所

〈ゼロカーボンで
住みよいつくば市〉像

推進する取組/効果的な施策

断熱性能が高い

取組９ 市民や事業者は、既築建物の断熱改修を進める

取組１０ 事業者は、建物を建てる際にはBELS（建築物省エネルギー性能表示制度）の高い基準を満たす

施策１９ ゼロカーボン実証実験のために、市は、ゼロカーボンのモデルとなる市営住宅や施設をつくる

施策２０ 省エネ改修への理解を進めるために、市は、空き家をモデル的に改修して、その情報を公開する

施策２１ 《建築物の断熱性能を高めるために、》国（県・市）は、省エネランクに応じた断熱改修に補助金を出す

太陽光パネル・蓄電池が
普及している

取組１１ 《太陽光パネルの普及促進のために、》市民や事業者は、建築物を建築するときは、積極的に太陽光パネルを設置する

施策２２ 《太陽光パネルの普及促進のために、》国（県・市）は、太陽光パネル設置・蓄電池設置に補助金を出す

施策２３
市民や事業者が安心して太陽光パネルを設置するために、市は、環境や景観に配慮したルールをつくり、健全な業者を認定する。また、適正な金額を開
示する

施策２４ 《市民や事業者が安心して太陽光パネルを設置できるようにするために、》市（国）は、太陽光パネルのリサイクルや処分の経費を補助する

AI自動制御が
普及している

取組１２ 省エネと快適さの両立のために、市民や事業者は、AIによる自動空調システムを導入する

取組１３ エネルギー消費量を減らすために、AIによる自動制御設備を家庭や事業所に導入する

施策２５ 《省エネと快適さの両立のために、》市は、AIによる自動制御設備の導入に補助金を出す

施策２６ 《エネルギー消費量を減らすために、》市（県・国）は、省エネ家電・AI家電を購入する際に補助金を出す

施策２７ 《エネルギー消費量を減らすために、》市（県・国）は、AI制御技術の開発費・研究費を補助する

涼しい・暖かい場所に
人が集まる

取組１４ 《クールシェア・ウォームシェア推進のために、》市と事業者は、(子どもを含めた)市民が集える涼しい・暖かい場所をつくる

取組１５ シェアリングエコノミー推進のために、市民は、商業施設や公共空間を利用する

消費電力量等の把握が
されている

取組１６ ゼロカーボン・省エネを意識するために、市民は、自分のエネルギー使用量・二酸化炭素排出量を知る

取組１７ 《ゼロカーボン・省エネを意識するために、》事業者は、エネルギー使用量・二酸化炭素排出量の見える化をする

施策２８ 市民がゼロカーボン・省エネを意識するように、市は、エネルギー使用量・二酸化炭素排出量が見えるアプリを開発する

施策２９ 非住宅（事業所等）のゼロカーボンを促すために、市は、事業所等のエネルギー消費量・二酸化炭素排出量の状況を示すwebサイトをつくる

その他

取組１８ 《ゼロカーボン・省エネを推進するために、》市民は、ゼロカーボンの知識を持つ

取組１９ ゼロカーボンを達成するために、市内の研究機関は、ゼロカーボン推進課・推進室を設置する

取組２０ ゼロカーボン技術を導入するために、事業者は、ゼロカーボン技術者を養成する

取組２１ ゼロカーボンを進めるために、事業者は、ゼロカーボンの管理者を指定／養成する

施策３０ 《ゼロカーボン・省エネを推進するために、》市は、市民と事業者に省エネ技術等を学ぶ・知る場を提供する

施策３１ ゼロカーボンへの理解を促進するために、市（県）は、ゼロカーボンに関するカリキュラムを学校等に導入する

気候市民会議つくば2023 提言書
■消費・生活

取組 「ゼロカーボンで住みよいつくば市」実現のため推進する取組＝市民（地域・事業者を含む）は何をすることが必要か
施策 「ゼロカーボンで住みよいつくば市」実現のため効果的な施策＝行政（つくば市・茨城県・国）は何をすることが必要か
《》 会議終了後に、実現可能性を高めるために市から加筆修正の提案があり、WGで検討・決定した箇所

〈ゼロカーボンで
住みよいつくば市〉像

推進する取組/効果的な施策

シェアリングが
普及している

取組２２ 使い捨てを減らすために、市民は、学用品を再利用する

取組２３ 制服を買わなくても済むように、学校は、私服と制服を選べるようにする

施策３２ 使い捨てを減らすために、市は、学用品を貸し出して繰り返し使う

施策３３ 資源を有効利用するために、市は、教科書や参考書のデータの入ったタブレットを貸与する

ゼロカーボンな消費・
選択が容易である

取組２４
《ゼロカーボンな商品・サービスが普及するように、》市を含む事業者は、カーボンフットプリント（商品・サービスの原材料調達から廃棄・リサイクルまで
のCO2排出量）が小さい製品を選ぶ・購入する

施策３４
市民の選択を支援するために、国は、カーボンフットプリント（商品・サービスの原材料調達から廃棄・リサイクルまでのCO2排出量）の表示を製品等に
義務付ける

施策３５ ゼロカーボンに最適な買い替えを促すために、市は、買い替えをサポートするサービスなどに補助金を出す

地産地消が進む

取組２５ 輸送コスト削減や地元農家支援のために、市民は、地産地消の食品や商品を購入する

施策３６ 地産地消のものが安く買えるように、市は、農家を支援（補助金・スタートアップ）する

施策３７ 《地産地消を行いやすくなるように、》市は、地産地消推進センター（道の駅・朝市など）をつくる

フードロスや容器包装が
減っている

取組２６ フードロスを減らすために、事業者は、賞味・消費期限間近の食品や規格外品が安く買える店舗をつくる

取組２７ フードロスを減らすために、事業者は、使い捨て容器をやめて食品の量り売りをする

取組２８ 容器包装を減らすために、事業者は、過剰包装を見直し、マイ容器でも購入できるようにする

施策３８ 《フードロス削減に取り組む店を支援するために、》国（県・市）は、フードロス削減に取り組む店の税を軽減する

施策３９ 食品や農産物のロスをなくすために、市は、規格外の農産物を安く売る店をつくったり、給食等で使うしくみをつくる

その他

取組２９
消費者による車の移動を減らすために、事業者は、注文できたり他の荷物（宅配便等）も載せられ《たりす》る環境に配慮した移動販売車を市内に走ら
せる

取組３０ リサイクルを促進するために、企業と研究所は、ゴミ自動分別技術を開発する

取組３１ 事業者は、次世代エネルギーを中心としたまちづくりをする

施策４０ リサイクルを推進するために、市は、ゴミ自動分別技術を導入する

施策４１ 国は、次世代エネルギー利用のための技術開発を支援する

施策４２ 市は、ゼロカーボンを目指す取り組みを市民の共感を得られる人に広報してもらう

施策４３ 《ゼロカーボンで住みよいつくばを実現するために、》市は、毎年ゼロカーボン達成状況を市民に知らせる義務を負う
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気候市民会議つくば2023 提言書の実現のために

第１回会議で、市長は参加者に対し、「最終
回で受け取る提言書は漏れなく対応する」
と約束。
それを受け、全６回の会議を通し「ゼロカー
ボンで住みよいつくば市」を実現するための
提言が採択され、市長に提出。
今後、市はこの提言内容について漏れなく
ロードマップを策定し、気候変動対策を推進。

テーマ別提言数 取組 施策 計

移動・まちづくり ８ 18 26

住まい・建物 13 13 26

消費・生活 10 12 22

計 31 43 74

令和５年度（2023年度）

気候市民会議つくば

2023の開催

令和５年度（2023年度）

気候市民会議つくば

2023の開催

•気候市民会議つくばが開催され、
提言書（31の取組と43の施策の合
計74提言）の採択・受取

•提言の事業主体、庁内担当部署、
施策分野等の仮分類

令和６年度（2024年度）

ロードマップの

作成・進捗管理

令和６年度（2024年度）

ロードマップの

作成・進捗管理

•提言ごとにロードマップを作成す
るため、庁内担当課と環境政策課
によるWGの結成・調査の上、ロー
ドマップ公表

•すぐに実現可能な事業の開始

•国、国会議員、県等への要望活動

令和７年度（2025年度）以降

提言の実現

令和７年度（2025年度）以降

提言の実現

•多額の予算を要する事業について
は実証実験等を開始

•年度末にロードマップに基づき進
捗状況の報告・公表
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第３次つくば市環境基本計画 施策一覧表

施策番号 基本目標
（番号）

施策名 担当課

2 1-1 低炭素社会の実現に向けた様々な主体の取組の促進 市民による省エネの促進 生活環境部 環境政策課

3 1-1 低炭素社会の実現に向けた様々な主体の取組の促進 マルチベネフィットな低炭素化プロジェ
クトの推進[重点施策] 生活環境部 環境政策課

4 1-2 まち・建物の低炭素化 建物の省エネ・再エネ導入の推進 生活環境部 環境政策課

5 1-2 まち・建物の低炭素化 低炭素でコンパクトなまちづくり 生活環境部 環境政策課

6 1-2 まち・建物の低炭素化 低炭素でコンパクトなまちづくり 都市計画部 都市計画課

7 1-2 まち・建物の低炭素化 公共施設の低炭素化 生活環境部 環境政策課

8 1-3 低炭素な交通システムの実現 低炭素な公共交通の充実 都市計画部 総合交通政策課

9 1-3 低炭素な交通システムの実現 自転車利用の推進 都市計画部 総合交通政策課 サイ
クルコミュニティ推進室

10 1-3 低炭素な交通システムの実現 自転車利用の推進 建設部 公園・施設課

12 1-3 低炭素な交通システムの実現 自動車利用の低炭素化 生活環境部 環境政策課

13 1-4 気候変動への適応 気候変動と関連する災害による影
響の低減 市長公室 危機管理課

14 1-4 気候変動への適応 気候変動の中での健康の維持 保健部 健康増進課

15 1-4 気候変動への適応 気候変動から農業を守る 経済部 農業政策課

19 2-1 生き物・生態系の保全 森林の維持・保全 経済部 農業政策課
鳥獣対策・森林保全室

21 2-1 生き物・生態系の保全 外来種対策の推進 生活環境部 環境保全課

22 2-1 生き物・生態系の保全 生物多様性つくば戦略（仮称）の
策定[重点施策] 生活環境部 環境保全課

24 2-2 里地里山景観の保全 山・川などの眺望の維持 都市計画部 都市計画課

25(1) 2-2 里地里山景観の保全 里地景観の維持 経済部 農業政策課

25(2) 2-3 里地里山景観の保全 里地景観の維持 経済部 農業政策課
鳥獣対策・森林保全室

26 2-3 都市の緑を増やし、質を高める 都市公園・緑の管理 建設部 公園・施設課

27 2-3 都市の緑を増やし、質を高める 都市域の緑の確保 経済部 産業振興課

28 2-3 都市の緑を増やし、質を高める 都市域の緑の確保 建設部 公園・施設課

29 2-3 都市の緑を増やし、質を高める 都市域の緑の確保 教育局 教育施設課

30 2-3 都市の緑を増やし、質を高める 市民参加による緑化活動 建設部 公園・施設課

31 2-3 都市の緑を増やし、質を高める 市民参加による緑化活動 市民部 市民協働課

32 2-3 都市の緑を増やし、質を高める 開発に伴う緑地の減少を抑制 都市計画部 都市計画課

33 2-4 自然とふれあう 自然体験施設の活用・運営 経済部 観光推進課

34 2-4 自然とふれあう 自然体験施設の活用・運営 経済部 農業政策課
鳥獣対策・森林保全室

35 2-4 自然とふれあう 里山や水辺の活用 生活環境部 環境政策課

36 2-4 自然とふれあう 筑波山地域ジオパークの活用 経済部 観光推進課 ジオパーク室

37 2-4 自然とふれあう グリーンツーリズムの推進 経済部 農業政策課

施策の柱

1

2

第３次つくば市環境基本計画 施策一覧表

施策番号 基本目標
（番号）

施策名 担当課施策の柱

38 3-1 ３Rの推進 循環型社会形成に係る普及啓発 生活環境部 環境衛生課

40 3-1 ３Rの推進 市民によるリデュース・リユース・リサイ
クルの促進 生活環境部 環境政策課

41 3-1 ３Rの推進 事業者によるごみ減量化の促進 生活環境部 環境衛生課

42 3-1 ３Rの推進 資源の有効活用を推進 生活環境部 環境衛生課

43 3-2 廃棄物の適正処理 一般廃棄物の適正な処理 生活環境部 サステナスクエア管理課

44 3-2 廃棄物の適正処理 一般廃棄物の適正な処理 生活環境部 環境衛生課

45 3-2 廃棄物の適正処理 産業廃棄物の適正処理に関する普
及啓発 生活環境部 環境衛生課

47 4-1 清潔で静かな生活環境の確保 市民・事業者による美化活動 生活環境部 環境保全課

49 4-1 清潔で静かな生活環境の確保 ごみの散乱防止 生活環境部 環境衛生課

50 4-1 清潔で静かな生活環境の確保 野焼き対策 生活環境部 環境衛生課

51 4-1 清潔で静かな生活環境の確保 野焼き対策 経済部 農業政策課

52 4-1 清潔で静かな生活環境の確保 騒音・振動の防止 生活環境部 環境保全課

53 4-2 安全な生活環境の確保 良好な大気・水・土の確保 生活環境部 環境保全課

54 4-2 安全な生活環境の確保 上下水道の維持・管理 生活環境部 環境保全課

55 4-2 安全な生活環境の確保 上下水道の維持・管理 上下水道局 水道工務課

56 4-2 安全な生活環境の確保 上下水道の維持・管理 上下水道局 下水道工務課

57 4-2 安全な生活環境の確保 農業における環境配慮 経済部 農業政策課

58 4-2 安全な生活環境の確保 有害化学物質の適正な管理 生活環境部 環境保全課

59 5-1 持続可能なライフスタイルの推進 市民の環境リテラシーの向上 生活環境部 環境政策課

60 5-1 持続可能なライフスタイルの推進 持続可能なライフスタイルの推進[重
点施策] 生活環境部 環境政策課

61 5-1 持続可能なライフスタイルの推進 環境情報の集約・発信 生活環境部 環境政策課

62 5-2 将来を担う子どもたちへの環境教育 つくばスタイル科の推進 教育局 学び推進課

63 5-2 将来を担う子どもたちへの環境教育 つくばスタイル科の推進 生活環境部 環境政策課

64 5-2 将来を担う子どもたちへの環境教育 学校での地産地消の推進 教育局 健康教育課

65 5-2 将来を担う子どもたちへの環境教育 学校外での環境教育の推進 生活環境部 環境政策課

66 5-2 将来を担う子どもたちへの環境教育 学校外での環境教育の推進 経済部 観光推進課

69 5-3 環境と経済の好循環 地産地消の推進 経済部 農業政策課

70 5-3 環境と経済の好循環 地産地消の推進 教育局 健康教育課

5

3

4
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令和５年度 環境基本計画総括表 

１ 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する 

◎全体の総括 

 基本目標１の進捗状況は、「目標どおり達成」が約半数となりました。一方、「一部未達」や「未達」

の事業も半数見られました。「一部未達」となったのは再エネ機器（蓄電池、燃料電池、V2H）に対す

る補助の件数やつくタク利用者数等、「未達」となったのは低炭素住宅の認定戸数、「未実施」となっ

たのは低炭素自動車への乗換えに対する補助件数でした。 
 
◎評価結果（全13取組）       ◎計画の成果を測る評価指標 

 

※つくば市低炭素（建物・街区）ガイドラインで認定する戸建住宅でエネルギー消

費量や断熱性能に優れた住宅 

 

1-1 低炭素社会の実現に向けた様々な主体の取組の促進 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

２ 家庭や事業所のエネルギー使用実態のモ

ニタリングデータとして最適な情報やデ

ータの検証方法を再検討し、補助金交付

者からの取得方法及び取得データのフォ

ーマットを決定する。 

モニタリングデー

タのフォーマット

作成 

産総研の協力によりモニタリ

ングデータのフォーマット完

成。データ取得率約 85％（フ

ォーマット完成） 

４ 

３ 

(1) 

【重点施策】市域の地球温暖化対策を誘

導するための組織を超えた関係者による

事業の検討（気候市民会議つくば、脱炭

素先行地域事業、宅配ボックス導入補助、

カーシェアリング推進事業など） 

宅配ボックス補助

件数 

13件、16棟（50件）R6年2月

末時点 

４ カーシェアリング

の次年度以降の事

業の方向性の検討 

市役所ステーションの継続決

定。（方向性決定） 

1-2 まち・建物の低炭素化 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

４ 

 

蓄電池・燃料電池、V2Hの購入に対する

費用補助 

 

 

 

蓄電池補助件数 296件（330件）R6年2月末時

点 

３ 燃料電池補助件数 10件（80件）R6年2月末時点 

V2H補助件数 9件（20件）R6年2月末時点 

進捗状況 評点 取組数 

目標を超えて達成 ５ ０ 

概ね目標どおり達成 ４ ７ 

一部未達成であった ３ ２ 

未達成（目標の半分未満）

であった。 
２ １ 

未実施 １ １ 

評価せず - ２ 

評価指標 現状実績値 
目標 

(2030年度) 

温室効果ガス排出

量 

1,874千t-CO2 

(2019年度) 

1,519千t-CO2 

（2013年度比26％減） 

低炭素住宅の新規

入居戸数※ 

453戸 

(2018～2023年度) 

605戸 

（累計） 

１ 



番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

５ 「低炭素（建物・街区）ガイドライン」の

周知・見直し、基準を満たす低炭素住宅

（戸建・集合住宅・非住宅）の認定 

ガイドラインの基準

を満たす低炭素住宅

の認定戸数 

81件（220戸）R6年 2月末時

点 ２ 

６ 「立地適正化計画」の目標や概要を周知

し、届出制度により住宅開発等の動向を

把握し、コンパクトなまちづくりを推進

する。 

― 居住誘導区域外の住宅開発届

出28件、都市機能誘導区域外

の誘導施設開発等届出３件、

立地動向を事前に把握した

（―） 

― 

７ 公共施設におけるエネルギーの有効利

用、設備の省エネ化（LED化・太陽光発電

設備設置）及び低炭素な電力契約の導入 

つくば市役所におけ

るCO2削減量 

CO2 排出量未算定（47,791t-

CO2）R6年2月末時点 ４ 

1-3 低炭素な交通システムの実現 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

８ コミュニティバス「つくバス」の運行及び

それを補完するデマンド型交通「つくタ

ク」の利用促進。 

コミュニティバス利

用者数 
1,119,971名（1,041,200名） 

３ 
デマンド型交通利用

者数 
48,728名（55,600名） 

筑波地区支線型バス

利用者 
5,774名（5,760名） 

９ 「つくば市自転車安全利用促進計画」に

基づく自転車の安全教育、走行環境整備。 

シェアサイクル「つくチャリ」運営、自転

車関連補助の交付、自転車拠点整備業務、

自転車イベント開催。 

つくば市民意識調査

の設問「日常利用す

る交通手段」に「自転

車」と回答した市民

の割合 

25.4％（25%） 

４ 

10 自転車駐車場の整備、維持管理、放置自転

車対策。 

自転車駐車場維持管

理 

放置自転車撤去台数 553件 

警告指導 1,917 件、口頭指導

550件（―） 

４ 

12 エコドライブの啓発及び燃料電池自動車

（水素自動車）の購入補助、制度周知 

低炭素車への乗換に

対する補助件数 

０件（３件）R6年2月末時点 
１ 

1-4 気候変動と関連する災害による影響の低減 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

13 ハザードマップや防災の出前講座等を通

じて、気候変動への適応や災害への備え

を周知。 

― 出前講座の開催 17回 

広報つくばに災害情報掲載６

回、商業施設へ防災に関する

パネル展示等（４回）（―） 

４ 

14 熱中症警戒アラートの周知、熱中症予防・

対処法等の普及啓発の実施 

熱中症予防に関する

情報周知・啓発 

熱中症予防・対処法をHPや出

前健康教室等で普及啓発（―） 
― 

15 農業における気候変動の影響を軽減する

技術や方策等の情報収集、発信。 

市HP等での周知 温暖化による農作物への影響

関する情報の掲載（１回） 
４ 

 

２ 
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令和５年度 環境基本計画総括表 

２ 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ 

◎全体の総括            

 基本目標２の進捗状況は「目標を超えて達成」と「概ね目標どおり達成」が約８割となりました。 

市民協働型の事業やイベント、法律や条例に基づいた事業は概ね目標どおり達成できました。一方、「一部

未達」となった事業も約２割見られました。一部未達となったのは、グリーンバンク事業、有害鳥獣の捕

獲事業、自然環境教育事業などです。 

◎評価結果（全18取組）       ◎計画の成果を測る評価指標 

 

 

2-1 生き物・生態系の保全 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

19 荒廃した山林の整備（下刈り、除伐等）。

協定に基づく森林所有者の適切な森林

管理。 

森林保全協定を締結した森

林面積 

8.5ha (10ha) 

４ 

21 外来種生息情報の収集、整理及び周知 市HPの外来種情報の充実 特定外来生物の発見情報と

その対策及び防除方法の掲

載(－) 

４ 

22 

(18) 

(20) 

生物多様性つくば戦略の策定懇話会の

運営。生物多様性に関する市民アンケー

トの実施及び取組・事業の把握。 

円滑な生物多様性つくば戦

略策定懇話会の運営 

生物多様性つくば戦略策定

懇話会を３回開催(－) ４ 

2-2 里地里山景観の保全 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

24 「つくば市屋外広告物条例」の適正運

用。簡易除却対象広告物のパトロール

と除却活動。景観形成基準（形態意

匠、緑化等）との適合審査。 

簡易除却対象広告物確認の

パトロール実施回数 

63回(32回以上)記載日時点 

４ 

25 グリーンバンク事業及び市民ファーマ

ー制度に係る農地仲介・あっせんによる

(1)グリーンバンク事業賃

借契約の成立面積 

4.5ha(6.0ha)  
３ 

評価指標 現状実績値 
目標 

(2030年度) 

つくば市の緑地面積 

（山林原野面積＋農地面

積＋都市公園の面積） 

15,873.8 ha 

(2022年) 
現状維持 

生物多様性つくば戦略 策定懇話会運営 
策定(2025年度) 

取組の推進 

進捗状況 評点 取組数 

目標を超えて達成 ５ ２ 

概ね目標どおり達成 ４ 12 

一部未達成であった ３ ３ 

未達成（目標の半分未満）

であった。 
２ ０ 

未実施 １ ０ 

評価せず - １ 

３

３



農地有効利用の促進。第２次つくば市鳥

獣被害防止計画に基づく対象鳥獣によ

る被害防止の取組実施。 

(2)鳥獣による農作物被害

金額 

イノシシ及びカラス、アラ

イグマの捕獲頭数 

4,932千円（7,194千円以下） 

イノシシ：248頭(370頭) 

カラス：345羽(350羽) 

アライグマ：332頭（300頭）

全てR6年３月時点 

３ 

2-3 都市の緑を増やし、質を高める 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

26 都市公園・都市緑地・その他の公園の計

画的な植栽維持管理。 

公園及び緑地植栽の維持管

理 

360 か所の公園及び緑地の

維持管理を実施(360公園) 
４ 

27 新規立地企業や既存立地企業に対する、

工場立地法に基づく緑地の整備指導。 

工場立地法が対象となる企

業の敷地内緑地 

20％以上達成(敷地内緑地率

20％以上)  
４ 

28 ＴＸ沿線開発地区の区画整理事業の進

捗に合わせた公園・緑地等の整備。 

新規公園面積 1.5ha(1.5ha)R6年2月時点 
４ 

29 学校施設の芝生、緑地等の維持管理。校

舎新増築等計画時の植栽計画検討。 

適切な植栽配置の検討及び

維持管理の実施 

樹木剪定・害虫駆除及び防虫

処理・芝管理業務の委託。(-) 
４ 

30 公園緑地に対する愛護意識の高揚及び

環境美化を目的とした「アダプト・ア・

パーク事業」（清掃・除草・植栽等）の実

施。 

アダプト・ア・パーク参加

団体数 

51団体(42団体) 

５ 

31 地域で活動する団体への花苗配布及び

市民協働による花壇等の維持管理。 

花苗配布団体数 春・秋ともに150団体以上達

成(150団体) 
５ 

32 地区計画で用途、緑化率等の制限を定

め、きめ細やかな土地利用の誘導を図

る。 

地区計画決定に向けた打合

せ 

吾妻第五地区地区計画を決

定。(-) － 

2-4 自然とふれあう 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

33 〈筑波ふれあいの里〉農作物の収穫体験

事業の実施 

体験事業参加者数 89名（80名） 

４ 〈豊里ゆかりの森〉施設の改修・整備工

事、遊具更新工事等の実施。体験事業及

び教室活動事業の実施。 

実施回数、参加者数 51回、1,026名（55回、700

名）R6年3月時点 

34 森林ボランティアとの協働による森林

保全管理、NPO や農業者団体との連携に

よる自然環境教育や森林体験、収穫体験

イベントの実施。 

体験イベント参加者数 ボランティア活動98名、里

山体験77名、ブルーベリー

摘取体験278名 (500名) 

 

４ 

35 市民及び環境スタイルサポーターズ会

員向け自然環境教育事業の実施。 

自然環境教育事業の参加者 58名(100名)R6年3月時点 
３ 

４
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36 ジオガイドや研究者等による出前授業

や学生を対象とした支援プログラムの

実施。ジオツアーの開催。 

教職員のための郷土学習指

導者講座実施、新規ジオツ

アーコースの開発 

教職員のための郷土学習指

導者講座の開催及び新規ジ

オツアーコースを開発（-） 

４ 

37 農産物オーナー制度や農業サポーター

制度等の農業体験の実施を通して農業

の活性化を図る。 

農産物オーナー制・農業体

験イベントの参加者数 

436名(600名)R6年2月時点 
４ 

 

５
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令和５年度 環境基本計画総括表 

３ 資源を賢く使う循環型社会に近づく 

◎全体の総括            

 基本目標３では半数以上が「概ね目標どおり達成」となりました。そのなかでも、3Rに関するサポ

ーターズメール等での情報発信回数や家庭用廃食用油回収量ついては、目標を超える結果となりまし

た。一方、飲食店の食品ロス削減推進事業や事業系廃棄物適正処理に関する普及啓発事業等では、「一

部未達」となりました。 

 

◎評価結果（全７取組）       ◎計画の成果を測る評価指標 

  

3-1 3Rの推進 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

38 

(39) 
資源物集団回収及び生ごみ処理器等購入
の推進。子ども向けの3Rの促進・啓発。 

資源物回収団体数 105団体（117団体） 

３ 
牛乳パック回収量 1,160kg（2,500kg） 

3R ニュース発行回

数 

５回（４回） 

40 3R意識向上、行動促進につながる情報の

発信。 

市 HP 及びサポータ

ーズメールの掲載回

数 

サポーターズメールでの情報

発信６回（３回） ４ 

41 業種別ごみ排出状況の調査、把握。多量

排出事業者への一般廃棄物減量化等計画

書提出の要請、3R意識向上、飲食店等の

食品ロス削減の推進。 

一般廃棄物減量化等

計画書提出件数 

137件（100件） 

３ 
いばらき食べきり協

力店への新規登録数 

４件（45件）R6年1月末時点 

42 回収した家庭用廃食用油からの BDF の精

製、公用車（サステナスクエア内の作業

車両等）での活用、更なる BDF 活用の検

討。 

家庭用廃食油回収量 15,510Ｌ（10,000Ｌ）R6 年１

月末時点 
４ 

 

進捗状況 評点 取組数 

目標を超えて達成 ５ ０ 

概ね目標どおり達成 ４ ４ 

一部未達成であった ３ ３ 

未達成（目標の半分未満）

であった。 
２ ０ 

未実施 １ ０ 

評価せず - ０ 

評価指標 現状実績値 
目標 

(2029年度) 

市民一人当たりの生活

系ごみ排出量 
未算出 

R6年2月時点 
648g/人・日 

市民一人当たりの事業

系ごみ排出量 
未算出 

R6年2月時点 
393g/人・日 

リサイクル率 未算出 

R6年2月時点 
25.0％ 

６ 



3-2 廃棄物の適正処理 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

43 廃棄物処理の適正管理。サステナスクエ

アの維持管理。 

搬出先の最終処分場

及び資源化施設の追

跡調査 

最終処分追跡調査により焼却

灰及び不燃物残渣の適正運

搬・処分を確認。（-） 

４ 

44 粗大ごみの戸別収集の実施。家庭ごみの

出し方カレンダー配布及びごみ分別アプ

リの周知。 

粗大ごみ収集予約件

数 

11,137件（12,000件）R6年1

月末時点 
４ 

ごみ分別アプリのダ

ウンロード数（年間） 

6,817件（8,500件）R6年1月

末時点 

45 県との連携による市内産業廃棄物処理施

設の立入調査、不適正管理案件の調査・指

導。排出事業者に対する産業廃棄物と一

般廃棄物の分別を促すパンフレット等配

布及び訪問による啓発。 

排出事業者への訪問

啓発件数 

11件（30件）R6年1月末時点 

３ 啓発パンフレット配

布数 

事業系廃棄物適正処理パンフ

レット2,890部（3,000部） 

 

７ 

資料3



令和５年度 環境基本計画総括表 

４ 安心で快適な生活環境で暮らす 

◎全体の総括 

  基本目標４の進捗状況は「目標を超えて達成」と「概ね目標どおり達成」が８割以上となりまし

た。特に、環境美化ボランティア人数や、農業用廃プラスチックや葉刈り芝の回収量といった指標

で目標を超えて達成しました。一方、「一部未達」の事業も約２割で見られました。一部未達成とな

ったのは、騒音や振動への苦情件数、浄化槽補助申請数等の指標です。 

 

◎評価結果（全11取組）       ◎計画の成果を測る評価指標 

 

 

 

4-1 清潔で静かな生活環境の確保  

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

47 環境美化活動の支援、周知、啓発。市民参

加型環境美化活動の実施。 

自発的な環境美化活

動（ボランティア）者

数 

11,733人(延べ10,750人)  

５ 

49 市内一斉清掃の実施。不法投棄パトロー

ルの実施及び不法投棄ごみ回収。不法投

棄禁止看板の交付、ごみ集積所の設置補

助。 

市内一斉清掃の実施

回数 

２回（２回） 

４ 
不法投棄パトロール

実施日数 

324日（350日）R6年2月末時

点 

集積所設置事業補助

金の交付件数 

28件（30件）R6年2月末時点 

50 野外焼却行為禁止の区会回覧及び広報紙

による周知。不法投棄防止の周知強化。防

犯環境美化サポーターによる市内巡回パ

トロール 

区会回覧及び広報紙

による周知回数 

区会回覧及び広報紙での周知

（４回） 
４ 

防犯環境美化サポー

ターパトロール日数 

324日（350日）R6年2月末時

点 

  

評価指標 現状実績値 
目標 

(2030年度) 

2018年度市民の環境

不満足度 

（５年に１度の調査） 

空気のきれいさ：5.8% 

水のきれいさ：18.4% 

静けさ：13.2％ 

ごみ収集や処理方法：9.5％ 

現状より

改善 

進捗状況 評点 取組数 

目標を超えて達成 ５ ３ 

概ね目標どおり達成 ４ ６ 

一部未達成であった ３ ２ 

未達成（目標の半分未満）

であった。 
２ ０ 

未実施 １ ０ 

評価せず - ０ 

８ 



番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

51 農業用廃プラスチックの回収及び適正処

理の啓発。ストックヤードの設置、葉刈

り芝の回収及び新たな候補地調査・交渉。

葉刈り芝のたい肥化促進のための、発酵

促進剤と消石灰の配布。 

農業用廃プラスチッ

クの回収量 
39,280kg（28,000kg） 

５ 葉刈り芝の回収量 102,500kg（75,000kg） 

52 公害法令に基づく届出受理、立入検査、行

政指導、行政処分等の実施。公害防止協定

に基づく事業所指導。自動車騒音常時監

視調査の実施 

騒音・振動苦情件数 76 件と目標値を下回ったが、

昨年度と比較し、大幅に削減。

（50件） 
３ 

4-2 安全な生活環境の確保  

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

53 公害法令に基づく届出受理、立入検査、行

政指導、行政処分等の実施。公害防止協定

に基づく事業者の指導の実施。河川、地下

水の水質測定。 

水質・悪臭・大気苦情

件数 

43件(40件)  

４ 

54 高度処理型合併処理浄化槽普及促進のた

めの設置補助 

浄化槽補助申請数 70件（100件） 
３ 

55 配水管の破損等の緊急時における修繕工

事の実施。 

- 配水管等修繕工事91件、消火

栓修繕工事 10 件（-）R6 年 2

月末時点 

４ 

56 

 

公共下水道の整備、中継ポンプ場、マンホ

ールポンプなどの下水道施設の計画に基

づく適正な維持管理及び改築工事。 

下水道普及率 公共下水道の整備、維持管理

及 び 改 築 工 事 の 実 施 。

（86.4％） 

４ 

57 農地からの表土流出を防止するカバーク

ロップ事業の実施。 

土壌への炭素貯留や生物多様性保全に効

果的な営農活動の推進。 

特別栽培農産物及び有機 JAS 認定者に対

する有機資材購入費補助。 

化学肥料等を低減した環境保全型農業の

推進、農薬の適正使用の周知。 

カバークロップ補助

対象面積 

32.5ha（30ha） 

５ 

環境保全型農業直接

支払交付金対象面積 

24.07ha（15ha） 

有機資材購入費補助

対象面積 

188.0ha（150ha） 

農薬の適正使用に関

する市 HP 掲載及び

広報つくば掲載回数 

市HP掲載常時（１回） 

広報紙掲載２回（１回） 

 

58 PRTR 法に基づく対象化学物質の排出量・

移動量情報の閲覧しやすい環境の形成。 

対象化学物質の排出

量・移動量等に関す

る情報の公表 

市HP掲載。（-） 

４ 

 

 

９ 
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令和５年度 環境基本計画総括表 

５ 市民一人ひとりが環境を考え、行動する 

◎全体の総括            

基本目標５の進捗状況は「概ね目標どおり達成」が６割となりました。特に、大人向けの環境講座

イベントの実施回数やエコクッキング事業実施回数等の指標は目標を超える結果となりました。一

方、「一部未達」となった残りの４割は、地産地消の推進等に係る事業等でした。 

 

◎評価結果（全10取組）         ◎計画の成果を測る評価指標 

※１：アンケート調査(５年に１度程度実施)の「環境配慮物品購入状況」 

※２：アンケート調査(５年に１度程度実施)の「様々な環境配慮行動」 
 

 

5-1 持続可能なライフスタイルの推進 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

59 民間事業者や他部署等と連携した自然観

察講座やエコクッキング事業などの大人

向け環境教育講座の実施。 

大人向けの環境講

座イベントの実施

回数 

５回（２回） 

４ 

60 

(68) 

 

【重点施策】環境分野で活躍する市民団

体への支援強化や、情報を広く展開でき

る人材の発掘。環境配慮製品購入時補助

の検討。 

環境教育事業の実

施回数 

５回（８回） 

 
３ 

61 ホームページや広報紙等による省エネ・

環境情報の提供。 

サポーターズメー

ル配信回数 

41回(36回)  
４ 

5-2 将来を担う子どもたちへの環境教育 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

62 地域人材、科学関連施設、市の運営事業

等と連携した環境学習、SDGsシールコン

テスト、スタイル科でのSDGsを意識した

環境学習、校外での自然体験活動の実

施。 

 

新たにSDGsの視点を

取り入れた環境学習

プログラムの実施及

び見直し。 

科学出前レクチャー、稚魚放

流レクチャー、SDGsシール・ア

ニメコンテストの実施。GIGA

端末を活用したオンライン交

流(-) 

４ 

評価指標 現状実績値 
目標 

(2030年度) 

環境配慮行動を行った市民

の割合 

58％※１ 

(2018年度) 
90％※２ 

つくば市主催・共催の環境

啓発事業参加者数 

1,042人 

(2023年度) 
1,000人 

進捗状況 評点 取組数 

目標を超えて達成 ５ ０ 

概ね目標どおり達成 ４ ６ 

一部未達成であった ３ ４ 

未達成（目標の半分未満）

であった。 
２ ０ 

未実施 １ ０ 

評価せず - ０ 

10 



番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

63 市内小学生や環境スタイルサポーターズ

を対象としたエコクッキング事業の実

施。環境問題意識醸成プログラムとして

「省エネドリル」を実施。 

エコクッキング事業

実施回数 

22回(15回)  

４ 

64 学校給食栄養士部会での食生活に関する

調査の実施、学校給食に使用する地場農

産物や生産者の紹介、生産者による食育

授業の企画、実施。 

つくば市学校給食会

栄養士部会で実施の

食生活に関する調査

「給食で地場産物を

使っている認知度」 

５年生：77％ 

８年生：80％ 

(80％以上)  ３ 

65 環境学習イベントや自然体験プログラム

等を通じた学校外での子どもたちの環境

教育の推進。環境や持続可能性に関する

教材等の作成。 

（省エネドリル）動

画の視聴回数 

1,409回（1,100回） 

４ 

66 「NPOつくば環境フォーラム」の委託事

業。ふれあいの里を拠点とした親子対象

の体験型プログラムの実施 

実施回数 ７回(７回) 

３ 
参加者数 167名(200名) 

5-3 環境と経済の好循環 

番号 事業概要・計画 評価指標 達成状況（2023年度目標値） 評点 

69 農産物の地産地消推進のための、６次産

業化支援、地産地消レストラン認定事業

の実施。 

地産地消店の認定数

（累計） 

160店舗(累計160店舗) 

４ 

70 学校給食における地場産物を活用した献

立作成とその情報発信。地元農産物生産

者による食育授業の実施。 

学校給食における地

産地消率（市で生産・

収穫された食品数の

割合） 

15.6％(20％) 

３ 
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2 (1-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 1-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値モニタリンクデータのフォーマット作成
モニタリングデータの
フォーマット完成

①モニタリングデータとして最適な情報やデータの検証方法を再検討した上で、補助金交付者から
取得するデータのフォーマットを決定します。
②低炭素住宅の補助金交付者からモニタリングデータの取得方法を検討した上で取得します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

つくば市ならではの強みをいかした気候変動対策が進み、先進的な低炭素モデル都市となっていま
す。

低炭素社会の実現に向けた様々な主体の取組の促進

市民による省エネの促進

事業概要

生活環境部 環境政策課

家庭や事業所で実施する省エネ対策やエネルギーの使用実態をモニタリングし、測定結果から得ら
れる省エネ効果をはじめとする情報を被験者へフィードバックするほか、地域内外で広く活用しま
す。

①モニタリングに先立ち、取得するデータの内容や実施機関、データの検証方法、フィードバック
する情報について検討します。
②被験者からモニタリングデータの提供をしていただきます。
③モニタリングの結果から得られた対策別の省エネ効果や様々な知見を被験者にフィードバック
し、地域内外の共有財産として情報を活用することができるようにします。

資料4
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①低炭素住宅の補助金交付者からモニタリングデータを取得します。
①モニタリングデータの検証方法やフィードバックする情報について検討します。
②モニタリングデータの取得方法を見直し、改善することで、取得率のさらなる向上を目指しま
す。
③モニタリングの結果から得られた対策別の省エネ効果や様々な知見を被験者にフィードバックし
ます。

③低炭素住宅の補助金交付者へ分析結果をフィードバックす
る回数

③１回

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①モニタリングデータのフォーマット作成における進捗状況について
５月　令和４年度のモニタリングデータに基づき、分析結果及び今後の必要となる情報等について
産業技術総合研究所と意見交換を行いました。
９月　HEMSから入手できるデータの詳細情報や保存期間等について住宅メーカーへヒアリングを行
いました。

モニタリングデータのフォーマットを完成させる必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
①モニタリングデータのフォーマット作成における進捗状況について
５月　令和４年度のモニタリングデータに基づき、分析結果及び今後の必要となる情報等について産業技術
総合研究所と意見交換を行いました。
９月　HEMSから入手できるデータの詳細情報や保存期間等について住宅メーカーへヒアリングを行いまし
た。
11月　産業技術総合研究所の協力により、モニタリングデータのフォーマットが完成しました。
②モニタリングデータの取得について
11月　低炭素住宅の補助金交付者へモニタリングデータの報告を依頼しました。（報告方法：電子申請、持
参、メール、FAX)
モニタリングデータ取得率　約85%（２月28日現在）
【成果】
モニタリングデータのフォーマットが完成し、補助金交付者のデータを取得しました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

②全てのモニタリングデータを取得できなかったため、取得方法を見直し、改善します。
③補助金交付者へデータの分析結果をフィードバックできなかったため、各家庭における最適な省
エネ情報等を分析し、補助金交付者へお知らせします。

 2 



3 (1-1) 関連施策番号 67(5-3)  する

基本目標

将来像

施策の柱 1-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
③-1宅配ボックス補助件数
③-2カーシェアリングの次年度以降の事業の方向性の検討

③-150件
③-2方向性を決定します。

①気候市民会議つくばを共催し、市民から気候変動の問題に対する有効な取組について提言を受け、施策
へ反映させます。
②Jクレジット制度について、活用可能性のあるプログラムの規程や適用条件、モデリングに必要な情報の
収集方法や制度の運用方法を整理し、今後の制度活用の実現性や方向性を検討します。
③-1宅配ボックス導入における課題やニーズを調査するため、補助制度の利用者や配送業者などにヒアリ
ング調査等を実施し、補助対象や補助額を見直すなど、より効果の高い補助制度にすることで、宅配ボッ
クスの更なる普及を促進します。宅地建物取引業協会やトラック協会の協力を仰ぐなど、宅配ボックスの
更なる周知を行います。
③-2カーシェアリング事業について、昨年度実施したアンケート結果や利用者データ、市民ニーズを基
に、制度認知者や利用者を増やすための手立てを検討し、次年度以降の事業の方向性を決定します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

つくば市ならではの強みをいかした気候変動対策が進み、先進的な低炭素モデル都市となっていま
す。

低炭素社会の実現に向けた様々な主体の取組の促進

マルチベネフィットな低炭素化プロジェクトの推進[重点施策]

事業概要

生活環境部 環境政策課

・つくば市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき、市民や事業者と連携して温室効果ガ
スの排出削減に寄与しながら、経済的・社会的な課題の解決に貢献します。

①企業、大学・研究機関、県などと連携して、組織を超えた関係者による事業の検討、研究、企画
等を進めて、つくば市域における地球温暖化対策を進めます。
②事業者の取組支援として「茨城県中小規模事業所省エネルギー対策実施計画書制度」等の制度を
活用し、事業者とコミュニケーションを図り、温室効果ガス削減の具体的取組を共有していきま
す。
③運輸部門の温室効果ガス排出削減策として、つくば市と事業者等が連携して宅配ボックス利用促
進や交通シェアリングの実現・拡充に向けて実証実験等を進めます。

 3 



上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①-1気候市民会議つくばの提言内容を推進・実行するため、ロードマップを策定します。
①-2脱炭素先行地域事業計画書に基づき、中心市街地の脱炭素に取り組みます。
①-3地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定作業を行います。
②Jクレジット制度について、つくば市に取り入れて持続可能性のあるプログラムについて、他自治体へのヒアリングを
実施します。
③-1宅配ボックス導入における課題やニーズを調査するため、他自治体や設置請負業者などにヒアリング調査等を実施
し、補助対象や補助額を見直すなど、より効果の高い補助制度にすることで、宅配ボックスの更なる普及を促進します。
③-1宅地建物取引業協会やトラック協会の協力を仰ぐなど、宅配ボックスの更なる周知を行うだけでなく、宅配ボックス
の有用性について市民へ周知します。
③-2カーシェアリングについて、市役所ステーションで継続した実証実験を実施します。また、増設に向けて、設置場所
や実施事業者を選定します。

①-1　気候市民会議つくばのロードマップの策定
①-2　脱炭素先行地域事業計画の進捗
①-3　地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定
③-1　宅配ボックス補助件数
③-2　市内カーシェアリング車両の増加数

①-1　ロードマップ公表
①-2　脱炭素計画の遂行
（R6年度分）
①-3　区域施策編完成
②-1　30棟
③-2　３台

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①気候市民会議つくば（第１回）を９月３日に開催しました。第１回では、49名の参加者が出席し、「気候変動とは？」
「ゼロカーボンとは？」「つくば市の対策は？」という３つのテーマの情報提供を受けた後、2050年の「ゼロカーボンで
住みよいつくば市」の将来像を話し合いました。
②「つくばSMILeハウス認定に基づく奨励金」等の補助によるCO₂削減分の他にもJクレジット活用の可能性を探るため、
情報収集に努めました。
③-1　市内の配送業者及び金融機関にチラシ配布及びヒアリング調査を実施しました。（９月29日現在の実施状況）
７月　常陽銀行谷田部支店、上郷郵便局、クロネコヤマト中央営業所、筑波学園郵便局
宅配ボックス導入に関する課題及び要望は寄せられませんでした。
③-1　宅配ボックスの補助金交付決定件数(９月29日現在の実施状況）２件（２棟分）
③-2令和５年度は、カーシェアリング事業について９月末までに673件の利用がありました。昨年度に比べて、利用件数
が約20件/月ほど増加しています。方向性の検討のため、市内ステーションの増減状況の調査を行ったほか、パターン別
にメリット・デメリットの検討を行いました。

②Jクレジットの活用については、採算性の検討ができていないので、下半期採算性の確認を行い、今後の方向性を決定
する必要があります。
③-1「つくばSMILeハウス認定に基づく奨励金」の申請件数が少ないため、宅地建物取引業協会等へ周知を依頼する必要
があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
①気候市民会議つくばを10月1日、15日、29日、11月19日、12月10日に開催しました。最終日には、ゼロカーボンで住み
よいつくば市の実現に向けて必要な取組と施策について、市民から提言書を受け取りました。
②他自治体で実施している、太陽光発電設備や蓄電池を導入し、補助金を交付した一般家庭の環境価値をクレジット化す
るプログラムについて、プログラム計画書の実施方法やデータの取得方法を調査しました。
③-1７月に市内の配送業者及び金融機関にチラシ配布及びヒアリング調査を実施しました。（R6.2.28時点）
③-1宅配ボックスの補助金交付決定件数は、13件（16棟）でした。(R6.2.28時点、R6.3.31確定予定）
③-1令和６年度の補助事業について、11月　R6年度補助事業の予算案を作成しました。（宅配ボックス：（R5）50件 5万
円→（R6）30件 10万円）
③-2カーシェアリングについて、令和６年度２月末までの利用件数は1,249件です。（R6.2.26時点、R6確定予定）
【成果】
①-1気候市民会議つくばでは、市民から「移動・まちづくり」「住まい・建物」「消費・生活」の３つのテーマについて
74の提言を受け取りました。
①-2中心市街地の脱炭素化に向けた計画を作成して、環境省モデル事業（脱炭素選考地域事業）に申請を行った結果、選
定されました。
③-1金融機関や宅地建物取引業協会等へ宅配ボックスの周知を行いました。また、配送業者などにヒアリング調査等を実
施し、補助対象や補助額を見直しました。
③-2カーシェアリングの次年度の方向性を決定することができました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

①-1気候市民会議つくばで受け取った提言書の内容を推進・実行するにあたって、計画的な取組の実施方法を検討する必
要があります。
①-2脱炭素先行地域事業の計画を着実に進捗するための体制づくりが必要です。
②Jクレジットについては、採算性の試算を進めるとともに、持続可能なプログラムを検討する必要があります。
③-1宅建協会へ周知を依頼したことにより、申請数が増えたことから、申請につながる周知方法及び周知先を検討しま
す。宅配ボックスの申請件数は、昨年度同様の件数に留まっていることから、補助件数及び補助金額を見直します。
③-2カーシェアリングステーションの増設に向けては、利用者ニーズに関するデータ収集や分析調査の実施が必要です。
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4 (1-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 1-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
蓄電池や燃料電池等の導入補助を実施した件数（及び削減
量）

蓄電池　　：330件（▲
214t-CO₂）
燃料電池　：80件  （▲
96t-CO₂）
V2Hシステム：20件

①CO₂排出量削減に効果的な補助制度の調査については、技術革新及び市場動向を注視し、研究機
関等の専門家にアドバイス等を受けながら、導入における課題・ニーズを調査した上で、適正な省
エネ機器や補助金額、件数等を設定します。
②つくば市低炭素（建物・街区）ガイドラインに基づく低炭素住宅の認定、燃料電池、蓄電池、
V2Hシステムの設置者に対して、購入費用の補助を行います。また、情報発信に関しては、市HPで
の周知のほか、近隣の住宅展示場等へのチラシ等の設置、SNSやつくスマ等を活用した新たな周知
方法に取組みます。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

省エネや再生可能エネルギーの導入が推進され、まちや建物の低炭素化が実現しています。

まち・建物の低炭素化

建物の省エネ・再エネ導入の推進

事業概要

生活環境部 環境政策課

事業者や市民による建築物の省エネ化や再エネ設備の導入を推進して、建築物の低炭素化を図るた
めです。

①市民や事業者による再エネや蓄電池等の導入における課題やニーズを調査し、補助の必要性・必
要量や導入促進につながる情報を整理します。
②上記調査を経て、事業や市民による再エネや蓄電池等の導入に際し、最適な補助や情報提供を行
い、建築物の低炭素化を促進します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①CO₂排出量削減に効果的な補助制度の調査について
・省エネ補助事業を実施・交付しました。
省エネ補助事業の交付決定件数（９月29日現在の実施状況）
蓄電池　187件（▲121t-CO₂）、燃料電池　7件  （▲8t-CO₂）、V2Hシステム　9件
（周知方法）
・市内の住宅展示場等へ省エネ補助金のチラシを配布しました。
（９月29日現在の実施状況）９月　つくばハウジングパーク　チラシ30枚配布
・省エネ補助金の周知を行いました。（９月29日現在の実施状況）
４月　市ＨＰ１回、５月　広報つくば５月1日号掲載、９月　SUUMO9月号掲載

・住宅メーカー等へのヒアリング件数を増やすとともに、再エネ設備や省エネ機器を取扱うメーカーが出店
する展示会に参加するなど知見を広げる必要があります。
・補助金事業の効果や市民ニーズを精査した上で、交付件数や交付金額等の見直しを行う必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
①CO₂排出量削減に効果的な補助制度の調査について
・R5年度省エネ補助事業を実施・交付しました。
省エネ補助事業の交付決定件数（２月28日現在の実施状況）
蓄電池　　296件（▲192t-CO₂）、燃料電池　　10件  （▲8t-CO₂）、V2Hシステム　9件
（周知方法）
・市内の住宅展示場等へ省エネ補助金のチラシを配布しました。９月　つくばハウジングパーク　チラシ30枚配布
・省エネ補助金の周知を行いました。４月　市ＨＰ１回、５月　広報つくば５月1日号掲載、９月　SUUMO9月号掲載【実
績】
・令和６年度の補助金額及び件数を検討しました。
　11月　R6年度補助事業の予算案を作成しました。（燃料電池 (R5)80件,→（R6）20件）
　１月　補助制度に関する市民負担の軽減等を図る目的で、R6年度の補助制度を交付金制度への変更を検討しました。
【成果】
市民負担軽減を図るため、省エネ補助制度の見直しを行いました。

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

既存の制度よりも、さらに市民が参画しやすく、かつCO2削減効果の高い新たな補助制度を創設す
る必要があります。
有識者・市民の意見の調査・把握に努めます。

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①CO₂排出量削減に効果的な補助制度の調査については、技術革新及び市場動向を注視し、研究機
関等の専門家にアドバイス等を受けながら、導入における課題・ニーズを調査した上で、適正な省
エネ機器や補助金額、件数等を設定します。
②つくば市低炭素（建物・街区）ガイドラインに基づく低炭素住宅の認定、燃料電池、蓄電池、
V2Hシステムの設置者に対して、購入費用の補助を行います。また、情報発信に関しては、市HPで
の周知のほか、近隣の住宅展示場等へのチラシ等の設置、SNSやつくスマ等を活用した新たな周知
方法に取り組みます。

蓄電池や燃料電池等の導入補助を実施した件数（及び削減
量）

蓄電池　　：330件（▲
214t-CO₂）
燃料電池　：20件  （▲
24t-CO₂）
V2Hシステム：20件
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5 (1-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 1-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値つくばSMILeハウスの認定件数 220戸/年

・市HPにて「低炭素（建物・街区）ガイドライン」の周知を行います。また、ガイドラインの基準
を満たす低炭素住宅（戸建、集合住宅、非住宅）の認定を行います。
・「低炭素ガイドライン」を効果的に運用するため、ガイドラインの見直しについて調査を進めま
す。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

省エネや再生可能エネルギーの導入が推進され、まちや建物の低炭素化が実現しています。

まち・建物の低炭素化

低炭素でコンパクトなまちづくり

事業概要

生活環境部 環境政策課

「低炭素（建物・街区）ガイドライン」の見直しや効果的な運用により、市内の建築物の低炭素化
を加速させます。これにより、建物で消費するエネルギー消費量の抑制を図り、温室効果ガス排出
を抑制します。

・「低炭素（建物・街区）ガイドライン」の周知を行い、低炭素モデル街区の整備・開発をサポー
トします。
・「低炭素（建物・街区）ガイドライン」を効果的に運用するため、定期的な見直しを実施しま
す。

 7 



上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・市ＨＰにて「低炭素（建物・街区）ガイドラインの周知を行いました。
・ガイドラインの基準を満たす低炭素住宅（つくばSMILeハウス）の認定を行いました。
低炭素住宅の認定件数（９月29日現在の実施状況）
33件（申請37件）
・ガイドラインの見直し調査を行いました。
８月　「都市計画マスタープラン」改定のため、都市計画課と低炭素ガイドラインの位置づけにつ
いて協議しました。

低炭素住宅の認定件数が少ないため、効果的な周知方法を検討する必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
・市ＨＰにて「低炭素（建物・街区）ガイドラインの周知を行いました。
・ガイドラインの基準を満たす低炭素住宅（つくばSMILeハウス）の認定を行いました。
低炭素住宅の認定件数（2月28日現在の実施状況）
81件（申請81件）
・ガイドラインの見直し調査を行いました。
８月及び12月　「都市計画マスタープラン」改定のため、都市計画課と低炭素ガイドラインの位置づけについて協議しま
した。
11月　令和６年度改定「環境基本計画」、「地球温暖化対策（区域施策編）」及び「気候市民会議」で提案された内容等
も踏まえた上で、令和７年度にガイドラインを改定することにしました。
12月　JAPAN　BUILD TOKYO視察（建築物の市場動向やLCCM住宅等の取組について情報収集しました。）
【成果】
ガイドラインの基準を満たす低炭素住宅の認定や、ガイドラインの見直し調査を行いました。

２ 未達成（目標の半分未満）であった。

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

市民が経済的なメリットのためだけでなく、省エネを意識して自発的に脱炭素に取り組むよう、補
助の周知を行う必要があります。
周知の際は、単に補助制度や省エネ効果をわかりやすく周知するだけでなく、脱炭素に取り組むこ
とが喫緊の課題であることを共有します。

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・市HPにて「低炭素（建物・街区）ガイドライン」の周知を行います。また、ガイドラインの基準
を満たす低炭素住宅（戸建、集合住宅、非住宅）の認定を行います。
・「低炭素ガイドライン」を効果的に運用するため、ガイドラインの改定作業を進めます。

つくばSMILeハウスの認定件数 220戸/年
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6 (1-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 1-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値－ －

HPや窓口で計画の目標や概要を周知し、届出制度の適正な運用を図り、区域内への立地を促すとと
もに、事前に開発等の動向を把握することで、今後の計画に役立てていきます。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

省エネや再生可能エネルギーの導入が推進され、まちや建物の低炭素化が実現しています。

まち・建物の低炭素化

低炭素でコンパクトなまちづくり

事業概要

都市計画部 都市計画課

立地適正化計画に基づき、生活サービス施設や住居がまとまって立地し、公共交通ネットワークと
連携した、地域の生活拠点も含めた多極ネットワーク型のコンパクトなまちづくりを推進します。

・居住を誘導することで人口密度の維持・向上を図る居住誘導区域の区域外で、一定規模以上の住
宅開発等を行う場合、事前届出制度を実施します。住宅開発等を制限するものではなく、市が事前
に動向を把握するための制度です。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

HPや窓口で計画の目標や概要を周知し、届出制度の適正な運用を図り、区域内への立地を促すとと
もに、事前に開発等の動向を把握することで、今後の計画に役立てていきます。

- -

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・都市計画に関する問合せの際に立地適正化計画について案内を行いました。
・居住誘導区域外における住宅の開発等の届出を18件、都市機能誘導区域外における誘導施設の開
発等の届出を３件受付し、立地動向を事前に把握しました。

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
・都市計画に関する問合せの際に立地適正化計画について案内を行いました。
・居住誘導区域外における住宅の開発等の届出を28件、都市機能誘導区域外における誘導施設の開発等の届
出を３件受付し、立地動向を事前に把握しました。（令和６年２月26日時点、令和６年３月末確定）
・開発事業事前内部協議書の資料を参照して６件の未届者に対して通知を行い、事後ながら立地動向を把握
しました。
【成果】
届出制度により、居住誘導区域外における住宅の開発等の届出を28件、都市機能誘導区域外における誘導施
設の開発等の届出を３件受付し、立地動向を事前に把握するとともに、区域内での立地の重要性について意
識向上を図るため、届出者に対して取組や施策などの情報を提供しました。

ー　評価なし

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

開発や建築の事業者、委任される事業者において立地適正化計画の目的や届出の必要性についての
認知度向上が必要です。
開発指導課や建築指導課とも協力しながら、届出漏れを減らすための事業者への指導を行います。
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7 (1-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 1-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値つくば市役所からの温室効果ガス排出量 47,791t-CO₂

①公共施設の全ての照明を100%LED化するため、2030年度までの導入計画案を作成します。
①高圧受電施設を対象に太陽光発電設備導入調査を実施し、調査結果を各課にフィードバックしま
す。
②環境配慮契約方針に基づき、低炭素な電力を継続して選択します。また、サステナスクエアにお
ける廃棄物焼却発電について、市役所本庁舎外40の公共施設へ自己託送を継続します。
③市役所で実践した省エネの取組について、市民に啓発します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

省エネや再生可能エネルギーの導入が推進され、まちや建物の低炭素化が実現しています。

まち・建物の低炭素化

公共施設の低炭素化

事業概要

生活環境部 環境政策課

市民・事業者・市が省エネ対策をはじめとする低炭素な行動を選択し、エネルギーの有効な利用を
図ることにより温室効果ガス排出を抑制します。

①市民や事業者に率先して、公共施設におけるエネルギーの有効利用、設備の省エネ化を実施しま
す。
②環境配慮契約法に基づき、低炭素な電力を選択します。
③ナッジ等の行動科学に基づく知見を活用した省エネ行動の選択について市役所で実践して、その
結果を活用して市民、事業者の行動変容につながる取組や情報を提供します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①2030年までのLED導入計画の進捗管理を実施します。太陽光発電設備の2030年までの導入計画を
策定します。
②環境配慮契約方針に基づき、低炭素な電力を継続して選択します。また、サステナスクエアにお
ける廃棄物焼却発電について、市役所本庁舎外40の公共施設へ自己託送を継続します。
③市が実施する区域の脱炭素化・省エネ化に関する取組について、市民・事業者に公表します。

つくば市役所の活動による温室効果ガス排出量（及び削減
量）

46,224t-CO₂（▲5,342t-CO
₂）

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①施設所管課に2030年までのLED導入計画案作成を依頼しました。各課からの計画案を下半期で取
りまとめ、全庁的な導入計画案を１つにまとめます。
①太陽光発電設備導入調査では、高圧受電公共施設約100施設の図面調査を行い、その中から施設
類型等も考慮し、30施設について現地調査を行いました。
②本年度の環境配慮契約の入札は、入札不調が相次ぎ、随意契約による契約更新となりましたが、
従来よりも低い排出係数の電力契約となりました。
②上半期1,828,068kWhの電力を託送し、CO₂削減量は835t-CO₂でした。

③空調の設定温度の柔軟化に関する庁内周知等の市役所で実践した取組について、市民啓発が十分
にできていないので、発信に努めていく必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
①公共施設のLED化について、2030年までの全庁的な導入計画を策定しました。公共施設への太陽光発電設備導入調査で
は、施設類型等を考慮して30施設を選定し、現地調査を行いました。そのうち、より導入可能性の高い20施設について、
具体的な太陽光発電設備の導入計画を作成しました。
②本年度の環境配慮契約は、不調のため、随意契約による更新となりましたが、前回よりも約0.1kg-CO₂/kWh低い排出係
数(調整後)で契約することができました。これにより、年間で約830tのCO₂が削減できる見込みです。
②廃棄物焼却発電による電力（年間で3,262,953kWh）を公共施設へ託送しました。これによるCO₂削減量は1,429t-CO₂で
した。（R6.1.31時点、R6.5確定予定）
③市で実施した区域の脱炭素化・省エネ化に向けた取組（環境配慮契約、脱炭素先行地域事業、気候市民会議つくばな
ど）をHP等で公表しました。
【成果】
つくば市役所におけるCO₂排出量は、今後算定します。（R6.2.26時点、R6.5確定予定）

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

①LED導入計画については対象となる施設の導入状況を、太陽光発電設備導入計画については計画
策定状況を、適切に把握し、目標を確実に達成するための進捗管理体制を整えることが必要です。
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8 (1-3) 関連施策番号    

基本目標

将来像

施策の柱 1-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
・コミュニティバス利用者数
・デマンド型交通利用者数
・筑波地区支線型バス利用者数

・コミュニティバス利用者
数：1,041,200名
・デマンド型交通利用者
数：55,600名
・筑波地区支線型バス利用
者数：5,760名

つくば市公共交通活性化協議会について、以下の日程での開催を計画します。
・６月　前年度状況報告、今年度事業計画などについて協議
・11月　上半期利用状況報告、利便性向上策検討協議など
・１月　第３四半期利用状況・指標進捗報告、利便性向上策検討協議など

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

自家用車に頼らなくても生活できるまちに近づいています。

低炭素な交通システムの実現

低炭素な公共交通の充実

事業概要

都市計画部 総合交通政策課

環境基本計画に定めた将来像を達成するために、次の公共交通を運行します。
①市内公共交通網の幹線として、路線バスを補完し、市内各地の核となる拠点と鉄道駅を結ぶ、都市内交通
としての役割を担う、コミュニティバス「つくバス」
②市内公共交通網の支線として、幹線である路線バス・つくバスを補完し、バスへの接続を担うとともに、
交通弱者をはじめとする市民の日常生活を支える交通手段となる、デマンド型交通「つくタク」

法定協議会である「つくば市公共交通活性化協議会」を開催し、次の内容について協議します。
①つくバス運行に伴う利用状況の確認や、バス停留所新設・移設等の利便性向上策の検討など
②つくタク運行に伴う利用状況の確認や、収支率改善に向けた利便性向上策の検討など

なお、成果指標は、各交通モードの利用者数とします。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①次期つくば市地域公共交通計画の策定着手に併せて、バス路線網の見直しにも着手し、関係自
治体や事業者との調整を行います。
②令和７年度からつくタクAIオンデマンドシステム導入に向けた、事業者の選定や運行準備をし
ます。

つくば市が実施する公共交通施策の年間利用者数（以下、内
訳）が指標となります。
①コミュニティバス利用者数
②デマンド型交通利用者数
③筑波地区支線型バス利用者数

①コミュニティバス利用者
数：1,053,000人
②デマンド型交通利用者
数：56,000人
③筑波地区支線型バス利用
者数：6,000人

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

つくば市公共交通活性化協議会について、以下の日程で開催をしました。
・６月19日開催　つくバス、つくばね号の10月改正及びつくタクの改善策などについて審議したほか、 前年度公共交
通利用状況等の報告を行いました。
つくバス・・・10月１日の運行ダイヤ改正等について説明し、承認を得ました。
（主な改正点）住民の移動利便性向上のため、バス停を地区の近くに移設したり、研究所付近に停留所を設置すること
で、住民の利便性を向上させ、利用者増を図りました。
つくタク・・・・・・運転ロスにつながる直前キャンセルの抑制等からつくタク予約件数の上限を設定することについ
て審議し、承認を得ました。
つくばね号・・・10月１日の運行ダイヤ改正等について説明し、承認を得ました。
（主な改正点）筑波山口でのつくバス北部シャトルとの接続性向上、最終便の１便増便及び紅葉シーズンなどに実施し
ている部分運休運行の見直しを行うことで、利便性を向上させ、利用者増を図りました。
Ｒ５上半期コミュニティバス（つくバス）　 利用者数：556,605人（前年同期85,111人増）
Ｒ５上半期デマンド型交通（つくタク）　　 利用者数：24,584人  （前年同期62人増）
Ｒ５上半期筑波地区支線型バス（つくばね号）利用者数：2,561人（令和４年10月から運行）

・つくバスは、令和６年４月のバス運転士の改善基準告示改正、全国的に深刻なバス運転士不足による減便などのダイ
ヤ改正が予想されるため、運行事業者と調整し、通学や通勤客に最大限考慮したダイヤを検討します。
・つくタクは、予約が取れないことや乗合率が低いなど課題があるため、AIオンデマンドシステムの導入など抜本的な
見直しを検討します。
・つくばね号は、利用者が伸び悩んでいることから、地元住民などに意見を聞くなどし、更なる周知活動などを検討し
ます。

事業実績・成果・評価

【実績】
令和５年度につくば市公共交通活性化協議会を３回開催し、以下の内容を説明・審議し、承認を得ました。
（第１回：６月19日、第２回：11月７日、第３回：1月18日に開催しました。）
①つくバスについて
＜第１回＞令和５年10月改正（ダイヤ改正、バス停留所の移設及び新設）
＜第３回＞令和６年４月改正（改善基準告示の改正等によるダイヤ改正及びバス停留所の新設）
②つくタクについて
＜第１回＞予約上限の設定
＜第２回＞つくタク車両を活用したAIオンデマンドシステム実証実験（つくタクモビ）
＜第３回＞令和７年度AIオンデマンドシステム導入に向けた見直し方針
③つくばね号について
＜第１回＞令和５年10月改正（時刻表見直し）
＜第３回＞地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の評価、フリー乗降の導入
④その他
＜第１回＞前年度公共交通利用状況
＜第２回＞視覚障害者向け移動支援実証実験、高校受験を控えた中学生に対するバスお試し乗車券の配布

【成果】
数値については、１月までは実績値、２，３月分は４月～１月までの平均値で算出しています。
①コミュニティバス利用者数：1,119,971人
②デマンド型交通利用者数：48,728人
③筑波地区支線型バス利用者数：5,774人
つくバスは利用者数が過去最高人数を記録し、目標値を達成、つくばね号も目標値を達成しているものの、つくタクについては昨年
度と同程度となっています。

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

【課題】
①令和６年４月から、全国的に深刻なバス運転士不足やバス運転士の改善基準告示の改正に対応するため、つくバスが
大幅減便となり、平日と土日祝日で別ダイヤになるなど、利用者の利便性が低下します。持続的な公共交通網の構築の
ためにバス運転士の確保やバスの路線網の見直しなど、効率的な運転士の配置が課題となります。
②予約時の電話回線の混雑や時間便制における運行回数の限界が見られることから、つくタクのシステムや運行効率向
上策が課題となります。
③利用者数の伸び悩みが見られるため、利用促進策が課題となります。

【改善目標】
①つくバス及び市内を運行する路線バスの路線網の見直しに着手します。
②つくタクの運行効率を高めるAIオンデマンドシステム導入に向けた取り組みを進めます。
③利用促進キャンペーンの取り組みを進めます。
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9 (1-3) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 1-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
つくば市民意識調査の設問「日常利用する交通手段」に「自
転車」と回答した市民の割合

0.25

①（仮称）つくば市自転車活用推進計画の策定準備
　　自転車のまちつくば推進委員会：７月、９月、12月、３月（予定）
②シェアサイクル実証実験事業「つくチャリ」運営
③「つくば市児童自転車用ヘルメット購入補助金」「つくば市幼児２人同乗用自転車購入費補助
金」の交付
④旧筑波東中学校自転車拠点整備業務の実施
⑤サイクルコミュニティ推進のための自転車イベント開催

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

自家用車に頼らなくても生活できるまちに近づいています。

低炭素な交通システムの実現

自転車利用の推進

事業概要

都市計画部 総合交通政策課 サイクルコミュニティ推進室

クルマから自転車への転換を推進します。

・環境に優しく、健康増進にもつながる自転車を市内の重要な交通手段の一つとして位置づけ、自
転車の安全で適正な利用を促すことを重点に、つくば市自転車安全利用促進計画に基づき、安全教
育や走行環境の整備などの取組を行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①（仮称）つくば市自転車活用推進計画を令和７年３月までに策定します。
　　自転車のまちつくば推進委員会：６月、９月、12月、２月（予定）
②シェアサイクル実証実験事業「つくチャリ」運営を９月まで継続し、10月から本格的な運営を開始しま
す。
③「つくば市児童自転車用ヘルメット購入補助金」及び「つくば市幼児２人同乗用自転車購入費補助金」を
交付します。
④サイクルコミュニティ形成のため、旧筑波東中学校自転車拠点「サイクルパークつくば」を運営し、自転
車イベントを開催します。

つくば市民意識調査の設問「日常利用する交通手段」に「自
転車」と回答した市民の割合

ー(調査を実施しない年度の
ため)

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・（仮称）つくば市自転車活用推進計画の策定準備
　　自転車のまちつくば推進委員会：８月開催、年度内に再度開催予定。
・シェアサイクル実証実験事業「つくチャリ」運営　【利用件数】13,458件
・「つくば市児童自転車用ヘルメット購入補助金」　【交付決定】265件（予算上限に到達したた
め補正予算を要求中。）
・「つくば市幼児２人同乗用自転車購入費補助金」の交付　【交付決定】５件
・旧筑波東中学校自転車拠点整備業務を実施、11月３日に開所予定。
・サイクルコミュニティ推進のための自転車イベントを11月３日に開催予定。

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
①（仮称）つくば市自転車活用推進計画の策定準備として、自転車のまちつくば推進委員会の第１回を８月に、第２回を
３月に開催しました。
②シェアサイクル実証実験事業「つくチャリ」は利用の利用件数は20,673件（令和６年１月31日時点、令和６年４月確定
予定）でした。８月に１か所ステーションを増設しました。
③つくば市児童自転車用ヘルメット購入補助金の申請件数は370件で、つくば市幼児２人同乗用自転車購入費補助金の申
請件数は10件でした。（令和６年２月29日時点、令和６年３月確定予定）
④旧筑波東中学校自転車拠点整備事業が完了し、令和５年11月３日に施設がオープンしました。
⑤サイクルコミュニティ推進のための自転車イベントを自転車拠点のオープンとあわせて令和５年11月３日に開催し、約
3,500人が来場しました。
【成果】
市民意識調査における設問「日常利用する交通手段」に「自転車」と回答した市民の割合」については、25.4％となり、
設定した目標値を上回る結果となりました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

⑤「サイクルコミュニティ」形成に向け、市民や自転車関係者との関係構築及び自転車利用層の拡
大が課題です。
「（仮称）つくば市自転車活用推進計画」を策定し、「サイクルコミュニティ」形成に向けた施策
を推進します。
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10 (1-3) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 1-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値自転車駐車場維持管理
 
＿

自転車駐車の施設利用者の安全確保を第一とし、快適に利用できるような空間の維持管理及び実施
を図る。
・自転車等駐車場維持管理事業
　市管理の自転車駐車場21か所の巡回・清掃・収納料金業務等　（１年を通し実施）
・放置自転車等対策事業
　放置禁止区域エリアや市管理の自転車等駐車場における放置自転車の警告・口頭指導や撤去
　（週３回を基本に１か月あたり13回実施）

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

自家用車に頼らなくても生活できるまちに近づいています。

低炭素な交通システムの実現

自転車利用の推進

事業概要

建設部 公園・施設課

自転車等駐車場の施設利用者の安全確保を第一とし、快適に利用できるような空間の維持管理及び
提供を行います。

・市が管理する21か所の自転車等駐車場の維持管理、放置自転車対策を適切に実施します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

自転車駐車の施設利用者の安全確保を第一とし、快適に利用できるような空間の維持管理及び実施を図りま
す。
・自転車等駐車場維持管理事業
　市管理の自転車駐車場21か所の巡回・清掃・収納料金業務等　（１年を通し実施）
・放置自転車等対策事業
　放置禁止区域エリアや市管理の自転車等駐車場における放置自転車の警告・口頭指導や撤去
　（週３回を基本に１か月あたり13回実施）

自転車駐車場維持管理 ―

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・つくば駅ほか３駅の施設利用者に、安全安心で適切な環境を提供するための適正な維持を行い、
施設利用者への利便性の向上にも繋がった。

・放置自転車　撤去台数363台
　　　　　　  警告指導件数：1,289件　口頭指導件数：367件

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
①各駅前等において環境向上のため、放置自転車の撤去および指導を実施しました。
放置自転車　撤去台数 553台
　　　　　　警告指導件数 1,917件・口頭指導件数 550件
②利用者の利便性向上を図るため、既設の自転車等駐車場の老朽化した設備の修繕を実施しました。
（R5.12月時点、R6.3月確定予定）
【成果】
―

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

・自転車駐車場の無料から有料化への検討を計画します。
・各駅前において、放置自転車の撤去および指導を実施し、環境の向上を進めます。
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12 (1-3) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 1-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値低炭素車への乗換えに対する補助の交付件数 ３件

①市HPやサポーターズメール、SNS等を活用して、エコドライブ啓発等に関する幅広い周知を行い
ます。
②燃料電池自動車(水素自動車)を新たに購入する市民に対して費用の一部補助を実施します。ま
た、市HPや自動車ディーラーを通じて、補助制度の紹介等、低炭素車の導入促進につながる情報提
供を行います。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

自家用車に頼らなくても生活できるまちに近づいています。

低炭素な交通システムの実現

自動車利用の低炭素化

事業概要

生活環境部 環境政策課

EV等の低炭素自動車に関する情報提供や補助等の実施により、低炭素自動車への転換を促し、自動
車の走行に伴う温室効果ガス排出を抑制します。

①自動車の走行に伴う温室効果ガス排出を抑制するためエコドライブの啓発に努めます。
②低炭素車の導入に対する補助や、国・県の補助に関する最適な情報提供を行う等、市民や事業者
による低炭素車の選択を促します。

 19 



上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①市HPやサポーターズメール、SNS等を活用し、エコドライブ啓発等に関する幅広い周知を行いま
す。
②燃料電池自動車(水素自動車)を新たに購入する市民に対して費用の一部補助を実施します。ま
た、市HPや自動車ディーラーを通じて、補助制度の紹介等、低炭素車の導入促進につながる情報提
供を行います。また、燃料電池自動車の普及に向けて、移動式水素ステーションの営業日等の改善
も働きかけます。

低炭素車への乗換えに対する補助の交付件数 ２件

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

②燃料電池自動車の購入補助及び低炭素車導入促進の情報提供について
・燃料電池自動車の補助事業を実施しました。
　交付件数　０件（２月28日現在の実施状況）
・補助事業に関する情報提供を行いました。
（情報提供先）
６月　次世代自動車振興センター　１回
　　　市内自動車ディーラー（９店舗）　各１回
９月　市内自動車ディーラー（１店舗）　１回
その他、４月に市HP、５月に広報つくばにおいて、燃料電池自動車補助事業の周知をしました。

②・補助申請がないため、自動車ディーラー等に引き続き情報提供を行う必要があります。
　・市民ニーズを精査した上で、交付件数や交付金額等の見直しを行う必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
①エコドライブ啓発等の周知について　３月（予定）　１件（サポーターズメール）
②燃料電池自動車の購入補助及び低炭素車導入促進の情報提供について
・燃料電池自動車の補助事業を実施しました。　交付件数　０件（２月28日現在の実施状況）
・補助事業に関する情報提供を行いました。
（情報提供先）
６月　次世代自動車振興センター　１回、市内自動車ディーラー（９店舗）　各１回
９月　市内自動車ディーラー（１店舗）　１回
その他、４月に市HP、５月に広報つくばにおいて、燃料電池自動車補助事業の周知をしました。
11月　R6年度補助事業の予算案を作成しました。（予算額：（R5）３件、500千円→（R6）２件、1,000千
円）
１月　市民が補助申請をされる際の負担軽減等を図る目的で、R5年度補助事業→R6年度交付金事業への変更
を検討しました。
【成果】
燃料電池自動車に関する補助制度の周知を行いましたが、申請までには至りませんでした。

１ 未実施であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

②目標値を達成するためには、引き続きディーラー等へ情報を周知するだけでなく、移動式水素ス
テーションの営業曜日等の改善も働きかけるなど、充填設備の充実を図る必要があります。
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13 (1-4) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 1-4

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値－ －

・日頃の備えや災害時における情報収集方法、新たに指定された谷田川の洪水浸水想定区域などに
ついて、広報つくばやホームページなどを利用して周知します。
・出前講座や商業施設における防災イベント等を開催し、防災についての啓発を行います。
・新設教育施設等（小・中学校、プール）への災害用井戸、非常用電源等の防災設備の設置を進め
ます。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

異常気象や災害に対して、強靱で柔軟性のあるまち（レジリエンスのあるまち）となっています。

気候変動への適応

気候変動と関連する災害による影響の低減

事業概要

市長公室 危機管理課

気候変動によって生じる酷暑などの異常気象や発生可能性が高まる土砂災害や洪水などの災害に対
して、事前に備えをすることでその影響を低減する方策を検討します。

日頃から気候変動に適応することの重要性について関心と理解を深め、つくば市ハザードマップや
防災出前講座等をとおして災害に対する事前の備えを促します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・日頃の備えや災害時における情報収集方法、新たに指定された洪水浸水想定区域などについて、
広報つくばやホームページなどを利用して周知します。
・出前講座や商業施設における防災イベント等を開催し、防災についての啓発を行います。
・総合防災ガイド・マップ（ハザードマップ）の改訂版を作成し、全戸ポスティングを行います。

－ －

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・広報つくばに、災害に関する情報の入手方法等の記事を３回（５月、７月、９月）掲載しました。また、
幅広い年代に広く周知する工夫として４コマ漫画も掲載しました。
・出前講座を７回開催し、自宅の安全対策、備蓄、災害時の情報の入手方法等の防災対策について啓発しま
した。
・イオンモールつくばにおいて、防災啓発イベント「いばらき学ぼうさい」を開催しました（茨城県と共
催）。また、イーアスつくばにおいて、防災に関するパネル展示を実施しました。
・令和５年度に供用開始した研究学園小中学校及び香取台小学校について、防災設備（災害用井戸、非常用
電源）の整備を完了しました。また、令和６年度に供用開始予定のみどりの学校プールについても、防災設
備の整備を進めています。

令和５年10月に茨城県が新たに洪水浸水想定区域を公表したため、市民への周知を速やかに行う必
要があります。（市ホームページ、登録制メール、ＳＮＳ、つくスマアプリで実施済。広報つくば
１月号に掲載予定）

事業実績・成果・評価

・広報つくばに、災害に関する情報の入手方法等の記事を６回（５月、７月、９月、11月、１月、３月）掲
載しました。また、幅広い年代に広く周知する工夫として４コマ漫画も掲載しました。
・出前講座を17回（R6.2.26時点、R6.4月確定予定）開催し、自宅の安全対策、備蓄、災害時の情報の入手
方法等の防災対策について啓発しました。
・イオンモールつくばにおいて、防災啓発イベント「いばらき学ぼうさい」（７月）を茨城県と共催したほ
か、防災に関するパネル展示（10月）を行いました。イーアスつくばでは、防災に関するパネル展示（９
月）及び防災ブース出展イベント（11月）を実施しました。
・令和５年度に供用開始した研究学園小中学校及び香取台小学校について、防災設備（災害用井戸、非常用
電源）の整備を完了しました。また、令和６年度に供用開始予定のみどりの学校プールについても、防災設
備の整備を進めています。（R6.2.26時点、R6.4月確定予定）
・令和５年10月に茨城県が洪水浸水想定区域を新たに指定したため、市ホームページ、登録制メール、
SNS、つくスマ、広報つくば等で周知しました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

市が発行している総合防災ガイド・マップ（ハザードマップ）について、新たに指定された洪水浸
水想定区域など最新の情報を反映する必要があります。
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14 (1-4) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 1-4

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
環境要因のほか、栄養状態不良による熱中症を予防するため
の情報を市HP、広報つくば、SNS等で普及啓発します。

－

①-ⓐ６～９月　市のHPにて、熱中症警戒アラート及び熱中症の予防・対処法の情報の掲載しま
す。
①₋ⓑつくスマ、SNS等を活用して、熱中症予防の普及啓発を掲載します。
①-ⓒ広報つくば７月号に熱中症予防の普及啓発記事を掲載します。
①-ⓓ６～８月　健康体操教室をはじめとした健康推進事業の中で、参加者に対して熱中症予防の
講話を実施します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

異常気象や災害に対して、強靱で柔軟性のあるまち（レジリエンスのあるまち）となっています。

気候変動への適応

気候変動の中での健康の維持

事業概要

保健部 健康増進課

気候変動によって生じる酷暑等の異常気象の中において、市民の健康維持を図ります。

①熱中症警戒アラートの周知、熱中症の予防・対処法の普及啓発等を適切に実施します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①-ⓐ６～９月　市のHPにて、「暑さ指数」「熱中症警戒アラート」「熱中症特別警戒情報」及び
熱中症の予防・対処法の情報の掲載します。
①₋ⓑつくスマ、SNS等を活用して、熱中症予防の普及啓発を掲載します。
①-ⓒ広報つくば７月号に熱中症予防の普及啓発記事を掲載します。
①-ⓓ６～８月　健康体操教室をはじめとした健康推進事業の中で、参加者に対して熱中症予防の
講話を実施します。

熱中症を予防するための情報を市HP、広報つくば、SNS等で普
及啓発します。

―

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①-ⓐ６～９月に、市ホームページにて「暑さ指数」・「熱中症警戒アラート」を活用した活動や
熱中症の予防・対処法の情報を掲載しました。さらに、７月よりホームページのトップページ上
に、熱中症警戒を促す告知を行いました。
①₋ⓑつくスマやSNSで、国の「熱中症対策実行計画」の「熱中症予防強化キャンペーン」に基づい
た啓発情報を４回発信しました。
①-ⓒ広報つくば７月号に熱中症予防についての記事を掲載しました。
①-ⓓ地域での出前健康教室で、熱中症予防についての講話を229回実施しました。

①周知啓発の場を増やすことが必要です。

事業実績・成果・評価

【実績】
①-ⓐ６～９月に、市ホームページにて「暑さ指数」・「熱中症警戒アラート」を活用した活動や熱中症の
予防・対処法の情報を掲載しました。さらに、７月よりホームページのトップページ上に、熱中症警戒を促
す告知を行いました。
①₋ⓑつくスマやSNSで、国の「熱中症対策実行計画」の「熱中症予防強化キャンペーン」に基づいた啓発情
報を４回発信しました。
①-ⓒ広報つくば７月号に熱中症予防についての記事を掲載しました。
①-ⓓ地域での出前健康教室で、熱中症予防についての講話を229回実施しました。

【成果】国の「熱中症対策実行計画」の「熱中症予防強化キャンペーン」に沿って、各４回（つくスマ及び
X・Facebook等のSNS）の啓発情報を発信することができました。

ー　評価なし

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

①周知啓発の場を増やすことが必要です。
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15 (1-4) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 1-4

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値市ホームページ等での周知 市ホームページ　１回掲載

・国、県、研究機関等の農業部門が発信する高温影響を軽減する技術や高温耐性品種などの適応方
策、温暖化による影響の実態等に関する情報の収集を行います。
・高温影響を軽減する技術や高温耐性品種などの適応方策に関する情報を市ホームページや広報つ
くば、農業推進委員による回覧等を活用し、農業者に発信します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

1 低炭素モデル都市を形成して気候変動に対処する

異常気象や災害に対して、強靱で柔軟性のあるまち（レジリエンスのあるまち）となっています。

気候変動への適応

気候変動から農業を守る

事業概要

経済部 農業政策課

気候変動の影響による農作物の収量や品質の低下が懸念されるため、高温影響を軽減する技術や高
温耐性品種などの適応方策の周知や、温暖化による影響の実態把握することで農業への影響の低減
に努めます。

・国、県、研究機関等の農業部門から、高温影響を軽減する技術や高温耐性品種などの適応方策、
温暖化による影響の実態について情報収集を行い、把握した情報を農業者に発信していきます。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・国、県、研究機関等の農業部門が発信する高温影響を軽減する技術や高温耐性品種などの適応方
策、温暖化による影響の実態等に関する情報の収集を行います。
・高温影響を軽減する技術や高温耐性品種などの適応方策に関する情報を市ホームページや広報つ
くば、農業推進委員による回覧等を活用し、農業者に発信します。

市ホームページ等での周知 市ホームページ　１回掲載

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

環境省や研究機関等のホームページから、温暖化による農作物への影響について情報収集を行いま
した。

・農業者への情報の周知について、市ホームページ、広報つくば、区会回覧と合わせ、効果的及び
効率的に農業者に発信できる方法を検討します。

事業実績・成果・評価

【実績】
温暖化による農作物への影響についての情報を、市ホームページにて掲載しました。
【成果】
市ホームページに1回掲載し、概ね目標通り達成しました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

市ホームページからの発信のほか、効果的及び効率的に農業者に発信できる方法を検討します。

 26 



19 (2-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値森林保全協定を締結した森林面積 10ha

・６月から９月に森林の現地調査（選木、境界確認等）を実施します。
・６月から９月に市と森林所有者とで森林保全協定を締結します。
・１月から３月に森林整備を実施します。
・翌年度から10年間は森林所有者が適正に管理します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

筑波山や牛久沼、里地里山などの美しい景観が維持され、在来の多様な生き物が息づいています。
多くの人々が自然の恩恵を実感し、つくば市の重要な自然を理解し、大切に思いながら生活を送っ
ています。

生き物・生態系の保全

森林の維持・保全

事業概要

経済部 農業政策課 鳥獣対策・森林保全室

地域に介在する平地林や里山等が持つ公益的機能と美しい景観を回復するため、森林整備（下刈
り・除間伐等）を行います。整備後、土地所有者と管理協定を締結し、その機能と景観を保持する
ことで身近なみどりの環境づくりを推進します。

①森林所有者から整備要望のあった荒廃した山林について、市が下刈り、除伐などの整備を行いま
す。
②施業後10年間は市と森林所有者との協定に基づき、森林所有者が維持管理を行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・６月から９月に森林の現地調査（選木、境界確認等）を実施します。
・６月から９月に市と森林所有者とで森林保全協定を締結します。
・１月から３月に森林整備を実施します。
・翌年度から10年間は森林所有者が適正に管理します。

森林保全協定を締結した森林面積 8ha

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①森林整備実施のための調査・設計業務を完了しました。
　谷田部地区　　　　８筆1.3174ha
　大穂地区　　　　　１筆0.0923ha
　桜地区　　　　　　５筆1.2379ha
　茎崎地区　　　　　５筆0.4169ha
　豊里地区　　　　　５筆0.7975ha
　筑波地区　　　　　33筆4.6033ha
　合計　　　　　　　57筆8.4653ha

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
①9月末までに森林整備実施のための調査・設計業務を完了しました。57筆8.4653haについて、３月末まで
に森林整備を実施します。
②24名の森林所有者と協定を締結し、令和６年度から10年間は森林所有者が適正に森林を管理します。
【成果】
目標値としている10haに近い面積で事業を実施できています。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

つくば市全域で森林整備を進めるために、広報やホームページ、区会回覧等で周知を徹底します。
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21 (2-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
①市のホームページにおいて外来種に関する情報を充実させ
ます。

－

①外来種の生息情報を収集・整理します。外来種の情報・対策について、ホームページ等により市
民に分かりやすく伝えます。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

筑波山や牛久沼、里地里山などの美しい景観が維持され、在来の多様な生き物が息づいています。
多くの人々が自然の恩恵を実感し、つくば市の重要な自然を理解し、大切に思いながら生活を送っ
ています。

生き物・生態系の保全

外来種対策の推進

事業概要

生活環境部 環境保全課

外来種の侵入を防ぎ、必要に応じて防除等の措置を行い、生活環境被害を防止します。

①市民の協力により、外来種の侵入抑制・防除に関する対策を図ります。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①市ホームページにおいて、外来種に関する情報を充実させます。また、市内の外来種の情報の把
握を進めます。

・ホームページの更新内容（充実させた内容）
・外来種に関する情報把握内容

－

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①クビアカツヤカミキリ等の特定外来生物の発見情報を掲載するとともに、その対策、防除方法に
ついても掲載し、侵入抑制・防除のための周知を図りました。

引き続き外来種の情報を注視し、必要な情報を市民へ発信していきます。

事業実績・成果・評価

【実績】
①クビアカツヤカミキリ等の特定外来生物の発見情報を掲載するとともに、その対策、防除方法についても
掲載しました。
【成果】
①発見等された外来種等の侵入抑制・防除等の必要な情報を周知できました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

現状は、発見などされた一部の外来種等について、ホームページへ掲載しています。今後は、さら
に情報を充実させ、発信していきます。
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22 (2-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値円滑な生物多様性つくば戦略策定懇話会の運営 －

①生物多様性つくば戦略策定懇話会を円滑に運営します。
①生物多様性に関する市民意識の把握のための市民アンケートを実施します。
①庁内の生物多様性に関する取組・事業を把握し、連携を図ります。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

筑波山や牛久沼、里地里山などの美しい景観が維持され、在来の多様な生き物が息づいています。
多くの人々が自然の恩恵を実感し、つくば市の重要な自然を理解し、大切に思いながら生活を送っ
ています。

生き物・生態系の保全

生物多様性つくば戦略（仮称）の策定[重点施策]

事業概要

生活環境部 環境保全課

将来にわたって自然の恵みを享受し生物多様性を保全していくために、市内の生物多様性の現状を
把握し、生物多様性の保全及び持続可能な社会を推進します。

①つくば市の生物多様性の保全やその持続可能な社会に資する戦略を策定します。ポスト愛知目標
を念頭に置きながら、つくば市内の生物多様性の現状把握を行うとともに、県や研究機関、市関連
部署との連携を図り、さらに市民の参加を得ながら、生物多様性つくば戦略を策定します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①生物多様性つくば戦略策定懇話会を円滑に運営します。
①戦略策定後の計画の実効性を高める仕組みを検討します。

生物多様性地域戦略の策定・公表 －

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①生物多様性つくば戦略策定懇話会を８月に実施し、学識者、市民委員の意見を聴きながら、策定
の検討を進めています。
①生物多様性に関する市民意識の把握のために、市民アンケート（９月）を実施しました。
①庁内の生物多様性に関する取組・事業について６月に全庁的に照会をかけ、把握・整理を進めて
います。

懇話会、アンケート、ワークショップなどで得た意見等を、適切に戦略へ反映させていく必要があ
ります。

事業実績・成果・評価

【実績】
①策定懇話会を3回開催（8月、11月、3月）しました。生物多様性に関する市民意識の把握のために、市民
アンケート（９月）、市民ワークショップ（10月）を実施しました。
①庁内の生物多様性に関する取組・事業について６月に全庁的に照会をかけ、把握・整理しました。
【成果】
学識者、市民の意見を参考にしながら、策定を進めています。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

①引き続き、策定懇話会を円滑に運営し、学識者、市民、事業者、庁内関係部署等、様々な主体と
連携しながら策定を進めていきます。
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24 (2-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値簡易除却対象広告物確認のパトロール実施回数 32回以上

①つくば市屋外広告物条例を適正に運用していきます。
①簡易除却対象広告物については、業務委託及び市職員による定期的なパトロールの実施を行いま
す。併せて、ボランティア団体が、各地区で違反広告物の除却活動を行います。
②一定規模を超える建築行為等について、「景観形成基準（形態意匠、色彩、緑化等）」との適合
を審査します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

筑波山や牛久沼、里地里山などの美しい景観が維持され、在来の多様な生き物が息づいています。
多くの人々が自然の恩恵を実感し、つくば市の重要な自然を理解し、大切に思いながら生活を送っ
ています。

里地里山景観の保全

山・川などの眺望の維持

事業概要

都市計画部 都市計画課

良好な景観の形成、風致の維持及び公衆への危険防止を図ります。

①つくば市屋外広告物条例に基づく許可を行います。併せて、条例の周知、違反広告物に対する是
正指導及び簡易除却対象広告物の定期的な除却を行います。
②景観法に基づき、「つくば市景観条例」で定める一定規模を超える建築行為等について、計画内
容を届けさせ、「つくば市景観計画」に定める「景観形成基準（形態意匠、色彩、緑化等）」との
適合を審査します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①つくば市屋外広告物条例を適正に運用していきます。
①簡易除却対象広告物については、業務委託及び市職員による定期的なパトロールの実施を行いま
す。併せて、ボランティア団体が、各地区で違反広告物の除却活動を行います。
②一定規模を超える建築行為等について、「景観形成基準（形態意匠、色彩、緑化等）」との適合
を審査します。

簡易除却対象広告物確認のパトロール実施回数 24回以上

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①つくば市屋外広告物条例に基づく許可申請等191件について許可しました。
①市職員及び業務委託による違反広告物のパトロールは、４月１回、５月３回、６月２回、７月２
回、８月２回、９月４回、合計14回実施しました。
①ボランティア団体による違反広告物のパトロールは、４月１回、５月１回、６月１回、７月２
回、８月３回、９月２回、合計10回実施しました。
②一定規模を超える建築行為等について、13件の審査を行いました。

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
①つくば市屋外広告物条例に基づく許可申請等326件（記載日時点）について許可しました。
①つくば市違反広告物等是正事務処理要領に基づき、市内の交差点に設置された違反広告物について、６件
（記載日時点）是正されました。
①簡易除却対象広告物確認のパトロールは、市職員21回（記載日時点）、業務委託７回、合計28回（記載日
時点）実施し、合計63件（記載日時点）の違反広告物を除却しました。
①ボランティア団体による除却活動は、９団体により、合計13回（記載日時点）実施、合計20件（記載日時
点）除却しました。
②一定規模を超える建築行為等について、26件（記載日時点）の審査を行いました。
【成果】
①記載日時点で成果目標値を達成している他、違反広告物の是正が着実に進んでいます。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

①簡易除却対象広告物について、除却数は昨年並みとなっているが、100件（記載日時点）近く見
受けられます。このことから、市職員のパトロールだけでなく、引き続き業務委託によるパトロー
ルも実施します。また、ボランティア団体によるパトロールも有効であることから、広報つくばや
市ホームページの掲載内容の継続的な見直しを行い、引き続き団体の募集を行います。
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25(1) (2-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
グリーンバンク事業
　賃借契約の成立面積

6.0ha

グリーンバンク事業
・農地中間管理事業と併せ、登録地の仲介・あっせんを行います。
・いばらきデジタルマップにグリーンバンク情報を公開し、年間を通じて、借手に対し、登録地の
仲介・あっせんを実施します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

筑波山や牛久沼、里地里山などの美しい景観が維持され、在来の多様な生き物が息づいています。
多くの人々が自然の恩恵を実感し、つくば市の重要な自然を理解し、大切に思いながら生活を送っ
ています。

里地里山景観の保全

里地景観の維持

事業概要

経済部 農業政策課

○グリーンバンク事業
　耕作放棄地を解消することで農地の有効利用を促進します。

・グリーンバンク事業
　グリーンバンク事業及び市民ファーマー制度を活用し「貸し手」と「借り手」の農地貸借に係る
仲介・あっせんを行い、農地の有効利用を促進します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

グリーンバンク事業
・農地中間管理事業と併せ、登録地の仲介・あっせんを行います。
・いばらきデジタルマップにグリーンバンク情報を公開し、年間を通じて、借手に対し登録地の仲
介・あっせんを実施します。

グリーンバンク事業
　賃借契約の成立面積

6.0ha

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

【グリーンバンク契約】
グリーンバンク契約件数は、７件です。
グリーンバンク賃借契約の成立面積は、0.9haです。

・登録から時間が経過した農地が多く、現状と登録内容が異なる農地が見受けらるので、登録内容
の精査が課題となっています。

事業実績・成果・評価

【実績】
グリーンバンクの成立件数は、29件です。
グリーンバンク貸借契約の成立面積は、4.5haです。
【成果】
グリーンバンク契約件数は去年と比べ増加しましたが、目標とする面積には1.5haほど至りませんでした。

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

・登録から時間が経過した農地が多く、現状と登録内容が異なる農地が見受けらるので、登録内容
の精査が課題となっています。
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25(2) (2-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
　鳥獣による農作物被害金額
　イノシシ及びカラス、アライグマの捕獲頭数

　7,194千円
　イノシシ　370頭
　カラス　　350羽
　アライグマ  300頭

○鳥獣被害対策
・第３次つくば市鳥獣被害防止計画に基づく有害鳥獣捕獲を実施します。
・イノシシ等の有害鳥獣捕獲委託事業を実施します。
・報奨金制度等によるイノシシ等の有害鳥獣捕獲支援を実施します。
・「茨城県アライグマ防除実施方針」に基づくアライグマの防除を実施します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

筑波山や牛久沼、里地里山などの美しい景観が維持され、在来の多様な生き物が息づいています。
多くの人々が自然の恩恵を実感し、つくば市の重要な自然を理解し、大切に思いながら生活を送っ
ています。

里地里山景観の保全

里地景観の維持

事業概要

経済部 農業政策課 鳥獣対策・森林保全室

○鳥獣被害対策
　・筑波山を含めた筑波地区におけるイノシシ被害を軽減します。
　・市内におけるカラス被害を軽減します。

・鳥獣被害対策
　第２次つくば市鳥獣被害防止計画に基づき、対象鳥獣による被害を防止します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

○鳥獣被害対策
・第３次つくば市鳥獣被害防止計画に基づく有害鳥獣捕獲を実施します。
・イノシシ等の有害鳥獣捕獲委託事業を実施します。
・報奨金制度等によるイノシシ等の有害鳥獣捕獲支援を実施します。
・「茨城県アライグマ防除実施方針」に基づくアライグマの防除を実施します。

鳥獣による農作物被害金額
イノシシ、カラス、アライグマの捕獲頭数

　7,194千円
　イノシシ　370頭
　カラス　　350羽
　アライグマ  300頭

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

イノシシ捕獲状況
第１回有害鳥獣捕獲事業　実施期間：４月26日～５月25日まで　捕獲頭数：20頭
第２回有害鳥獣捕獲事業　実施期間：５月26日～６月５日まで　捕獲頭数：１頭
第２回有害鳥獣捕獲事業　実施期間：８月19日～10月６日まで　捕獲実績：55頭

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】（令和６年３月５日時点、６年４月確定予定）
○鳥獣による農作物被害見込金額は暫定値で4,932千円です。
○イノシシ捕獲数は248頭です。
○カラス捕獲数は345羽です。
○アライグマ捕獲数は332頭です。
【成果】
○鳥獣による農作物被害金額の目標7,194千円で目標達成です。
○イノシシ捕獲頭数は目標370頭で目標未達成です。
○カラス捕獲数は目標350羽で目標未達成です。
○アライグマ捕獲数は目標300頭で目標達成です。

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

鳥獣被害防止対策協議会と連携し、被害状況等の情報を活用し更なる被害防止を推進します。
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26 (2-3) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値公園及び緑地植栽の維持管理 360公園

都市公園・都市緑地・その他の公園について、一年を通して計画的に植栽維持管理を行います。
・公園植栽の維持管理
　４月　　契約業者と現場調査
　９月　　現状把握及び中間検査
　３月　　状況確認及び完了検査
・翌年維持管理計画の策定
　９月　　現状把握
　10月 　維持管理計画の策定（季節に応じた維持管理や在来種の維持など）

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、平地林や農地、公園、庭の緑などを守
り、育て、ふれあう取組が協働で進んでいます。

都市の緑を増やし、質を高める

都市公園・緑の管理

事業概要

建設部 公園・施設課

景観及び機能を維持し市民に潤いと憩いの場を提供します。

・都市公園・都市緑地・その他の公園について、一年を通して計画的に植栽維持管理を行います。
・また、季節に応じた植栽管理や在来種の維持など、可能な限り生物多様性を確保した維持管理を
行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

都市公園・都市緑地・その他の公園について、一年を通して計画的に植栽維持管理を行います。
・公園植栽の維持管理
　４月　　契約業者と現場調査
　９月　　現状把握及び中間検査
　３月　　状況確認及び完了検査
・翌年維持管理計画の策定
　９月　　現状把握
　10月 　維持管理計画の策定（季節に応じた維持管理や在来種の維持など）

公園及び緑地植栽の維持管理 364

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・360個所の公園、緑地の維持管理を実施しています。
・334個所の公園、緑地の維持管理契約を締結。３～４回程度の芝刈や状況に応じた植栽維持管理
を実施しました。

　４月　　契約業者と現場打合せ、除草等の作業を適宜実施。
　５月　　樹木医による診断の開始

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
・360か所の公園及び緑地の維持管理を実施しました。
　主な事業
　　４月　　　　維持管理業者に、現場説明を実施しました。
　　５月～12月　芝刈りを実施しました。
　　10月　　　　中間検査の実施、来年度の植栽維持管理の予算化しました。
　　12月～３月　在来種の樹木等の剪定を実施しました。
　　３月　　　　現地確認、完了検査を実施しました。

【成果】
目標値としている「公園及び緑地植栽の維持管理」については、360公園で実施しました。（R6.2月時点、
R6.3月確定予定）

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

供用開始から40年以上経過し、樹木の巨大化、老木化が進んでいるため、適切な剪定の実施や専門
家による点検が必要となっています。
樹木点検を実施し、異常が見られた樹木については、樹木医による診断を実施し、適正な樹木管理
を実施します。
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27 (2-3) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値工場立地法が対象となる企業の敷地内緑地率 敷地内緑地率20％以上

新規立地企業や既存立地企業に対して、工場立地法に基づき緑地の整備を指導します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、平地林や農地、公園、庭の緑などを守
り、育て、ふれあう取組が協働で進んでいます。

都市の緑を増やし、質を高める

都市域の緑の確保

事業概要

経済部 産業振興課

緑豊かな街並みを確保するため、市内新規立地企業の敷地内の緑化を推進します。

・市内新規立地企業に対して、工場立地法に基づく指導をすることにより、敷地内の緑地率向上を
図ります。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

新規立地企業や既存立地企業に対して、工場立地法に基づき緑地の整備を指導します。

工場立地法が対象となる企業の敷地内緑地率 敷地内緑地率20％以上

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

市内立地企業の事業拡張等に伴う工場立地法の届出や相談等に対し、適正に対応しました。
・工場立地法（変更）の届出件数：４件
・法令解釈等の相談件数：１件

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
　市内立地企業の事業拡張等に伴う工場立地法の届出や相談等に対し、適正に対応しました。
・工場立地法（変更）の届出件数：７件
（２月20日時点、３月31日確定予定）

【成果】
　適正な指導等を実施し、目標値である「敷地内の緑地率20%以上」を達成することができました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

特にありません。
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28 (2-3) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値新規公園面積 1.5ha

つくばエクスプレス沿線開発地区の区画整理事業の進捗に合わせ公園・緑地等を整備します。
・街区公園２公園、近隣公園１公園の供用を開始します。
　　６月　みどりの東近隣公園
　　８月　かみかわ西公園
　　３月　たかやま東公園

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、平地林や農地、公園、庭の緑などを守
り、育て、ふれあう取組が協働で進んでいます。

都市の緑を増やし、質を高める

都市域の緑の確保

事業概要

建設部 公園・施設課

市民の憩いの場の創出を図り、文化的で充実した住環境のまちづくりを推進します。

・つくばエクスプレス沿線開発地区の区画整理事業の進捗に合わせ公園・緑地等を整備します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

つくばエクスプレス沿線開発地区の区画整理事業の進捗に合わせ公園・緑地等を整備します。
・近隣公園１公園の供用を開始します。
　　８月　みどりの北近隣公園

新規公園面積 1.0ha

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

近隣公園１公園の供用を開始しました。

　６月　みどりの東近隣公園

土地区画整理事業地内の街区公園について、土地区画整理事業施行者から市への引き渡しが遅れて
います。

事業実績・成果・評価

【実績】
・街区公園２公園、近隣公園１公園の供用を開始しました。
　　６月　みどりの東近隣公園
　　10月　たかやま東公園
　　１月　かみかわ西公園

【成果】
目標値としている「新規公園面積」は1.5haでした。（R6.2月時点、R6.3月確定予定）

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

事業計画に基づき、計画的に公園の整備を進めます。

 44 



29 (2-3) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値適切な植栽配置の検討及び適正な維持管理の実施 　　　　————————

■事業計画及び概要：本年度、校内の植栽の維持管理に努め、芝生の管理、植栽の剪定等を行いま
す。
校舎の新増築計画にあわせて、適切な植栽計画を検討します。
■事業目的：学校施設において、校庭の芝生化により砂飛散の防止、地表面温度上昇の緩和、転倒
時の怪我防止等に寄与します。
また、児童生徒の学習活動の一助とするため、校内の植物・生物の生育環境を維持管理します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、平地林や農地、公園、庭の緑などを守
り、育て、ふれあう取組が協働で進んでいます。

都市の緑を増やし、質を高める

都市域の緑の確保

事業概要

教育局 教育施設課

学校施設において、校庭の芝生化により砂飛散の防止、地表面温度上昇の緩和、転倒時の怪我防止
等に寄与します。
また、児童生徒の学習活動の一助とするため、校内の植物・生物の生育環境を維持管理します。

・学校施設において、校庭の芝生、緑地等の維持管理を行います。
・新増築等の建設計画の際には、適切な植栽計画を検討します。

 45 



上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

校内の植栽の維持管理に努め、芝生の管理、植栽の剪定等を行います。
校舎の新増築計画にあわせて、適切な植栽計画を検討します。

適切な植栽配置の検討及び適正な維持管理の実施  

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

■芝管理については、業者と委託契約を行い、各学校完了しております。
■植栽維持管理については、各学校から要望をいただき、順次、植栽剪定を行っております。

・特にありません。
・植栽剪定については秋からの作業が主となるため、これからの下半期の時期に、順次、行ってい
く形となります。

事業実績・成果・評価

●以下のとおり業務委託を発注しました。
・樹木剪定業務（廃校含む）：延べ５４校１５園
・樹木害虫駆除及び防虫処理：１３校６園
・芝管理業務：１１校（学校別に、年度内に２～３回の芝刈り・除草・施肥をおこなう）。また、幼稚園１
１園については、芝や雑草の状況を鑑みて各１回の芝刈や除草等の委託を実施。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

植栽維持管理について、教員の働き方改革等の観点から植栽剪定等を業者へ委託する機会が増えて
おり、植栽の維持管理費の負担増加が課題です。

引き続き、植栽の適正な計画及び管理に努めます。
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30 (2-3) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値アダプト・ア・パーク参加団体数 42団体

公園緑地に対する愛護意識の高揚及び環境美化
（空き缶やゴミ等の収集、除草、清掃、植栽の企画提案及び実施）
・アダプト・ア・パーク事業
　４・５月　清掃用具などの配布
　４～３月　周知活動
　６～９月　チラシの作成
　２・３月　活動報告書提出依頼

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、平地林や農地、公園、庭の緑などを守
り、育て、ふれあう取組が協働で進んでいます。

都市の緑を増やし、質を高める

市民参加による緑化活動

事業概要

建設部 公園・施設課

公園緑地に対する愛護意識の高揚及び環境美化

・空き缶やゴミ等の収集、除草、清掃、植栽の企画提案及び実施
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

公園緑地に対する愛護意識の高揚及び環境美化
（空き缶やゴミ等の収集、除草、清掃、植栽の企画提案及び実施）
・アダプト・ア・パーク事業
　４・５月　清掃用具などの配布
　４～３月　周知活動
　２・３月　活動報告書提出依頼

アダプト・ア・パーク参加団体数 52団体

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・31団体（自治会・老人会・民間企業・地域の住民・子ども会・NPO法人など）に清掃用具などを
配布しました。
・アダプト・ア・パーク参加団体数は、９月末現在で44団体となります。
　４～５月　活動団体への物品配布

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
・51団体（うち１団体休止中）がのべ78公園で活動しました。
・32団体（自治会・老人会・民間企業・地域の住民・子ども会・NPO法人など）に清掃用具などを配布しま
した。
・「つくば市緑の表彰」の募集を行い、「緑の市民協同部門」に４団体、「緑の事業活動部門」に１団体応
募があり、12月に授賞式を実施しました。
・３月に各団体に事業報告等の依頼を出しました。

【成果】
目標値としている、「アダプト・ア・パーク参加団体数」は51団体でした。（R６.２月時点、R６.３月確定
予定）

５ 目標を超えて達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

アダプト・ア・パーク事業がまだ市民に広く認知されていないので、登録団体数の増加を目指し、
チラシを窓口や公園管理事務所に配置することで周知を図ります。

 48 



31 (2-3) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値花苗配布団体数 150

５月下旬～６月上旬　春の花苗配布
10月下旬～11月上旬　秋の花苗配布

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、平地林や農地、公園、庭の緑などを守
り、育て、ふれあう取組が協働で進んでいます。

都市の緑を増やし、質を高める

市民参加による緑化活動

事業概要

市民部 市民協働課

参加者が自主的な花壇活動を行うことで、まちの環境美化意識を高めるとともに地域コミュニティ
の活性化を図ります。

・公共的な空間を季節の花で飾るとともに、市内の環境美化を行うため、地域で活動する団体へ花
苗を配布し、市民協働による花壇等の維持管理を行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①５月下旬～６月上旬　春の花苗配布
②10月下旬～11月上旬　秋の花苗配布

花苗配布団体数 155

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・春の花苗配布については、目標値より14団体多い164団体に12,543ポットを配布しました。

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
（上半期）春の花苗配布については、昨年度より12団体多い163団体へ12,143ポットを、計画通り５日間で
配布しました。
（下半期）秋の花苗配布については、昨年度より11団体多い158団体へ12,103ポットを、計画通り４日間で
配布しました。
上記に加えて、センター地区花壇に年間を通して800ポットを花植えし、合計して団体へ25,046ポットを配
布しました。

【成果】
春・秋ともに目標値を超える150以上の団体へ合計25,046ポット配布することができました。

５ 目標を超えて達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

来訪者への歓迎の気持ちを発信できるように、公共的な空間で花を管理していただく必要がありま
す。活動報告書等を確認し、公共的な空間で花壇管理活動を実施していただけるよう周知していき
ます。
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32 (2-3) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値地区計画決定に向けた打合せを行います。 －

研究学園地区における公務員宿舎等跡地等について、地区計画の決定を行います。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、平地林や農地、公園、庭の緑などを守
り、育て、ふれあう取組が協働で進んでいます。

都市の緑を増やし、質を高める

開発に伴う緑地の減少を抑制

事業概要

都市計画部 都市計画課

地区の特性にふさわしい良好な都市環境の形成・保持のため、きめ細やかな土地利用の誘導を図り
ます。

・地区計画で用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、緑化率、垣・さくの構造等の制限を定めま
す。

 51 



上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

-

- -

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・令和５年11月に都市計画の決定告示を行った吾妻第五地区地区計画について、現地調査等の結果
を踏まえ、地区計画の内容を関係課（建築指導課）や茨城県と協議しました。

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
関係課との協議を踏まえて作成した吾妻第五地区地区計画の原案について、都市計画決定の手続を進め、つ
くば市都市計画審議会にて可決され、令和５年11月16日に都市計画決定しました。
【成果】
公務員宿舎等跡地への地区計画の制限により、住宅地の緑化の効果が期待できます。

ー　評価なし

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

課題なし
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33 (2-4) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-4

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値

【筑波ふれあいの里】
体験事業参加者数
【豊里ゆかりの森】
実施回数、参加者数

【筑波ふれあいの里】
　80名
【豊里ゆかりの森】
実施回数：55回
参加者数：700名

【筑波ふれあいの里】
・サツマイモ・インゲン豆収穫体験事業　５回
【豊里ゆかりの森】
・宿舎あかまつデッキ改修工事、展示棟内装改修工事、周遊コース整備工事、テニスコート改修工事、スペースキャビン
改修工事(第２期)、アスレチック遊具更新工事など、適切な施設の管理を行います。
・施設の特性をいかし、ジャガイモ掘り、しめ縄作り等の体験や陶芸、ガーデニング等の教室活動を実施します。
　・６月　ジャガイモ掘り　１回
　・10月　サツマイモ掘り　１回
　・12月　しめ縄作り　１回
　・陶芸等の体験事業　ガーデニング、陶芸等各種教室の開催

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、平地林や農地、公園、庭の緑などを守
り、育て、ふれあう取組が協働で進んでいます。

自然とふれあう

自然体験施設の活用・運営

事業概要

経済部 観光推進課

各施設の良好な自然環境を活用した誰もが気軽に参加できる芋掘り体験などを通じて、自然と触れ
合うきっかけづくりを目的に実施しています。

・筑波ふれあいの里、豊里ゆかりの森でサツマイモ掘り、しめ縄作り、ガーデニングなどを行いま
す。ふれあいの里でのそば打ち体験及び染色体験は、昨年度に続き今年度も新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため休止します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

【筑波ふれあいの里】
①サツマイモ堀り体験及び②インゲン豆収穫体験については、Ｒ６年度も同様に実施します。
【豊里ゆかりの森】
③昆虫館デッキ改修、スペースキャビンの改修など、適切な施設の管理を行います。
④施設の特性をいかし、しめ縄作り等の体験や陶芸、ガーデニング等の教室活動を実施します。
　・12月　しめ縄作り　１回
　・陶芸等の体験事業　ガーデニング、陶芸等各種教室の開催

【筑波ふれあいの里】
参加者数
【豊里ゆかりの森】
実施回数、参加者数

【筑波ふれあいの里】
参加者数：80名
【豊里ゆかりの森】
実施回数：40回
参加者数：500名

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

【筑波ふれあいの里】
・秋の収穫体験事業に備えて、５月にサツマイモの苗植え、６月と８月にインゲン豆の種まきを実施しました。（収穫体験は11月以
降に実施します。）
【豊里ゆかりの森】
・ 全施設４月から通常どおりに開放しています。
　陶芸等サークル活動やジャガイモ堀等のイベントを実施しました。
　利用者数
　昆虫館：4,431名　キャビン：606名　テント：2,063名　バーベキュー場：11,938名
　工芸館：3,083名　テニスコート：659名　ジャガイモ堀体験：246名
　宿舎あかまつ：1,470名　森のセンター：1,622名　管理棟：1,062名

【筑波ふれあいの里】
・特にありません。
【豊里ゆかりの森】
・各施設の老朽化が進んでいるため、改修を行い、施設の魅力の向上を図る必要があります。

事業実績・成果・評価

【筑波ふれあいの里】
【実績】
①サツマイモ堀り体験　11月12日・・・６名、11月13日・・・15名、11月19日・・・12名、11月25日・・・24名、11月26日・・・５
名　合計62名
②インゲン豆収穫体験　11月４日・・・３名、11月５日・・・24名　合計27名
【成果】
①サツマイモ堀り体験及び②インゲン豆収穫体験事業の参加者は合計89名で目標を達成し、多くの施設利用者に作物収穫の喜びを体
感してもらうことで自然とふれあうきっかけづくりができました。
【豊里ゆかりの森】
【実績】
③宿舎あかまつデッキ改修工事、展示棟内装改修工事、周遊コース整備工事、テニスコート改修工事、スペースキャビン改修工事(第
２期)など、適切な施設の管理を行いました。
④年間を通して通常受入実施。コンテナガーデン教室などの各種教室やしめ縄づくり体験等のイベントを実施しました。
　全51回、計1026名（6年3月8日時点、6年3月末確定予定）
　●体験（3回329名）　ジャガイモ堀体験：１回246名、サツマイモ堀体験：１回65名、しめ縄づくり体験：１回18名
　●教室（48回697名）　コンテナガーデン教室：8回104名、陶芸教室：23回113名、昆虫教室：17回480名
【成果】
③当初の予定どおり工事を実施しました。
④各種体験事業の参加者は合計1026名で目標を達成し、多くの利用者に自然・環境とふれあう体験の場を提供することができまし
た。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

【筑波ふれあいの里】
①②の体験事業については、特に課題はありません。
【豊里ゆかりの森】
③昆虫館デッキ改修工事の工事期間中、昆虫の見学等施設が利用できないため、施設利用者への影響が課題となります。
④の体験事業については、特に課題はありません。
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34 (2-4) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-4

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値体験イベント参加者数 500名

1.施設の清掃、ゴミ拾い、除草等の管理
2.森林ボランティアによる森林保全管理
3.森林ボランティア活動の推進
4.活用事業（里山体験事業）
　　自然・田舎体験　３回/年
5.農業団体によるブルーベリー摘み取り体験事業
　　摘み取り体験　　９回/年

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、平地林や農地、公園、庭の緑などを守
り、育て、ふれあう取組が協働で進んでいます。

自然とふれあう

自然体験施設の活用・運営

事業概要

経済部 農業政策課 鳥獣対策・森林保全室

高崎地区に残る豊かな自然環境を次世代に伝承するために必要な施設の維持管理、整備を行いま
す。また、高崎自然の森が持つ豊かな自然環境と森林ボランティアを活用し里山・農山村体験事業
を実施します。

・委託による年間の管理作業として、施設の清掃、ゴミ拾い、除草等を実施します。
・森林ボランティアとの協働による森林の保全管理を実施します。
・NPOや農業者団体との連携による自然環境教育や森林体験イベント等を年間で実施します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

1.業務委託による施設の清掃、除草、修繕等の管理
2.森林ボランティアによる森林保全管理、推進
3.活用事業（里山自然体験等　３回/年）
4.活用事業（農業団体によるブルーベリー摘み取り体験事業　９回/年）

参加者数 500名

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

1.業務委託により、施設の清掃、除草、修繕等の管理を行いました。
2.森林ボランティアによる森林保全活動により、間伐、枝打ちなどの作業を行いました。
3.森林ボランティア活動参加者　65名
4.里山体験事業参加人数　77名
5.ブルーベリー摘み取り体験参加人数　278名

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
1.業務委託により、施設の清掃、除草、修繕等の管理を行いました。
2.森林ボランティアによる森林保全活動により、間伐、枝打ちなどの作業を行いました。
3.森林ボランティア活動を７回/年実施しました。
4.里山体験事業を３回/年実施しました。
5.ブルーベリー摘み取り体験事業を９回/年実施しました。
【成果】
1.施設を利用しやすくなりました。
2.森林内の散策がしやすくなりました。
3.ボランティア活動に98名が参加しました。
4.里山体験事業に77名参加しました。
5.ブルーベリー摘み取り体験事業に278名参加しました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

里山体験事業の参加者を募集定員に達するように事業を計画し、周知を行う。
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35 (2-4) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-4

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値自然環境教育事業の参加者 100名

・市民及び環境スタイルサポーターズ会員向けに自然環境教育事業等の体験型の学習を実施しま
す。
①筑波山自然環境教育事業　４回（里山ウォーク含む）
②桜川探検隊　　２回
③小野川探検隊　１回

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、平地林や農地、公園、庭の緑などを守
り、育て、ふれあう取組が協働で進んでいます。

自然とふれあう

里山や水辺の活用

事業概要

生活環境部 環境政策課

筑波山や里山、牛久沼などの身近な自然環境の価値や保全する意義を知ってもらうため、昔からあ
る風景を楽しみながら歩くことができる小径（フットパスコース）の普及を進めるとともに、湧水
や河川、湖沼への水のつながりに触れる機会を増やします。

湧水や河川、湖沼への水のつながりに触れる機会を増やすため、市内のフットパスコースを利用し
た自然環境学習をはじめとする体験型の学習を実施します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・市民及び環境スタイルサポーターズ会員向けに、自然環境教育事業等の体験型学習を実施し、地
球温暖化問題等を取り上げることにより、身近な自然環境の価値や保全の意義を高めます。
①つくば自然環境教育事業　４回（里山ウォーク含む）
②桜川探検隊　　２回
③小野川探検隊　１回

自然環境教育事業の参加者 100名

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

市民及び環境スタイルサポーターズ会員向けに自然環境教育事業を実施しました。
（９月29日現在の実施状況）
①４月15日　里山ウォーク（マイスターの会）　参加者：14人
②７月22日　つくば自然環境教育事業第１回　参加者：14人
③７月29日　桜川探検隊交流事業　参加者：10人
（令和５年度の小野川探検隊交流事業は、安全面に問題が生じたため、事務局(龍ヶ崎市)の判断により、中
止となりました。）
６月５日　自然環境教育事業について、ジオパーク室と事業内容及び実施日について検討しました。

ジオパーク室との共同事業について、実施日等を決定する必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
市民及び環境スタイルサポーターズ会員向けに自然環境教育事業を実施しました。
（３月３日現在の実施状況）
①４月15日　里山ウォーク「筑波山林道を歩く」　参加者：14人
６月５日　自然環境教育事業について、ジオパーク室と事業内容及び実施日を検討しました。
②７月22日　つくば自然環境教育事業第１回「夏休み企画 葛城の森で虫探し！」　参加者：14人
③７月29日　桜川探検隊交流事業「夏休みの思い出に桜川でフナ稚魚放流体験」　参加者：10人
（令和５年度の小野川探検隊交流事業は、安全面に問題が生じたため、事務局(龍ヶ崎市)の判断により、中止となりまし
た。）
④11月18日　桜川探検隊交流事業「クリスマスリース作り！冬の魔法を手作り体験！」　参加者：9人
１月19日　自然環境教育事業について、ジオパーク室と事業内容及び実施日を最終決定しました。
⑤３月３日　つくば自然環境教育事業第２回「春の北条ジオウォーク」　参加者：11人
【成果】
自然環境事業を通じて、地域の歴史や自然を身近に感じる機会を提供することにより、市民の環境意識の向上を図りまし
た。

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

自然環境教育事業参加者に関して、幅広い年齢層を対象にして、参加を募る必要があります。幅広
い年代が参加できるよう、イベントの対象者の拡大を検討します。
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36 (2-4) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-4

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
・教職員のための郷土学習指導者講座を実施します
・新規ジオツアーコースを開発します

―

①出前授業の開催　※依頼に応じて実施（通年）
①学校教育支援プログラムの実施（８月）
②新規ジオツアーのコース作成（４～６月）
②新規ジオツアー実施に向けたガイド講習（７月～）

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、平地林や農地、公園、庭の緑などを守
り、育て、ふれあう取組が協働で進んでいます。

自然とふれあう

筑波山地域ジオパークの活用

事業概要

経済部 観光推進課 ジオパーク室

地球科学的に価値の高い地質・地形を含む自然遺産を活用した教育活動やジオツアーなどを実施
し、その価値を市民や来訪者に伝えることで、自然遺産の保全・保護につなげます。

①「学校教育を通じた教育・普及活動」
ジオパーク関係者（ジオガイドや研究者等）による出前授業や、学生を対象とした支援プログラム
を実施します。
②「ジオガイドの養成及び体制づくり、ジオツアーの開催」
ジオガイドの養成及び体制づくりを進め、「伝え手」となる人材を育成します。また、ジオガイド
によるジオツアーを開催し、自然とふれあい学ぶ機会をつくります。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①出前授業の開催　※依頼に応じて実施（通年）
①学校教育支援プログラムの実施（８月）
②新規ジオツアー実施に向けたガイド講習（通年）

・教職員のための郷土学習指導者講座を継続して実施しま
す。
・新規ジオツアーコースのガイド講習会を実施します。

―

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①筑波山地域ジオパーク推進協議会の専門員を中心に、学校（小学校～大学）を対象にした教育プ
ログラム（出前授業、校外学習等）を12件（内つくば市内は５件）を実施しました。
①筑波山地域ジオパーク推進協議会として、筑波山地域ジオパークエリア内の教職員を対象とした
郷土学習指導者講座を２回実施しました。その他、県南地区の教職員を対象とした研修会におい
て、筑波山を紹介しました。
②新規ジオツアーコースを筑波山地域ジオパーク構成６市ごとに開発しました。
②ジオガイドを対象にした会合を１回、スキルアップ講座を１回開催し、ジオガイドの育成を図り
ました。

・新規ジオツアーの実践に向けて、ジオガイドの育成だけではなく、他５市の担当者及び観光事業
者等と調整する必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
①筑波山地域ジオパーク推進協議会の専門員を中心に、出前授業を20件（内つくば市内は８件、令和６年３月５日時点）実施しまし
た。校外学習は、つくばジオミュージアムで実施した２件を含む計６件（内つくば市内は４件、令和６年３月５日時点）実施しまし
た。
①筑波山地域ジオパーク推進協議会として、筑波山地域ジオパークエリア内の教職員を対象とした郷土学習指導者講座を２回実施し
ました。その他、依頼に応じて教職員による研修会に３回参加し、ジオパークに関する説明を行いました。
②筑波山地域ジオパーク推進協議会として、ジオツアーを計４回（内つくば市内は４回、他市実績は未確定）実施しました。
②新規ジオツアーコースを筑波山地域ジオパーク構成６市ごとに開発しました。
②ジオガイドを対象にした会合を２回、スキルアップ講座を３回開催し、ジオガイドの育成を図りました。
【成果】
①郷土学習指導者講座を実施することで、教職員自ら自然遺産の価値を児童・生徒に伝えることができるようになり、自然遺産の保
全・保護の普及啓発を広く図ることができました。
②新規ジオツアーコースを作成し、つくば市において認定ジオガイドを対象にスキルアップ講座を実施することで、ガイドのスキル
が向上しました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

①「つくばジオミュージアム」の教育活用を推進するため、教育関係者へ施設利用を周知する必要
があります。
②新規ジオツアーの実施に向けて、他５市でのガイド講習を実施する必要があります。

 60 



37 (2-4) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 2-4

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
農産物オーナー制　 参加者数
農業体験イベント   参加者数

600名

・農産物オーナー制及び農業サポーター制度等の農業体験の実施を通して、市内外の都市住民の生
産者との交流機会及び農とのふれあい機会を創出し、農業の活性化を図ります。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

2 豊かな自然環境・生物多様性を未来へつなぐ

貴重な自然や緑豊かな街並みが将来にわたり守られるよう、平地林や農地、公園、庭の緑などを守
り、育て、ふれあう取組が協働で進んでいます。

自然とふれあう

グリーンツーリズムの推進

事業概要

経済部 農業政策課

農業体験イベントを通じた市内外の都市住民と生産者の交流により、農業の活性化を図ります。

①市内外の都市住民に、「農産物オーナー制度」や「農業体験イベント」等を通じて農業に触れる
機会を提供します。
②都市農村交流促進PRを実施します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・市の農産物オーナー制及び農業サポーター制度等における農業体験の実施や生産者主催の農業体
験、市民農園等のＰＲを通して、市内外の都市住民の生産者との交流機会及び農とのふれあい機会
を創出し、農業の活性化を図ります。

農産物オーナー制　 参加者数
農業体験イベント   参加者数

600名

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

【農産物オーナー制　 参加者数】
農産物オーナー制の参加者は、393名でした。
【農業体験イベント   参加者数】
農業体験イベントは２回実施し、参加者は62名でした。
農業サポーターの参加者（延べ人数）は、482名でした。

・農業サポーター制度について、生産者・サポーター双方が利用しやすい制度となるよう、現状の
制度の運用方法について評価・検証を行います。

事業実績・成果・評価

【実績】
・農産物オーナー制参加者数は344人でした。（R6.2月末時点、R6.4月確定予定）
・農業体験イベント参加者数は２回実施し、参加者は92名でした。（R6.2月末時点、R6.4月確定予定）
・農業サポーターの参加者（延べ人数）は670名でした。（R6.2月末時点、R6.4月確定予定）
【成果】
農産物オーナー制参加者数及び農業体験イベント参加者数の合計は436名で、おおむね目標どおり達成しま
した。（R6.2月末時点、R6.4月確定予定）

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

市ホームページやSNS、地産地消専用ウェブサイト等を通して、市内で行われる農業体験イベント
や市民農園等の情報発信を強化します。
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38 (3-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 3-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
①資源物集団回収を行う団体数
③牛乳パック回収量
③3Rニュース発行回数

①117団体
③2,500㎏
③４回

①資源物集団回収を実施する子ども会や区会等に奨励金を交付します。
②生ごみ処理器等の購入者に対して、購入費の一部を補助金として交付します。
③各小中学校に牛乳パック回収ボックスを設置します。
③3Rニュースを定期的に発行し、区会回覧やイベントでの周知により市民の意識向上に努めます。
また、ごみ分別アプリ活用によるPR拡大を検討します。
③学校を対象に、ごみやリサイクルに関する出前講座を実施します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

3 資源を賢く使う循環型社会に近づく

資源の浪費がなくなるだけでなく、ごみの発生抑制（リデュース）、再利用（リユース）、再資源
化（リサイクル）という3Rを推進することで、"ごみ"という概念がなくなるくらい資源循環される
仕組みができています。

3Rの推進

循環型社会形成に係る普及啓発

事業概要

生活環境部 環境衛生課

循環型社会の構築に資するため、資源物の有効活用とリサイクル意識の向上を図ります。
また、家庭から排出されるごみについて、発生抑制（リデュース）、再利用（リユース）、再資源
化（リサイクル）という3Rを推進し、市民の意識向上及び行動促進を図ります。

①身近に取り組める3Rの促進として、資源物集団回収を推進します。
②また、可燃ごみの約30％を占める生ごみを削減するため、生ごみ処理器等の購入を推進します。
③学校と連携して、将来の資源循環型社会を担う子どもたちに対して啓発を行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①資源物集団回収を実施する子ども会や区会等に奨励金を交付します。
②生ごみ処理器等の購入者に対して、購入費の一部を補助金として交付します。
①3Rニュースを定期的に発行し、区会回覧での周知により市民の意識向上に努めます。また、ごみ
分別アプリ活用し、周知によるごみ減量意識向上に努めます。
③学校を対象に、ごみやリサイクルに関する出前講座を実施します。

①資源物集団回収を行う団体数
②生ごみ処理容器等補助金申請者数
③牛乳パック回収量
①3Rニュース発行回数

①110団体
②350件
③2,500㎏
①6回

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①資源物集団回収を行う105団体の登録がありました。
②生ごみ処理器等の購入補助事業では、容器式65基、電気式108基、計173基の補助金を交付しまし
た。段ボールコンポスト無料配布(518個)を行いました。
③3Rニュースの区会回覧を４回実施し、段ボールコンポスト無料配布事業やリネットジャパンによ
るパソコンの自宅回収、生ごみ処理容器補助金やリサイクルについて周知し、ごみ減量を推進しま
した。
③小学校で４年生を対象に出前講座を２件、５講座実施しました。

①資源物集団回収について、登録団体数が減少傾向にあります。新規団体が増えるよう広報してい
く必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
①資源物集団回収を行う105団体の登録がありました。
②生ごみ処理器等の購入補助事業では、容器式102基、電気式208基、計310基の補助金を交付しました。段ボールコンポ
スト無料配布(804個)を行いました。【令和６年２月29日時点、令和６年３月確定予定】
③3Rニュースの区会回覧を５回実施し、段ボールコンポスト無料配布事業やリネットジャパンによるパソコンの自宅回
収、生ごみ処理容器補助金やリサイクル推進について周知した。
③小学校で４年生を対象に出前講座を３件、６講座実施しました。
③牛乳パック回収事業では、市内小中学校から年間で1,160kg回収しました。
【成果】
①資源物集団回収団体について、目標には届きませんでした。
②生ごみ処理器等の購入補助事業や段ボールコンポストの無料配布会を行うことによって、生ごみ減量を市民に意識させ
ることができました。
③3Rニュースの区会回覧することによって、市民にごみの減量や補助金の情報を周知しました。
③小学生にごみの分別、減量、リサイクルが大事であることを意識さえることができました。

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

①ごみの減量及び分別促進には、市民への意識啓発が重要となります。
広報紙、区会回覧のほか、ごみ分別アプリの通知機能を活用した情報発信を行い、ごみ減量に向け
た取組を積極的に進めていきます。
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40 (3-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 3-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値市HP及びサポーターズメールの掲載回数 ３回

・市HPやサポーターズメール等にて、ごみに関する市民の意識向上や行動促進につながる情報発信
を行います。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

3 資源を賢く使う循環型社会に近づく

資源の浪費がなくなるだけでなく、ごみの発生抑制（リデュース）、再利用（リユース）、再資源
化（リサイクル）という3Rを推進することで、"ごみ"という概念がなくなるくらい資源循環される
仕組みができています。

3Rの推進

市民によるリデュース・リユース・リサイクルの促進

事業概要

生活環境部 環境政策課

市民、事業者、市によるプラスチックごみの削減と、リサイクルセンターによるプラスチックごみ
の有効利用を推進し、運搬・焼却に伴う温室効果ガスの排出の抑制を図ります。

・事業者、市民団体、学校などと市民の意識向上や行動促進につながる様々な取組を通して家庭か
ら出るごみの3Rを促進します。
・環境フェスティバルなどの環境関連イベントにおけるリユース食器等の導入可能性の検討を進め
ます。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・市HPやサポーターズメール等において、ごみやリユース食器等の導入に関する市民の意識向上や
行動促進につながる情報発信を行います。

市HP及びサポーターズメールの掲載回数 5回

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・サポーターズメールにおいて、ごみに関する市民の意識向上や行動促進につながる情報発信を行いました。
（９月29日現在の実施状況）
５月、７月、９月各１回　内容：サステナスクエアで実施しているリユース家具の展示・提供
８月１回　　　　　　　 内容：銀粘土を使ったリサイクル講座
５月、８月各１回　　　  内容：段ボールコンポストの無料配布
その他
９月23日開催のイベント「楽しく学ぼう！学校給食まつり！」（健康教育課主催）において、ごみ袋ホルダー360個、エ
コバッグ299個を配布し、環境に配慮したライフスタイルの推進について市民へ周知しました。

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
・サポーターズメールにおいて、ごみに関する市民の意識向上や行動促進につながる情報発信を行いました。
（２月28日現在の実施状況）
５月、７月、９月各１回　内容：サステナスクエアで実施しているリユース家具の展示・提供
８月１回　　　　　　　    内容：銀粘土を使ったリサイクル講座
５月、８月各１回　　　    内容：段ボールコンポストの無料配布
その他
９月23日　　イオンモールつくばイベント「楽しく学ぼう！学校給食まつり！」（健康教育課主催）
（ごみ袋ホルダー360個、エコバッグ299個を配布し、環境に配慮したライフスタイルの推進について市民へ周知しまし
た。）
2月10日～２月12日　イオンモールつくばイベント「親子向け再エネ体験イベント」来場者：約600名
（市の省エネに関する取組のパネル展示のほか、参加者への景品として、ペーパーストロー50箱、エコ加湿ポット120
個、USBデスクトップファン25個、ブランケット5枚、ごみ袋ホルダー50個、エコバッグ50個を配布しました。）
【成果】
市HPやサポーターズメール等において、ごみに関する市民の意識向上や行動促進につながる情報発信を行うだけでなく、
各種イベントにおいて、市の取組を市民へ周知しました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

来年度実施を予定していた「環境フェスティバル」で、リユース食器等の導入可能性の検討を行う
予定でしたが、環境フェスティバルを中止したため、検討できません。プラスチックごみの有効利
用促進のための新たな方法を検討します。
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41 (3-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 3-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
②一般廃棄物減量化等計画書提出件数
④いばらき食べきり協力店への新規登録数

②100件
④45件

①搬入検査の実施に伴う収集業者及び排出者への指導、及びチラシ等の配布を行います。
②多量排出事業者への一般廃棄物減量化等計画書の提出を要請します。
③資源回収を実施している小売店等との連携を検討します。
④食品ロス削減として、いばらき食べきり協力店の登録を推進します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

3 資源を賢く使う循環型社会に近づく

資源の浪費がなくなるだけでなく、ごみの発生抑制（リデュース）、再利用（リユース）、再資源
化（リサイクル）という3Rを推進することで、"ごみ"という概念がなくなるくらい資源循環される
仕組みができています。

3Rの推進

事業者によるごみ減量化の促進

事業概要

生活環境部 環境衛生課

事業者によるごみ減量及びリサイクルを推進します。

①事業系ごみ減量について、業種別のごみの排出状況を調査の上、把握します。
②多量排出事業者に対し、ごみ減量化に関する計画書の提出を要請します。
③事業系ごみ減量に向けた冊子等を配布し、ごみ減量及びリサイクルへの意識向上を図ります。
④飲食店及び商店等による食品ロス削減を推進します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①搬入検査を実施し、事業者の分別徹底を指導及び強化する。
②多量排出事業者に一般廃棄物減量化等計画書を提出させ、減量化及び資源化の指導を行います。
③排出事業者向け啓発パンフレットの配布を行います。
④いばらき食べきり協力店の制度紹介及び新規登録の呼びかけを行っていきます。

①搬入検査の実施件数（事業系）
②一般廃棄物減量化等計画書提出件数
③啓発パンフレットの配布数
④いばらき食べきり協力店への登録数

①30件
②100件
③3,500部
④110件

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①事業系一般廃棄物の排出実態を把握するため、サステナスクエアで事業系搬入車両の搬入検査を
15件行いました。概ね適切な収集がなされていましたが、一部不適正なものが紛れていたり、分別
が不十分な搬入がありましたので、収集運搬事業者及び排出事業者に指導を行い、不適正なものは
持ち帰りを指示しました。
②多量排出事業者から一般廃棄物減量化等計画書の提出を受け(137件)、減量化及び資源化の取組
が不十分な計画の場合は聞き取り等を行い、計画の再考を指導しました。
④いばらき食べきり協力店への登録はありませんでした。

①搬入検査で、燃やせるごみ（事業系一般廃棄物）に廃プラスチック類（産業廃棄物）や資源物（段ボール等）の混入が
少なからず見つかっていますので、ひどい場合は現地訪問による実態把握と分別徹底によるごみ減量及び資源化促進の指
導を行っていきます。
②減量化等計画書を依頼しても提出されない業者があるため、引き続き依頼をし現状把握に努めていきます。
④また、食べきり協力店への登録に関する情報発信を強化していきます。

事業実績・成果・評価

【実績】
①事業系一般廃棄物の排出実績を把握するため、サステナスクエアで事業系搬入車両の搬入検査を31件行いました。分別
が不十分な場合や不適正なものがあった場合には、持ち帰りを指示し、収集運搬業者及び排出事業者に指導を行いまし
た。
②多量排出事業者から一般廃棄物減量化等計画書の提出を受け(137件)、減量化及び資源化の取組が不十分な計画の場合
は聞き取り等を行い、計画の再考を指導しました。
③白色トレイや古紙（段ボール等）の店頭回収を行っている小売店を調査し、つくば市HPの内に店頭回収実施店舗一覧を
公開しました。
④いばらき食べきり協力店に４件の新規登録がありました。（R6.1.31時点、R6.3.31確定予定）
【成果】
②一般廃棄物減量化等計画書提出件数は137件でした。
④いばらき食べきり協力店の新規登録は４件でした。（R6.1.31時点、R6.3.31確定予定）

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

①搬入検査で燃やせるごみへの廃プラスチック類や資源物（段ボール等）の混入が見受けられま
す。搬入検査時にチラシやパンフレットの配布等、収集運搬許可業者及び排出事業者に対する分別
徹底の意識啓発及び指導を強化します。
④いばらき食べきり協力店の新規登録が少ないため、飲食店への働きかけが必要です。
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42 (3-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 3-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値①家庭用廃食油回収量 ①10,000リットル

①家庭用廃食油を市役所、交流センター、商業施設の拠点で回収し、BDFを精製します。
②精製したBDFをサステナスクエア内の作業車両及び委託収集車両で使用します。
②BDFの更なる利活用法の検討を行います。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

3 資源を賢く使う循環型社会に近づく

資源の浪費がなくなるだけでなく、ごみの発生抑制（リデュース）、再利用（リユース）、再資源
化（リサイクル）という3Rを推進することで、"ごみ"という概念がなくなるくらい資源循環される
仕組みができています。

3Rの推進

資源の有効活用を推進

事業概要

生活環境部 環境衛生課

リサイクル意識を醸成するとともに、河川等の水質汚濁を防止します。

①家庭から出る廃食油を拠点回収して、バイオディーゼル燃料（BDF）を精製します。
②精製したBDFは公共施設の作業車両及び委託収集車両に使用します。

 69 



上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①家庭用廃食油を市役所、交流センター、商業施設の拠点で回収し、BDFを精製します。
①廃食用油の回収拠点を精査し、回収拠点増所の検討を行います。
②精製したBDFをサステナスクエア内の作業車両及び委託収集車両で使用します。
②BDFの更なる利活用法の検討を行います。

①家庭用廃食油回収量 ①10,000リットル

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①市内にある27箇所の回収拠点から家庭用廃食用油5,526リットルを回収し、BDF1,566リットルを
精製し使用しました。
②精製したBDFについては、軽油の代替燃料として、サステナスクエア内の車両及び重機、廃食用
油を収集する車両で使用しました。

①精製したBDFに対応できる車両、重機等が減少してきています（精製したBDFに対応できる車両の
販売がない）。
②車両以外の利活用方法を検討、確立する必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
①市内27か所の拠点から家庭用廃食用油15,510リットルを回収し、BDF2,484リットルを精製し使用しまし
た。（令和６年１月31日時点、令和6年3月確定予定）
②サステナスクエアの車両や廃食用油を収集している車両で、代替燃料としてBDFを使用しました。
【成果】
①市内の拠点から回収した廃食用油からBDFを精製し、サステナスクエア管内の重機や廃食用油回収車の代
替え燃料として使用することができました。
②回収した廃食用油から代替え燃料を精製することにより、二酸化炭素の排出を削減することができまし
た。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

①廃食用油の回収量に対して精製量が少ないため、更なる利活用の検討が求められます。
②バイオディーゼル燃料の利活用方法をサステナスクエア管理課と検討します。
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43 (3-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 3-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
搬出先の全ての最終処分場及び資源化施設の効率的な追跡調
査を実施します。

－

・適正に最終処分されているか確認するため実施している追跡調査について、令和５年度から新た
な最終処分先となった福島県小野町を加えます。また、追跡調査の効率化について検討します。
・サステナスクエア各施設の包括的運転管理等の受託者に対して、適切な指導及び監督を行いま
す。
・リスク分散の観点から、最終処分場及び焼却灰資源化について更に調査を進めます。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

3 資源を賢く使う循環型社会に近づく

市民や事業者、市が地球の資源の有限性を認識しており、地域で最適な生産・消費が行われること
で、資源の浪費はほとんどなくなっています。

廃棄物の適正処理

一般廃棄物の適正な処理

事業概要

生活環境部 サステナスクエア管理課

市内から排出された一般廃棄物を適正に処理します。

・サステナスクエアに搬入された廃棄物の中間処理や最終処分を適正に行います。そのために、リ
サイクルセンターなどの施設の維持管理を適正に行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・搬出先の最終処分場及び資源化施設について、適正に最終処分されているか確認するため追跡調
査を実施します。
・サステナスクエア各施設の包括的運転管理等の受託者に対して、適切な指導及び監督を行いま
す。
・新たに建設予定の最終処分場について、立地自治体と情報共有を図り、整備状況等の調査を進め
ます。

・搬出先の最終処分場及び資源化施設の効率的な追跡調査を
実施します。
・群馬県に建設予定の最終処分場について現地調査を実施し
ます。

ー

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・サステナスクエアから搬出された焼却灰及び不燃物の最終処分について追跡調査を実施し、適切
に運搬・処分されていることを確認するとともに、移動手段等を検討し、効率化を図りました。
　◇調査実施日
　埋立施設：青森県（７月）・秋田県（７月）・山形県（８月）
　資源化施設：埼玉県（５月）
・各施設の包括的運転管理等の受託者に対して、適宜、設備の修繕に関する日程の調整、点検・報
告資料の作成等について指導及び監督を実施しました。
・近隣の新たな最終処分場（群馬県）について調査を進めました。

新たな最終処分場について継続して調査を進める必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
・サステナスクエアから搬出された焼却灰及び不燃物残渣の最終処分について追跡調査を実施し、移動手段
等の効率化を図りました。また、今年度から新たな最終処分先として追加した福島県の調査も実施しまし
た。
　◇調査実施日
　埋立施設：青森県（７月）・秋田県（７月）・山形県（８月）・福島県（10月）
　資源化施設：埼玉県（５月）
・各施設の包括的運転管理等の受託者に対して、適宜、設備の修繕に関する日程の調整、点検・報告資料の
作成等について指導及び監督を実施しました。
・近隣の新たな最終処分場（群馬県）について調査を進めました。
【成果】
・追跡調査により、焼却灰及び不燃物残渣が適切に運搬・処分されていることを確認しました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

最終処分場については、施設が遠方にあると運送に伴う環境負荷や費用が高くなるため、可能な限
り近隣の施設を利用できるよう継続して調査を進める必要があります。
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44 (3-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 3-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
①粗大ごみ予約件数
②ごみ分別アプリのダウンロード数(年間)

①12,000件
②8,500ダウンロード

①粗大ごみ収集の電話及びインターネット受付による戸別収集を実施します。
②家庭ごみの出し方カレンダーを作成し、全戸に配布します。
②スマートフォン用ごみ分別アプリ「さんあ～る」を広報紙や区会館等により周知するとともに、
通知機能等を活用した情報発信を行います。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

3 資源を賢く使う循環型社会に近づく

市民や事業者、市が地球の資源の有限性を認識しており、地域で最適な生産・消費が行われること
で、資源の浪費はほとんどなくなっています。

廃棄物の適正処理

一般廃棄物の適正な処理

事業概要

生活環境部 環境衛生課

適正な分別及び適正な処理により、リサイクル率を向上します。

①排出者の利便性を向上して粗大ごみを確実に回収するため、粗大ごみ受付センターを開設し、粗
大ごみの戸別収集を行います。
②ごみの排出方法及び分別方法などがわかりやすい分別カレンダーを全戸配布するほか、ごみ分別
のスマートフォンアプリを配信します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①継続して、粗大ごみ収集の電話及びインターネット受付による戸別収集を実施します。
②家庭ごみの出し方カレンダーを作成し、全戸に配布します。
②スマートフォン用ごみ分別アプリ「さんあ～る」について、広報紙、区会回覧等を通して周知を
行います。

①粗大ごみ予約件数
②ごみ分別アプリのダウンロード数(年間)

①12,000件
②8,000ダウンロード

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①粗大ごみの収集の受付は、電話によるものが3,269件、インターネットによるものが3,261件の計
6,530件ありました。
②スマートフォン用ごみ分別アプリ「さんあ～る」の周知を広報紙12月号、3Rニュース第70号、第
71号及び第72号で行いました。上半期のダウンロード数は、4,155件です（累計37,305件）。

②ごみ分別アプリでの情報発信の件数が７件と少ないため、より一層の活用を進めます。

事業実績・成果・評価

【実績】
①粗大ごみの収集の受付は、電話によるものが5,642件、インターネットによるものが5,495件の計11,137件
ありました。（令和６年１月31日時点、令和６年３月確定）
②家庭ごみの出し方カレンダーを作成し、２月１日から２月29日までの間にポスティングによる全戸配布を
行いました。（約120,000部）
②スマートフォン用ごみ分別アプリ「さんあ～る」の周知を広報誌12月号２月号、3Rニュース70号、71号及
び72号で行いました。今年度のダウンロード数は、6,817件です（累計39,967件）（令和６年２月末時点、
令和６年４月１日確定）。
【成果】
①多くの市民から粗大ごみ収集受付を利用いただきました。
②スマートフォン用ごみ分別アプリ「さんあ～る」の今年度のダウンロード数は、6,817件です。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

②ごみ分別アプリでの情報発信の件数が少なく、より一層の活用が必要です。
ごみ分別アプリの通知機能等を活用して、ごみの分け方や出し方について積極的に情報発信を行っ
ていきます。
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45 (3-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 3-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
②排出事業者への訪問啓発件数
②啓発パンフレット配布数

②30件
②3,000部

①茨城県と連携し、市内産業廃棄物処理施設の立入調査や、産業廃棄物不適正管理案件の調査及び
指導に協力します。
②排出事業者に対し、産業廃棄物と一般廃棄物の分別を促す「事業系廃棄物適正処理パンフレッ
ト」の配布及び訪問による啓発を行います。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

3 資源を賢く使う循環型社会に近づく

市民や事業者、市が地球の資源の有限性を認識しており、地域で最適な生産・消費が行われること
で、資源の浪費はほとんどなくなっています。

廃棄物の適正処理

産業廃棄物の適正処理に関する普及啓発

事業概要

生活環境部 環境衛生課

産業廃棄物などを適正に管理及び処理することで、都市環境への悪影響をなくします。

①産業廃棄物について、必要に応じて茨城県と連携し、産業廃棄物処理業者に対して適切な指導や
助言を行います。
②また、不法投棄や資源の持ち去りなどに対して、産業廃棄物の不適正保管及び不法投棄につい
て、茨城県に協力し、調査及び指導を行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①県と協力し、産業廃棄物処理施設、有害使用済機器保管事業所及び使用済自動車解体業者の立入
検査を行います。
②排出事業者の訪問を行い、産業廃棄物と一般廃棄物の適正分別について指導を行います。

①産業廃棄物処理施設等の立入検査
②排出事業者の訪問件数

①５件
②30件

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

②排出事業者４者を訪問し、ごみの排出状況の現地確認をするとともに、事業系ごみのポスターと
事業系廃棄物適正処理パンフレットを配布し、啓発を行いました。
②事業系廃棄物適正処理パンフレットを、主に収集運搬業者を通じて排出事業者に2,890部配布し
ました。

②排出事業者への訪問の際に、燃やせるごみ（事業系一般廃棄物）に廃プラスチック類（産業廃棄
物）の混入が見受けられます。より多くの訪問指導を行い、適正処理を推進します。

事業実績・成果・評価

【実績】
①市内産業廃棄物処理施設への立入調査はありませんでした。
②有害使用済機器保管等届出事業所定期立入検査を１件、使用済自動車解体業者の定期立入検査を５件行い
ました。（R6.1.31時点、R6.3.31確定予定）
②排出事業者11者（R6.1.31時点、R6.3.31確定予定）を訪問し、ごみ排出状況の現地確認をするとともに、
事業系ごみのポスターと事業系廃棄物適正処理パンフレットを配布し、啓発を行いました。
②事業系廃棄物適正処理パンフレットを減量化等計画書の提出依頼時や収集運搬業者を通じて排出事業者に
2,890部配布しました。

【成果】
②排出事業者の訪問件数は、11者(目標30者)でした。（R6.1.31時点、R6.3.31確定予定）
②事業系廃棄物適正処理パンフレットを2,890部配布しました。

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

①有害使用済機器保管事業所及び使用済自動車解体業者に適正保管についての指導を継続して行っていきま
す。
②燃やせるごみに廃プラスチック類等の産業廃棄物の混入が見受けられたため、事業系ごみのチラシ及び事
業系廃棄物適正処理パンフレットを活用して、排出事業者へ周知します。
（取組の関連性を考慮し、排出事業者に対するパンフレット配布については来年度から施策41とします。）
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47 (4-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 4-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値自発的な環境美化活動（ボランティア）者数 10,750名（延べ）

・環境美化活動（ごみ拾い等）への支援実施。（随時）
・まつりつくば等のイベントでの環境美化活動支援の周知・啓発活動（ブース出展）。
・広報誌や区会回覧のほか、本年度新たに導入するごみ拾い促進アプリ等による環境美化活動の周
知。
・きれいなまちづくり実行委員会の開催　月１回程度の企画会議。
・きれいきれい大作戦（年８回）による清掃活動等の開催。
以上のような、環境美化活動の支援や、その周知、市民参加型の環境美化活動の実施により、自発
的な環境美化活動（ボランティア）者数の増加を目指します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

4 安心で快適な生活環境で暮らす

静かで清潔なまちの中で、清々しい空気、安全な水を享受した、穏やかな暮らしが営まれていま
す。

清潔で静かな生活環境の確保

市民・事業者による美化活動

事業概要

生活環境部 環境保全課

市・市民・事業の連携した環境美化活動により、美化意識の高揚を図り、快適な市民生活の確保を
目指します。

①環境美化活動（ごみ拾い等）を行う個人・団体に対し、清掃用具（ごみ袋・軍手・火ばさみ）の
支給、傷害保険の加入等の支援を行うことで、自発的な環境美化活動を推進します。
②市と事業者が計画する環境美化活動（きれいなまちづくり実行委員会主催のきれいきれい大作
戦）へ市民が参加することで、環境美化意識の高揚を図ります。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・環境美化活動への支援実施。
・つくばフェスティバル等のイベントでの環境美化活動支援の周知・啓発活動。
・広報誌や区会回覧、SNS等による環境美化活動の周知。
・きれいなまちづくり実行委員会にて企画会議。
・きれいきれい大作戦による清掃活動等の開催。
・緑の表彰
以上のような、環境美化活動の支援や、その周知、市民参加型の環境美化活動の実施により、自発的な環境
美化活動（ボランティア）者数の増加を目指します。

自発的な環境美化活動（ボランティア）者数 11,000名（延べ）

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・広報つくばおよびSNS等にて、環境美化ボランティア活動の周知・募集を行いました。
・５月のつくばフェスティバルおよび８月のまつりつくばにて、環境美化ボランティア活動の啓
発・募集活動を行いました。
・７月に、SNSアプリ「ピリカ」と連動したつくば市版ごみ拾いWEBサイトを開設し、環境美化活動
の活性化および市内清掃活動の交流の促進を図りました。
・きれいなまちづくり実行委員会において、きれいきれい大作戦を４回実施し、市内各地のごみ拾
い活動を行いました。

環境美化ボランティアの増加を図るため、引き続き広報活動や啓発活動を行います。

事業実績・成果・評価

【実績】
・環境美化活動延べ人数…11,733名（R6年2月29日時点）
　支援品　ごみ袋…8,537枚／軍手…1,167双／火ばさみ…439本
　（R6年2月29日時点）
・啓発活動（５月つくばフェスティバル、８月まつりつくば）
・きれいなまちづくり実行委員会…12回開催（毎月１回）
・きれいきれい大作戦…６回開催（ごみ拾い活動５回、落書き消し１回　※雨天中止１回）（R6年2月29日
時点）
・区会回覧（３月）、SNS（８月）、広報誌（９月）による周知
・緑の表彰にて、継続活動者への表彰を実施（12月）
【成果】
　環境美化ボランティア活動について広く周知し、活動者数の増加を図りました。
　新たな取り組みとして、つくば市版ごみ拾いWEBサイトを開設し、環境美化活動の活性化および市内清掃
活動の交流の促進を図りました。また、継続活動者への表彰を行い、今後の活動へのモチベーションの維持
を図りました。

５ 目標を超えて達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

　環境美化ボランティア活動について、より広く周知し、また活動者のモチベーションの維持を図
ることで、今後も活動者数の増加を目指します。
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49 (4-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 4-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
①市内一斉清掃の実施回数
②不法投棄パトロール実施日数
④集積所設置事業補助金の交付件数

①２回
②350日
④30件

①市内一斉清掃を６月と12月に実施します。
②不法投棄パトロールを実施し、不法投棄されたごみを回収します。
③不法投棄防止のための看板を希望者に交付します。
④集積所の設置事業補助金を交付します。
・広報紙及び通信媒体を活用し、不法投棄防止の周知を強化します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

4 安心で快適な生活環境で暮らす

不法投棄やごみのポイ捨てがなくなり、快適で心地よい生活環境になっています。また、大気汚染
や騒音などの公害や健康被害を防ぐため、法令が順守されます。法令の基準以上に、環境負荷の低
減を図る事業者も多くいます。

清潔で静かな生活環境の確保

ごみの散乱防止

事業概要

生活環境部 環境衛生課

まちをきれいに保つため、地域の環境保全活動を行うほか、環境美化への関心を高め、ポイ捨ての
ない社会を目指し、美しいまちを将来の世代に引き継ぎます。

①６月及び12月に全区会（自治会）に呼びかけ、道路脇にぽい捨てされたごみの清掃活動を実施し
ます。
②不法投棄パトロールを実施し、道路上に不法投棄されたごみを回収します。
③再発防止や注意喚起のため、不法投棄禁止の看板を市民に無料で配布します。
④ごみの散乱を防止するため、集積所の設置補助を行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①市内一斉清掃を６月と12月に実施します。
②不法投棄パトロールを実施し、不法投棄されたごみを回収します。
③不法投棄防止のための看板を希望者に交付します。
④集積所の設置事業補助金を交付します。また、補助上限を10万円に変更します。
　広報紙及び通信媒体を活用し、不法投棄防止の周知を強化します。

①市内一斉清掃の実施回数
②不法投棄パトロール実施日数
④集積所設置事業補助金の交付件数

①２回
②350日
④15件

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①６月４日に市内一世清掃を実施しました。回収量（不燃ごみ）は8,980kgとなりました。
②不法投棄パトロールを176日行い、2,470kgのごみを回収しました（前年度上半期3,380kgから
910kg減少）。
③不法投棄防止のための看板を118枚交付しました。
④集積所設置補助金について、５件の補助金交付がありました。

区会がない地域などは、市内一斉清掃を実施していなかったため、広報の改善が必要となります。

事業実績・成果・評価

【実績】
①６月４日と12月３日にしない一斉清掃を実施しました。回収量（不燃ごみ）は、20,480kgとなりました。
②不法投棄パトロールを324日行い、10,090kgのごみを回収しました。（令和６年2月29日時点、令和６年４
月確定予定）
③不法投棄防止のための看板を210枚交付しました。（令和６年2月29日時点、令和６年４月確定予定）
④集積所設置補助金について、11件の補助金交付がありました。【令和６年２月29日時点、令和6年3月確定
予定】
【成果】
①市内一斉清掃を２回実施することができた。
②ほぼ、毎日パトロールを実施し、不法投棄されにくい環境づくりに寄与した。
④目標の件数には届きませんが、設置件数は28件あり、集積所設置を促進することができました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

①区会がない地域などは、市内一斉清掃を実施していなかったため、広報の改善が必要となりま
す。
②市内全域をパトロールし、不法投棄物の回収を行い、より不法投棄されにくい環境づくりを行っ
ていく。
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50 (4-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 4-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
①区会回覧及び広報誌による周知回数
　防犯環境美化パトロール実施日数

①４回
　350日

①野外焼却行為の禁止については、区会回覧及び広報紙により周知を行います。広報紙及び通信媒
体を活用し、不法投棄防止の周知を強化します。
　防犯環境美化サポーターによる市内巡回パトロールを実施し、屋外焼却行為者に対し注意及び指
導を行います。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

4 安心で快適な生活環境で暮らす

不法投棄やごみのポイ捨てがなくなり、快適で心地よい生活環境になっています。また、大気汚染
や騒音などの公害や健康被害を防ぐため、法令が順守されます。法令の基準以上に、環境負荷の低
減を図る事業者も多くいます。

清潔で静かな生活環境の確保

野焼き対策

事業概要

生活環境部 環境衛生課

野焼きによる煙や臭い等の被害を無くし、快適な生活環境を目指します。

①不適正な屋外焼却行為禁止について周知及び注意喚起を行うとともに、市内の巡回パトロールを
行い、行為者に対して指導等を行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①野外焼却行為の禁止については、区会回覧及び広報紙により周知を行います。
②防犯環境美化サポーターによる市内巡回パトロールを実施し、屋外焼却行為者に対し注意及び指
導を行います。

　広報紙及び通信媒体を活用し、不法投棄防止の周知を強化します。

①区会回覧及び広報誌による周知回数
②防犯環境美化パトロール実施日数

①４回
②350日

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①５月に区会回覧、９月に広報つくばで野外焼却禁止の周知を行いました。
　防犯環境美化サポーターによるパトロールを176日実施し、24件の野外焼却行為者に指導しまし
た。

指導を行っても、再度野外焼却を行う者がいるため、警察とも連携をとる必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
①区会回覧及び広報つくばで野外焼却禁止の周知を行いました。
 防犯・環境美化サポーターによるパトロールを324日実施し、55件の野外焼却行為者に指導しました。（令
和６年2月29日時点、令和６年４月確定予定）
【成果】
回覧や広報紙での周知を行った。防犯・環境美化サポーターによるパトロールや指導、関係部署とも連携を
とり指導をすることができた。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

指導を行っても、再度野外焼却を行う者がいるため、関係部署とも連携をとる必要があります。
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51 (4-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 4-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
・農業用廃プラスチックの回収量
・葉刈り芝の回収量

・廃プラスチック 28,000㎏
・葉刈り芝　　75,000㎏

・農家へ農業用廃プラスチック回収日程及び適正処理啓発チラシを配布します。
・農業用廃プラスチック回収事業
　７月から１月の間にビニール２回、ポリエチレン５回、緑マルチ１回の計８回の回収を行いま
す。
・ストックヤード事業
　５月から11月まで市内７か所にストックヤードを設置し葉刈り芝の回収を行います。また、新た
なストックヤード候補地について調査、交渉を行います。
・葉刈り芝たい肥化事業
　申請者に対し、たい肥化促進のため発酵促進剤と消石灰を配布します。（随時）

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

4 安心で快適な生活環境で暮らす

不法投棄やごみのポイ捨てがなくなり、快適で心地よい生活環境になっています。また、大気汚染
や騒音などの公害や健康被害を防ぐため、法令が順守されます。法令の基準以上に、環境負荷の低
減を図る事業者も多くいます。

清潔で静かな生活環境の確保

野焼き対策

事業概要

経済部 農業政策課

農業用廃プラスチックや葉刈り芝を適正に処理することで、不法投棄や野焼きを防止し、周辺の生
活環境に配慮した農業の推進を支援します。

・農業用廃プラスチックの回収及び適正処理を行うことにより不法投棄や野焼きを防止し農村環境
の保全を図るため、ビニール及びポリエチレンの回収を実施します。
・葉刈り芝の適正処理を行うため、ストックヤードでの回収及びたい肥化の促進のために発酵促進
剤と消石灰の配布を行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・農家へ農業用廃プラスチック回収日程及び適正処理啓発チラシを配布します。
・農業用廃プラスチック回収事業
　７月から12月の間にビニール２回、ポリエチレン５回の計７回の回収を行います。
・ストックヤード事業
　５月から11月まで市内９か所にストックヤードを設置し葉刈り芝の回収を行います。また、新たなストッ
クヤード候補地について調査、交渉を行います。
・葉刈り芝たい肥化事業
　申請者に対し、たい肥化促進のため発酵促進剤と消石灰を配布します。（随時）

・農業用廃プラスチックの回収量
・葉刈り芝の回収量

・廃プラスチック 28,000㎏
・葉刈り芝　　80,000㎏

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

【農業用廃プラスチック適正処理】
・広報つくばへ掲載、農家へチラシ配布を行いました。
・下記のとおり回収を実施
　ビニール　　  ７月21日：680㎏
　ポリエチレン　７月25日：6,780㎏、９月27日：3,140㎏
【ストックヤード事業】
・下記のとおり回収を実施（葉刈り芝の回収量）
    ５月～９月計　79,360㎏
　５月　10,020㎏　６月　13,410㎏　７月　16,300㎏　８月　14,710㎏　９月　24,920㎏
【葉刈り芝たい肥化事業】
・1 件の申請あり

・ストックヤード事業について、コンテナ設置箇所ごとに回収量の差があるため、より利用を促す
よう周知検討が必要となります。

事業実績・成果・評価

【実績】
・農業用廃プラスチック適正処理
　広報つくばへ掲載、農家へチラシ配布を行いました。
　下記のとおり回収を実施
　ビニール　7/21：680kg　10/25：4,510kg　計：5,190kg
　ポリエチレン　7/25：6,780kg　 9/27：3,140kg
　　　　　　 11/2：5,250kg　11/15：8,350kg
　　　　　　12/20：9,960kg　計：33,480kg
　緑マルチ　1/16：610kg
　 総計：39,280kg
・ストックヤード事業
　下記のとおり回収を実施しました。（葉刈り芝の回収量）
　５月　 10,020㎏　８月　14,710㎏　11月　 6,590kg
　６月　 13,410㎏　９月　24,920㎏
　７月　 16,300㎏　10月　16,550㎏　　計　102,500kg
・葉刈り芝たい肥化事業
　１件の申請がありました。
【成果】
農業用廃プラスチック適正処理の回収量が合計39,280㎏、ストックヤード事業の回収量が102,500㎏となり、目標を超えて達成しまし
た。

５ 目標を超えて達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

ストックヤード事業について、コンテナ設置箇所ごとに回収量の差があるため、より利用を促すよ
う周知を行います。新たなストックヤード設置場所についても効果を検証し、次回候補地の検討を
していきます。
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52 (4-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 4-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値騒音・振動苦情件数 50件

①所管法令に基づく届出受理、立入検査、行政指導、行政処分等を実施します。
④公害防止協定に基づき、事業所の指導(102事業所)を行い、公害の未然防止に努めます。
②自動車騒音常時監視調査を実施します。（23評価区間）

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

4 安心で快適な生活環境で暮らす

不法投棄やごみのポイ捨てがなくなり、快適で心地よい生活環境になっています。また、大気汚染
や騒音などの公害や健康被害を防ぐため、法令が遵守されます。法令の基準以上に、環境負荷の低
減を図る事業者も多くいます。

清潔で静かな生活環境の確保

騒音・振動の防止

事業概要

生活環境部 環境保全課

市民の健康被害防止及び生活環境の保全を図ります。

①公害法令に基づく届出受理・審査事務、立入検査・指導等を行います。
②法定受託事務である常時監視、本市の政策及び施策に資する一般環境調査（道路騒音調査等）
③公害紛争処理法に基づく苦情処理（相談、調査、指導、助言）を行います。※ただし、廃棄物関
係を除く。
④公害防止に係る「公害防止協定」、「公害防止確認書」の運用、調整を行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・所管法令に基づく届出受理、立入検査、行政指導、行政処分等を実施します。
・公害防止協定に基づき、事業所の指導(102事業所)を行い、公害の未然防止に努めます。
・自動車騒音常時監視調査を実施します。（30評価区間）

騒音・振動苦情件数 50件

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・法令等届出受理件数63件［参考：昨年度上半期84件］
　騒音規制法：31件（特定施設関係：14件、特定建設作業：17件）
　振動規制法：20件（特定施設関係：９件、特定建設作業：11件）
　県生環条例（騒音・振動）：12件（特定施設関係：10件、特定建設作業：２件）
・公害防止協定に基づく基準値超過報告・指導：１件　［参考：昨年度上半期０件］
・苦情処理件数（騒音・振動）
　騒音：43件、振動：２件　［参考：昨年度上半期　47件］

昨年度と比較し、苦情数はほぼ横ばいですが、引き続き事業者への啓発活動が必要です。

事業実績・成果・評価

【実績】
・法令等届出受理件数124件［参考：昨年度年間176件］
　騒音規制法：61件（特定施設関係：30件、特定建設作業：31件）
　振動規制法：42件（特定施設関係：22件、特定建設作業：20件）
　県生環条例（騒音・振動）：21件（特定施設関係：17件、特定建設作業：4件）
・公害防止協定に基づく基準値超過報告・指導：1件　［参考：昨年度年間0件］
・苦情処理件数（騒音・振動）
　騒音：72件、振動：4件　［参考：昨年度年間105件］
・年度末公害防止協定締結総数：102事業場
・自動車騒音常時監視調査：23区間の評価を実施（市内の環境基準達成率：95％）（2024.3.6時点、R6.5確
定予定）
【成果】
・目標としている「苦情件数」が、昨年度と比較し大幅に減少しました。（R6.3.6時点、R6.5確定予定）

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

・昨年度に引き続き、事業者に対しての啓発を行いましたが、苦情件数は横ばいでした。
・機器の点検等について、引き続きホームページに事業者への啓発事項を掲載しました。
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53 (4-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 4-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値水質・悪臭・大気苦情件数 40件

①所管法令に基づく届出受理、立入検査、行政指導、行政処分等を実施します。
④公害防止協定に基づき、事業所の指導(102事業所)を行い、公害の未然防止に努めます。
②河川(調整池含)、地下水の水質測定を実施します。（河川：21地点、地下水：28地点）

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

4 安心で快適な生活環境で暮らす

不法投棄やごみのポイ捨てがなくなり、快適で心地よい生活環境になっています。また、大気汚染
や騒音などの公害や健康被害を防ぐため、法令が遵守されます。法令の基準以上に、環境負荷の低
減を図る事業者も多くいます。

安全な生活環境の確保

良好な大気・水・土の確保

事業概要

生活環境部 環境保全課

市民の健康被害防止及び生活環境の保全を図ります。

①公害法令に基づく届出受理・審査事務、立入検査・指導等を行います。
②法定受託事務である常時監視、本市の政策及び施策に資する一般環境調査（地下水調査等）
③公害紛争処理法に基づく苦情処理（相談、調査、指導、助言）を行います。※ただし、廃棄物関
係を除く。
④公害防止に係る「公害防止協定」、「公害防止確認書」等の運用、調整を行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・所管法令に基づく届出受理、立入検査、行政指導、行政処分等を実施します。
・公害防止協定に基づき、事業所の指導(102事業所)を行い、公害の未然防止に努めます。
・河川(調整池含)、地下水の水質測定を実施します。（河川：21地点、地下水：28地点）

水質・悪臭・大気苦情件数 40件

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・法令等届出受理件数　227件［参考：昨年度上半期228件］
　水質汚濁防止法：127件、県生環条例（水質）：2件、県霞条例（水質）：１件
　土壌汚染対策法：97件、県生環条例（悪臭）：０件、大気汚染防止法（一般粉じん発生施設）：２件
・河川等水質調査（一般河川環境モニタリング）
　河川基準点４地点、河川補助地点９地点、調整池等８地点で月１実施（調整池等は５月に実施）
・公害防止協定に基づく基準値超過等報告・指導：９件　［参考：昨年度上半期６件］
・立入検査実施数（水質） 水質検査実施件数：16件　［参考：昨年度上半期11件］
・土壌汚染対策法 汚染区域指定件数 要措置区域：０件、形質変更時要届出区域：１件
・土壌汚染対策法 汚染区域解除件数 要措置区域：１件、形質変更時要届出区域：３件
・苦情処理件数（水質・悪臭・大気）
　水質：１件、悪臭：27件、大気：２件
［参考：昨年度上半期　水質：３件、悪臭：25件、大気：９件］

昨年度と比較し、苦情数は全体として減少しています。一方、みどりの地区の悪臭は昨年度の９件から、11
件とほぼ横ばいですが、引き続き苦情発生の状況に注視する必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
・法令等届出受理件数369件［参考：昨年度年間462件］
　水質汚濁防止法：194件、県生環条例（水質）：2件、県霞条例（水質）：3件、土壌汚染対策法：160件、県生環条例
（悪臭）：０件、大気汚染防止法（一般粉じん発生施設）：10件
・河川等水質調査（一般河川環境モニタリング）
　河川基準点４地点、河川補助地点９地点、調整池等８地点で月１実施（調整池等は５、11月に実施）
・公害防止協定に基づく基準値超過等報告・指導：12件　［参考：昨年度年間13件］
・立入検査実施数（水質） 水質検査実施件数：14件、書類検査実施件数：11件
　法令違反事業場に対しては、改善指導を実施しました。
・土壌汚染対策法 汚染区域指定件数 要措置区域：０件、形質変更時要届出区域：３件
・土壌汚染対策法 汚染区域解除件数 要措置区域：１件、形質変更時要届出区域：３件
・苦情処理件数（水質・悪臭・大気）
　水質：1件、悪臭：38件、大気：4件
［参考：昨年度年間　水質：8件、悪臭：54件、大気：15件］
【成果】
・目標としている「苦情件数」が、昨年度と比較し大幅に減少しました。（R6.3.6時点、R6.5確定予定）

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

・悪臭防止法に基づく、臭気規制について、物質濃度規制から、臭気指数規制への切り替えの検討
を引き続き行い、令和７年度からの施行を目指します。
・排水基準違反事業場に対しては、継続的に立入を行い、改善を促します。
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54 (4-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 4-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値浄化槽補助申請数 100件

高度処理型合併処理浄化槽の設置等に要する経費について、補助金を交付し、高度処理型合併処理
浄化槽の普及促進を図ります。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

4 安心で快適な生活環境で暮らす

静かで清潔なまちの中で、清々しい空気、安全な水を享受した、穏やかな暮らしが営まれていま
す。

安全な生活環境の確保

上下水道の維持・管理

事業概要

生活環境部 環境保全課

　高度処理型合併処理浄化槽の普及促進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚染を防止しま
す。

・高度処理型合併処理浄化槽の設置（新設又は転換）費用の一部を補助
・転換に伴う宅内配管工事費の一部を補助
・単独浄化槽等の撤去費用の一部を補助
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

高度処理型合併処理浄化槽の設置等に要する経費について、補助金を交付し、高度処理型合併処理
浄化槽の普及促進を図ります。

高度処理型合併処理浄化槽設置補助金申請数
100件（新規設置80件、単独
処理浄化槽等からの転換20
件）

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

浄化槽補助申請数
１　新規設置
　窒素又はリン処理型　５人槽：42件、７人槽：８件
２　単独処理浄化槽等からの転換
　窒素又はリン処理型　５人槽：２件、７人槽：２件

河川等の水質汚濁の原因となる単独処理浄化槽やくみ取り槽が、市内に未だ多く設置されているこ
とから、合併処理浄化槽への転換促進を図ります。

事業実績・成果・評価

【実績】
高度処理型合併処理浄化槽設置補助金申請数
１　新規設置 ・・・67件（うち２件補助事業中止）
（内訳）
　①窒素又はリン処理型　５人槽：54件（うち２件補助事業中止）、７人槽：13件
２　単独処理浄化槽等からの転換・・・10件（うち２件補助事業中止）
（内訳）
　①窒素又はリン処理型　５人槽：４件、７人槽：５件（うち１件補助事業中止）、10人槽：１件（補助事
業中止）

【成果】
合併処理浄化槽の設置により、未処理排水の改善につながりました。

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

未処理排水を改善するため、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換を推進する必要があり
ます。
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55 (4-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 4-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値― ―

年度当初に実績のある緊急工事業者を選定し、配水管の漏水や構造物の破損を修繕するための工事
単価契約を締結して、緊急事態が発生した際は、迅速に対応していきます。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

4 安心で快適な生活環境で暮らす

静かで清潔なまちの中で、清々しい空気、安全な水を享受した、穏やかな暮らしが営まれていま
す。

安全な生活環境の確保

上下水道の維持・管理

事業概要

上下水道局 水道工務課

迅速な漏水の復旧や構造物に起因する騒音、振動の改善を実施することで、上水道の安定供給、快
適な生活環境及び事故を未然に防止し安全を確保します。

配水管の漏水や構造物の破損が発生した際に、迅速な機能回復を図るため、緊急工事業者と連携し
て修繕工事を実施します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

年度当初に実績のある緊急工事業者を選定し、配水管の漏水や構造物の破損を修繕するための工事
単価契約を締結して、緊急事態が発生した際は、迅速に対応していきます。

― ―

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

漏水や水道施設構造物に起因する振動や騒音の通報に対して、迅速に緊急修繕工事50件を実施した
ことで、被害の拡大や二次被害を防ぐことができました。

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
　漏水の通報、水道施設構造物に起因する振動や騒音の苦情等に対して、配水管等修繕工事を91件、消火栓
修繕工事を10件実施しました。（R6.221時点、R6.5月確定予定）
【成果】
　配水管の漏水等、緊急に対応が必要な事態が発生した際、緊急工事業者と連携し、速やかに修繕工事を実
施できたことで、安定供給及び安全を確保できました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

特にありません。
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56 (4-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 4-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値下水道普及率 0.864

・新規整備事業
　通年　事業認可取得地内の設計委託および工事の施工
・維持管理事業
　通年　ストックマネジメント計画に基づく計画的な施設の修繕及び改築工事の施工

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

4 安心で快適な生活環境で暮らす

静かで清潔なまちの中で、清々しい空気、安全な水を享受した、穏やかな暮らしが営まれていま
す。

安全な生活環境の確保

上下水道の維持・管理

事業概要

上下水道局 下水道工務課

公共下水道の維持管理及び必要な整備を行い、市民の安全で快適な生活環境の確保及び公共水域の
水質汚濁の防止を図ります。

・霞ヶ浦常南・小貝川東部流域下水道関連の公共下水道及び特定環境保全公共下水道による公共下
水道の整備を実施します。
・また、中継ポンプ場、マンホールポンプなどの下水道施設の適正な維持管理及び改築工事を行
い、運転に関わる安全性を確保します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・新規整備事業
　通年　事業認可取得地内の設計委託および工事の施工
・維持管理事業
　通年　ストックマネジメント計画に基づく計画的な施設の修繕及び改築工事の施工

下水道普及率 0.2％以上の増

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

当初の計画通り、公共下水道の整備、維持管理及び改築工事を実施しました。
・新規整備事業
　　契約件数　11件
　　工事内容　管渠新設　Ｌ＝3570.9ｍ
・維持管理事業（改築・更新事業）
　　協定件数　１件（日本下水道事業団工事委託協定）
　　協定内容　5-7　つくば市公共下水道花室第一中継ポンプ場及び大曽根中継ポンプ場の建設工
事委託に関する協定

特にありません

事業実績・成果・評価

【実績】
当初の計画通り、公共下水道の整備、維持管理及び改築工事を実施しました。
・新規整備事業
　　工事契約件数　19件　工事延長　管渠新設　Ｌ＝6,151.2ｍ
　　委託契約件数　3本　委託延長　詳細設計　L=5,324.0m
・維持管理事業（改築・更新事業）
　　管渠入替：契約件数　1件　延長距離　L=486.9m
　　管渠更生：契約件数　１件　延長距離　L=86.2m
　　協定件数　１件（日本下水道事業団工事委託協定）
　　協定内容　5-7　つくば市公共下水道花室第一中継ポンプ場及び大曽根中継ポンプ場の建設工
事委託に関する協定

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

【課題】
物価上昇に伴う工事費の増加による整備期間の増

【改善目標】
ゼロ債務負担行為等の活用による早期発注
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57 (4-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 4-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値

・カバークロップ補助対象面積
・環境保全型農業直接支払交付金対象面積
・有機資材購入費補助対象面積
・農薬の適正使用に関する市HP掲載回数及び広報つくば掲載
回数

・カバークロップ  30ha
・環直交付金   15ha
・有機資材　   150ha
・市HP掲載１回、広報つく
ば掲載１回

・カバークロップ事業
　申請者に対して、被覆植物の種子を無料配布します。（申込受付６月～７月、配布９月～10月）
・環境保全型農業直接支払交付金
　農地土壌への炭素貯留に効果の高い営農活動や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対して交付金を交付します。
（新規受付・変更申請６月、実績報告３月）
・有機資材購入費補助事業
　農作物に応じて10a当たり1,000円から10,000円の有機資材購入費への補助を行います。（交付申請４月、実績報告１～
２月）
・農薬の適正使用
　市HP、広報つくばに農薬の適正使用に関する情報を掲載します。
　農薬の適正使用についてのチラシを、JAや農薬販売店、ホームセンター等に配布し、購入者に周知を行います。（チラ
シ配布５月、広報つくば掲載６月）

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

4 安心で快適な生活環境で暮らす

不法投棄やごみのポイ捨てがなくなり、快適で心地よい生活環境になっています。また、大気汚染
や騒音などの公害や健康被害を防ぐため、法令が遵守されます。法令の基準以上に、環境負荷の低
減を図る事業者も多くいます。

安全な生活環境の確保

農業における環境配慮

事業概要

経済部 農業政策課

・被覆植物を作付けすることにより畑からの土埃や表土流出を防止、また、化学肥料や化学合成農
薬を低減することにより環境保全型農業を推進します。
・農薬の適正使用について周知し、農業による環境影響を軽減します。

・カバークロップ事業
　冬場の作付けされていない農地からの土ぼこりと表土流出を防止するため、申請者に対して緑肥としてすき込みができ
る被覆植物の種子を無料配布します。
・環境保全型農業直接支払交付金
　農業者等が地球温暖化防止等を目的に、農地土壌への炭素貯留に効果の高い営農活動や生物多様性保全に効果の高い営
農活動の推進を図ります。
・有機資材購入費補助事業
　特別栽培農産物及び有機JAS認証者に対して、有機肥料の助成措置を行います。
　被覆植物を作付けすることにより畑からの土埃や表土流出を防止、また、化学肥料や化学合成農薬を低減することによ
り環境保全型農業を推進します。
・農薬の適正使用
　農薬の適正使用に関する情報を市HP、広報つくばへの掲載による周知を実施します。また、農薬の適正使用についての
チラシを、JAや農薬販売店、ホームセンター等に配布します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・カバークロップ事業
　申請者に対して、被覆植物の種子を無料配布します。（申込受付６月～７月、配布９月～10月）
・環境保全型農業直接支払交付金
　農地土壌への炭素貯留に効果の高い営農活動や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対して交付金を交付します。
（新規受付・変更申請６月、実績報告３月）
・有機資材購入費補助事業
　農作物に応じて10a当たり1,000円から10,000円の有機資材購入費への補助を行います。（交付申請４月、実績報告１～
２月）
・農薬の適正使用
　市HP、広報つくばに農薬の適正使用に関する情報を掲載します。
　農薬の適正使用についてのチラシを、JAや農薬販売店、ホームセンター等に配布し、購入者に周知を行います。（チラ
シ配布５月、広報つくば掲載６月10月）

・カバークロップ補助対象面積
・環境保全型農業直接支払交付金対象面積
・有機資材購入費補助対象面積
・農薬の適正使用に関する市HP掲載回数及び広報つくば掲載回数

・カバークロップ  30ha
・環直交付金   15ha
・有機資材　   150ha
・市HP掲載１回、広報つくば掲
載１回

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

【カバークロップ事業】
　補助対象面積：ハゼリソウ 15.55ha　ヘアリーベッチ 16.95ha　合計 32.5ha
【環境保全型農業直接支払交付金】
・計画認定申請があった３団体について、計画を認定しました。
・環境保全型農業直接支払交付金補助対象面積　24.07ha
【有機資材購入費補助】
・申請者10団体（申請予定）
【農薬の適正使用に関する市HP掲載回数及び広報つくば掲載回数】
・農薬の適正使用に関する情報を、市ホームページは常時掲載、広報つくば６月号に掲載しました。広報つ
くばへは、下半期に２回目の掲載（10月号）を予定しています。５月に市内農薬取扱店へ農薬の適正使用に
関するチラシを配布しました。

・農薬の適正使用に関する周知について、農薬散布に関する相談等が減少するよう周知方法等を検
討します。

事業実績・成果・評価

【実績】
・カバークロップ事業
　６月から７月に申込受付し、10月に種子を配布しました。
　補助対象面積：ハゼリソウ 15.55ha　ヘアリーベッチ 16.95ha　合計 32.5ha
・環境保全型農業直接支払交付金
　計画認定申請があった３団体について、計画を認定しました。
　環境保全型農業直接支払交付金補助対象面積　24.07ha
・有機資材購入費補助
　申請者９団体について交付決定しました。
　有機資材購入費補助対象面積　188.0ha
・農薬の適正使用に関する市HP掲載回数及び広報つくば掲載回数
　農薬の適正使用に関する情報を、市ホームページは常時掲載、広報つ
　くば６月号・10月号に掲載しました。５月に市内農薬取扱店へ農薬
　の適正使用に関するチラシを配布しました。
【成果】
カバークロップ事業の対象面積は合計32.5ha、環境保全型農業直接支払交付金の補助対象面積は24.07ha、有機資材購入
費補助の補助対象面積は188.0ha、農薬の適正使用に関しては、市ホームページは常時、広報つくばは2回掲載し目標を超
えて達成しました。

５ 目標を超えて達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

カバークロップ事業の補助対象面積が前年度の数値とほぼ変わらないので、市報やホームページ・
ＳＮＳ等で周知をしていきます。
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58 (4-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 4-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
国がホームページで公表している事業者が届け出た化学物質
の排出量・移動量等に関する情報を、市のホームページを経
由し閲覧できる環境を整備する。

－

前年度同様に、PRTR法第８条第４項に基づき事業者から届け出された化学物質の排出量・移動量等
を市民が閲覧しやすい環境を形成します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

4 安心で快適な生活環境で暮らす

不法投棄やごみのポイ捨てがなくなり、快適で心地よい生活環境になっています。また、大気汚染
や騒音などの公害や健康被害を防ぐため、法令が遵守されます。法令の基準以上に、環境負荷の低
減を図る事業者も多くいます。

安全な生活環境の確保

有害化学物質の適正な管理

事業概要

生活環境部 環境保全課

有害化学物質による健康影響を防止します。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR法）において、
対象事業者は、対象化学物質の排出量・移動量情報を県経由で国へ届出し、国が集計、公表してお
り、化学物質の排出量などの当該情報を市民に提供します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

ＰＲＴＲ法に関する情報（ＰＲＴＲ法制度の概要、届出に関する情報、届け出された化学物質の排
出量、移動量の公表先ホームページへのリンク）を継続して市のホームページに掲載し、市民が閲
覧しやすい環境を形成します。

国がホームページで公表している事業者が届け出た化学物質
の排出量・移動量等に関する情報を、市のホームページを経
由し閲覧できる環境を整備する。

－

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

ＰＲＴＲ法に関する情報（ＰＲＴＲ法制度の概要、届出に関する情報、届け出された化学物質の排
出量、移動量の公表先ホームページへのリンク）を継続して市のホームページに掲載し、市民が閲
覧しやすい環境を形成しました。

特にありません

事業実績・成果・評価

【実績】
PRTR法に関する情報（PRTR法制度の概要、届出に関する情報、届け出された化学物質の排出量、移動量の公
表先ホームページへのリンク）を継続して市のホームページに掲載しました。

【成果】
PRTR法に関する情報について、市民が閲覧しやすい環境を形成できました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

特にありません。
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59 (5-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 5-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値大人向けの環境講座イベントの実施回数 ２回

・民間事業者（NPO含む）や他部署と連携して、自然観察講座やエコクッキング事業などの大人向
け環境教育講座を実施します。
①自然観察講座　　　　　１回
②エコクッキング（大人向け）１回

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

5 市民一人ひとりが環境を考え、行動する

市民一人ひとりが、環境について楽しく学び、日々の暮らしで持続可能なライフスタイルを実践し
ています。また、家庭や職場、学校において、つくば市の環境や地球環境について話すのが当たり
前になっていて、皆で一緒に創意工夫しながら環境保全に取り組んでいます。

持続可能なライフスタイルの推進

市民の環境リテラシーの向上

事業概要

生活環境部 環境政策課

市民一人ひとりが環境に関わる資質や責任感、能力や知識・技能を身につけることを促進するた
め、大人向けの普及啓発活動“大人の環境教育”を推進します。市の豊かな自然や地球環境問題、
日々の暮らしの環境負荷や環境にやさしい暮らし方などに関する正しい知識を身につけるため、環
境教育講座等を開催します。

・大人向けの環境教育講座を実施します。
・自然体験イベント、つくば環境フェスティバルなどを実施します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・民間事業者（NPO含む）や他部署と連携して、自然観察講座やエコクッキング事業などの大人向
け環境教育講座を実施します。
①自然観察講座　　　　　2回
②エコクッキング（大人向け）1回

大人向けの環境講座イベントの実施回数 3回

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・大人向け環境教育講座を実施しました。
（９月29日現在の実施状況）
①４月15日里山ウォーク　参加者14名
②-1７月26日市民向けエコ・クッキング（親子向け）参加者16名中大人８名
②-2８月30日市民向けエコ・クッキング（親子向け）参加者16名中大人８名

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
・大人向け環境教育講座を実施しました。
（９月29日現在の実施状況）
　４月15日里山ウォーク　参加者14名
　３月３日自然環境教育事業「春の北条平沢ジオウォーク」参加者11名中大人5名
　７月26日市民向けエコ・クッキング（親子向け）参加者16名中大人８名
　８月30日市民向けエコ・クッキング（親子向け）参加者16名中大人８名
　１月24日市民向けエコ・クッキング（大人向け）参加者16名
【成果】
　環境教育事業等を通じて、つくば市の豊かな自然環境に触れる機会や、環境負荷軽減につながる知識等を
提供しました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

自然環境教育事業参加者に関して、幅広い年齢層を対象にして、参加を募る必要があります。幅広
い年代が参加できるよう、イベントの対象者の拡大を検討します。
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60 (5-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 5-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値環境教育事業の実施回数 ８回

・環境マイスターの会、ジオパーク室、NPO法人、桜川探検隊及び小野川探検隊と自然環境教育を
実施します。
・環境配慮製品などを購入する際の補助等を検討します。
①環境マイスターの会　 １回
②ジオパーク室　　　   １回
③NPO法人　            ２回
④桜川探検隊　         ３回
⑤小野川探検隊　       １回

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

5 市民一人ひとりが環境を考え、行動する

市民一人ひとりが、環境について楽しく学び、日々の暮らしで持続可能なライフスタイルを実践し
ています。また、家庭や職場、学校において、つくば市の環境や地球環境について話すのが当たり
前になっていて、皆で一緒に創意工夫しながら環境保全に取り組んでいます。

持続可能なライフスタイルの推進

持続可能なライフスタイルの推進[重点施策]

事業概要

生活環境部 環境政策課

市民の日々の暮らしを持続可能なライフスタイルへと転換するサポートを推進します。また、地域
の環境教育や環境保全活動に自ら取り組むリーダーが増えるよう、活動しやすい場づくりや市民
ネットワークづくりの支援を行います。

・環境分野で活躍する市民団体への支援強化や環境に関する情報を広く展開することが可能な人材
の発掘を目指します。
・優れた環境配慮製品などを購入する際の補助や会員制プログラムのポイント制度強化をはじめと
するインセンティブ、内容の充実化を図ります。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・環境マイスターの会、ジオパーク室、NPO法人、桜川探検隊及び小野川探検隊と自然環境教育を実施しま
す。
①環境マイスターの会　 １回
②ジオパーク室　　　   １回
③NPO法人　            ２回
④桜川探検隊　         ２回
⑤小野川探検隊　       １回
・環境配慮製品などを購入する際の補助等を検討します。

環境教育事業の実施回数 ７回

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

自然環境教育事業を実施しました。
①環境マイスターの会 １回（４月15日里山ウォーク）
③NPO法人（環境フォーラム）１回（７月22日つくば自然環境教育事業）
④桜川探検隊１回（７月29日桜川フナ稚魚放流体験事業）
（令和５年度の小野川探検隊交流事業は、安全面に問題が生じたため、事務局(龍ヶ崎市)の判断に
より、中止となりました。）

ジオパーク室との共同事業について、実施日等を決定する必要があります。

事業実績・成果・評価

【実績】
自然環境教育事業を実施しました。
（２月28日現在の実施状況）
①環境マイスターの会と共同 １回（４月15日）
②ジオパーク室と共同１回（３月３日）
（令和５年度の小野川探検隊交流事業は、安全面に問題が生じたため、事務局(龍ヶ崎市)の判断により、中
止となりました。）
③NPO法人（環境フォーラム）委託事業　２回（７月22日、１月20日）
④桜川探検隊　２回（７月29日、11月18日）
【成果】
自然環境教育事業を通じて、地域の歴史を学び、自然に親しむ機会を提供することにより、自然環境の重要
性を周知しました。
環境教育事業において、意識啓発のため、環境配慮製品を配布しました。

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

計画策定時に予定していた「優れた環境配慮製品などを購入する際の補助」等の実施について、次
年度から検討します。

 102 



61 (5-1) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 5-1

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値サポーターズメールマガジンの配信回数 36回

・市HPやサポーターズメール等などを通じて、省エネにつながる環境情報や環境にやさしい生活情
報を迅速に提供します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

5 市民一人ひとりが環境を考え、行動する

市民一人ひとりが、環境について楽しく学び、日々の暮らしで持続可能なライフスタイルを実践し
ています。また、家庭や職場、学校において、つくば市の環境や地球環境について話すのが当たり
前になっていて、皆で一緒に創意工夫しながら環境保全に取り組んでいます。

持続可能なライフスタイルの推進

環境情報の集約・発信

事業概要

生活環境部 環境政策課

市民の環境への関心度に応じた情報を提供・共有することで、持続可能なライフスタイルを実践す
る市民を増やします。

・ホームページや広報紙・冊子などを通じて最新の環境情報や環境にやさしい生活の方法・工夫に
ついて、市民の環境への関心度に応じた情報を提供します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・市HPやサポーターズメール等などを通じて、省エネにつながる環境情報や環境にやさしい生活情
報を迅速に提供します。

サポーターズメールマガジンの配信回数 40回

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

市HPやサポーターズメール等を通じて、省エネや環境にやさしい生活情報を提供しました。
（９月29日現在の実施状況）
①サポーターズメール　配信回数 26回、
　内容　市の環境イベント案内　15回
　　　　ＮＰＯ法人等の環境イベント案内　５回
　　　　ごみ減量に関する周知等　６回
②市HP　配信回数 ２回、　内容　市の環境イベント案内
③つくスマ　配信回数 ２回、　内容　市の環境イベント案内
④SNS  （X、Facebookなど） 配信回数 ５回、　内容　市の環境イベント案内
⑤つくスマ　配信回数 ２回、　内容　市の環境イベント案内

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
市HPやサポーターズメール等を通じて、省エネや環境にやさしい生活情報を提供しました。
（2月28日現在の実施状況）
①サポーターズメール　配信回数 41回、
　内容　市の環境イベント案内　26回
　　　　ＮＰＯ法人等の環境イベント案内　６回
　　　　ごみ減量に関する周知等　９回
②市HP　配信回数 ７回、　内容　市の環境イベント案内
③つくスマ　配信回数 ４回、　内容　市の環境イベント案内
④SNS  （X、Facebookなど） 配信回数 ９回、　内容　市の環境イベント案内
【成果】
市HPやサポーターズメール等などを通じて、最新の環境情報等を迅速に提供しました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

特にありません。
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62 (5-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 5-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値

つくばスタイル科において新たにＳＤＧｓの視点を取り入れ
た環境学習等、特色ある教育活動を実施し、子どもたちの環
境に対する意識の涵養や実践意欲を高めるために、未来に向
けてよりよい教育活動となるよう、扱う内容や方法などを常
時見直し、修正します。

―

①-１地域人材、科学関連施設、市で運営している事業と連携した環境学習を実施します。
①-２持続可能な開発目標の達成を呼びかける「ＳＤＧｓシールコンテスト」を実施します。
①-３つくばスタイル科を通して、ＳＤＧｓを意識した環境学習を実施します。
②校外での行事を通して、自然体験活動を実施します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

5 市民一人ひとりが環境を考え、行動する

子どもへの環境教育も重視されており、子どもたちの環境意識が高まっています。

将来を担う子どもたちへの環境教育

つくばスタイル科の推進

事業概要

教育局 学び推進課

これからの時代に求められる力である「21世紀型スキル」を基盤として再構築した「つくば次世代
型スキル」や「次世代環境教育プログラム」をつくばスタイル科をとおして実践し、子どもたちが
環境やエネルギー、持続可能性を大切にする実践的な社会づくりについて考えを深めていく活動を
推進します。

①身近な自然の変化、自然との関わりを通して、人と環境の関係性を意識し、自然と共生するため
の人間生活を考えていきます。
②さらに、持続可能な社会の実現に向け、環境にやさしい社会づくりについて考えを深めていく活
動を行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①-１地域人材、科学関連施設、市で運営している事業と連携した環境学習を実施します。
①-２持続可能な開発目標の達成を呼びかける「ＳＤＧｓシールコンテスト」を実施します。
①-３市で運営している事業と連携しながら、つくばスタイル科を通して、ＳＤＧｓを意識した環境学習を
実施します。
②校外での学習・行事等を通して、外部人材との交流活動や自然体験活動を実施します。

つくばスタイル科を中心にＳＤＧｓの視点を取り入れた環境
学習等、特色ある教育活動を実施し、子どもたちの環境に対
する意識の涵養や実践意欲を高めるために、未来に向けてよ
りよい教育活動となるよう、扱う内容や方法などを常時見直
し、修正します。

ー

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①－１科学出前レクチャーや、稚魚の放流活動など、市で運営している事業と連携しながら環境学
習を実施しています。
①－２市内全児童生徒を対象にスタディノートを活用した「ＳＤＧｓシール・アニメコンテスト」
を実施しています。
①－３つくばスタイル科での環境分野の学習においてGIGA端末を活用しながら、課題発見・調査・
発表の活動を継続的に行っています。
②新型コロナウイルス感染症が５類となったことを受け、校外学習等制限のない自然体験活動を行
うことができています。

教育局ホームページ等を活用しながら、実施してきた学校と市との自然に関する連携活動を広報と
して広げていく必要が課題として挙げられます。

事業実績・成果・評価

【実績】①－１科学出前レクチャーは20件10校（小野川小、栗原小、研究学園小、研究学園中、竹園西小、並木小、二の
宮小、東小、みどりの学園、九重小）、稚魚の放流活動は３校（秀峰筑波、栗原小、栄小）で行い、環境学習や体験活動
を実施することができました。
①－２SDGsシール・アニメコンテストでは、市内全児童生徒を対象にスタディノートを活用し、環境に関する意識啓発の
ために、SDGsの視点を題材としたスライドを作成することができました。作成されたスライドは、市内児童生徒が見るこ
とのできるスタディノートの掲示板を活用し、共有を図ることもできています。これまで継続して実施してきており、今
年度は市内ほぼ全ての学校から応募がありました。
①ー３つくばスタイル科の学習において、つくば市のSTEAMコンパス事業を活用し、市内科学関連機関と対面で科学に関
わる体験活動を行ったり、GIGA端末を活用しオンラインで交流を行ったりするなど、複数の方法で科学に関する活動を通
して、環境に関する意識を高めることができました。
②自然体験活動を含めた郊外学習等の中で、SDGsを意識した環境学習を行うことができました。
【成果】
　新型コロナウイルス感染症による活動の制限が解除され、身近な自然との関わりや、人と環境の関係性を意識した人間
生活を考えていくための交流活動や体験活動を学校教育活動に多く含め実施することができました。このような教育活動
が多く行われることで、持続可能な社会の実現に向け、環境にやさしい社会づくりについて考えを深めるきっかけにつな
がると考えます。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

・新型コロナウイルス感染症による活動の制限が解除され、交流や体験活動が増えてきています。
少しずつそのような活動を増やしながら、活動自体をただ増やすのではなく、内容の見直しや精査
なども継続的に行っていいく必要があります。
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63 (5-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 5-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値エコクッキング事業実施回数 15回

・市内小学生や環境スタイルサポーターズを対象に民間事業者と連携してエコクッキング事業を実
施します。
・市内の学校と連携し、「省エネドリル」を通じて環境問題意識醸成プログラムを実施します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

5 市民一人ひとりが環境を考え、行動する

子どもへの環境教育も重視されており、子どもたちの環境意識が高まっています。

将来を担う子どもたちへの環境教育

つくばスタイル科の推進

事業概要

生活環境部 環境政策課

「つくばスタイル科」における次世代環境プログラムや「環境IEC運動」等の取組により、環境意
識の高い児童生徒を育成し、長期的な視点で地域の温室効果ガス排出の抑制や持続可能な社会づく
りを目指します。

・学校において「つくばスタイル科」や「環境IEC運動」等を推進し、持続可能な社会づくりの担
い手を育みます。
・行政と学校の連携強化により、環境・経済・社会の統合的な視点で課題解決を図ることのできる
人材を育む教育プログラムを実施します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・市内小学生や市民を対象に民間事業者と連携してエコクッキング事業を実施します。
市内の学校と連携し、「省エネドリル」を通じて環境問題意識醸成プログラムを実施します。

エコクッキング事業実施回数 15回

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・環境配慮やCO₂削減へつながる食材や調理法等を紹介・調理し、食を通じたエコクッキング事業を実施しました。（９
月29日現在の実施状況）
〔市内小学校〕
６月13日春日学園６年生講義（ｵﾝﾗｲﾝ)２回　参加数140名
６月27日前野小５年生実習１回　参加数13名
７月13日九重小５年生講義（訪問）２回　参加数46名
９月７日栗原小６年生講義（ｵﾝﾗｲﾝ）１回　参加数48名
〔市民向け〕
７月26日エコクッキング事業（親子向け）参加数16名
８月30日エコクッキング事業（親子向け）参加数16名
・家庭での環境問題への意識向上及び省エネへの取組の促進を目的として、省エネドリルの動画を配信しました。（９月
29日現在の実施状況）配信日７月15日～　対象者　市内小学４年～６年生　視聴回数1,370回

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
・環境配慮やCO₂削減へつながる食材や調理法等を紹介・調理し、食を通じたエコクッキング事業を実施し
ました。
〔市内小学校〕（２月28日現在の実施状況）
①〔市内小学校〕12校、19回、参加数687名
②〔市民向け〕3回（親子向け2回、大人向け1回）、参加数48名
・家庭での環境問題への意識向上及び省エネへの取組の促進を目的として、省エネドリルの動画を配信しま
した。（2月28日現在の実施状況）配信日：７月15日～、対象者：市内小学４年～６年生、視聴回数：1,409
回
【成果】
　各種事業を通して、児童の地球温暖化問題の理解及び環境意識の向上を図りました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

特にありません。
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64 (5-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 5-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
つくば市学校給食会栄養士部会が実施している食生活に関す
る調査における「給食で地場産物を使っている認知度」

80%以上

・つくば市学校給食栄養士部会で、食生活に関する調査を行います。
・献立表や給食だよりで学校給食に使用する地場産農産物やその生産者について紹介します。
・生産者による食育授業を企画し、各学校で生産者による授業を実施します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

5 市民一人ひとりが環境を考え、行動する

子どもへの環境教育も重視されており、子どもたちの環境意識が高まっています。

将来を担う子どもたちへの環境教育

学校での地産地消の推進

事業概要

教育局 健康教育課

郷土を愛する心を育てるとともに、子どもたちへ地元農産物に関する理解を促進します。

・新鮮で安心・安全な地場産農産物の学校給食への導入を推進し、生産者と児童生徒が直接交流す
る機会を設けます。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

11月をつくば市の地産地消月間とし、広く食育授業を実施します。また11月30日のつくば市民の日
には「つくば市民の日」メニュー提供します。
つくば市の生産者を学校に招き、食育授業を行います。

学校給食に地元の食材が使われていることを知っている児童
生徒の割合

80%以上

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

つくば市学校給食栄養士部会で５年生８年生を対象に食生活に関するWeb調査２回目を行いまし
た。食生活に関するアンケート調査の結果は、つくば市HPに掲載する予定です。

11月「つくば市民の日」メニュー提供しました。
つくば市の生産者や栄養教諭による食育授業を行いました。
新型コロナウイルス感染症で中止していた栄養士による給食時訪問を再開しました。

アンケート調査の回答率が上がらないため、設問の見直しを行いました。

事業実績・成果・評価

【実績】
学校給食に地元の食材が使われていることを知っている児童は、５年生で77%、８年生で80%でした。
つくば市で作られている農作物の認知度は、5年生、8年生ともに1位れんこん、2位米でした。食生活に関す
るアンケート調査の結果は、つくば市HPに掲載しています。
生産者による食育授業を小中学校・義務教育学校で27回行いました。

【成果】
令和4年度と比較すると5年生では1.2%低下、8年生は4.3%上昇しました。

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

学校給食に地元の食材が使われていることを知っている児童の割合が5年生では低下したため、生
産者の食育授業や栄養教諭等の食育指導の機会を増やします。
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65 (5-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 5-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値動画の視聴回数 1,100回

①環境学習イベントとして、稚魚放流事業や筑波山自然環境教育事業を実施し、子どもたちに自然
環境や身近な生き物、環境問題について学ぶ機会を提供します。
②環境問題を身近に学ぶ機会を提供するため、地球温暖化対策に関する動画を提供します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

5 市民一人ひとりが環境を考え、行動する

子どもへの環境教育も重視されており、子どもたちの環境意識が高まっています。

将来を担う子どもたちへの環境教育

学校外での環境教育の推進

事業概要

生活環境部 環境政策課

市内の子どもたちを対象とした環境学習イベントや、筑波ふれあいの里を中心とした筑波山麓の自
然資源を活用した自然体験プログラムなどを通じて、学校外においても、子どもたちも環境教育を
推進します。

①市内の子どもたちを対象とした環境学習イベント等を開催します。
②環境や持続可能性についての教材等を作成します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

①環境学習イベントとして、稚魚放流事業や筑波山自然環境教育事業を実施し、子どもたちに自然
環境や身近な生き物、環境問題について学ぶ機会を提供します。
②環境問題を身近に学ぶ機会を提供するため、地球温暖化対策に関する動画を提供します。

動画の視聴回数 1,400回

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

①市内の子どもたちを対象とした環境学習イベントを実施しました。（９月29日現在の実施状況）
稚魚放流体験事業
７月７日（金）栄小学校　参加数42名
７月10日（月）栗原小学校　参加数59名
７月12日（木）秀峰筑波義務教育学校　参加数111名
自然環境教育事業
７月22日（土）「夏休み企画 葛城の森で虫探し！」　参加数14名
②家庭における環境問題への意識向上及び省エネ取組の促進を目的として、省エネドリルの動画を配信しました。（９月
29日現在の実施状況）配信日７月15日～　対象者　市内小学４年～６年生　視聴回数1,370回

特にありません。

事業実績・成果・評価

【実績】
①市内の子どもたちを対象とした環境学習イベントを実施しました。（２月28日現在の実施状況）
稚魚放流体験事業
７月７日（金）栄小学校　参加数42名
７月10日（月）栗原小学校　参加数59名
７月12日（木）秀峰筑波義務教育学校　参加数111名
自然環境教育事業
７月22日（土）「夏休み企画 葛城の森で虫探し！」　参加数14名
１月20日（土）「冬の森でネイチャーウォッチング」　参加者８名
②家庭における環境問題への意識向上及び省エネ取組の促進を目的として、省エネドリルの動画を配信しました。（２月
28日現在の実施状況）配信日：７月15日～、対象者：市内小学４年～６年生、視聴回数：1,409回
【成果】
市内の子どもたちを対象とした環境学習イベントを実施することにより、学校では経験することができない自然体験の機
会を提供しました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

特にありません。
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66 (5-2) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 5-2

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値
【筑波ふれあいの里】
　実施回数、参加者数

【筑波ふれあいの里】
　７回、200名

【筑波ふれあいの里】
　７月　沢の生きもの観察会
　８月　虫・むし探検隊（調査編）
　８月　筑波山麓の自然で遊ぼう
　９月　虫・むし探検隊（観察スケッチ編）
　10月　繭玉から生糸をつくってみよう
　12月　筑波山麓の稲わらでしめ縄づくり
　12月　森の散策とクリスマスクラフト
　　※年７回、各親子12組の参加を予定

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

5 市民一人ひとりが環境を考え、行動する

子どもへの環境教育も重視されており、子どもたちの環境意識が高まっています。

将来を担う子どもたちへの環境教育

学校外での環境教育の推進

事業概要

経済部 観光推進課

次世代を担う子どもたちとその親の世代に、筑波山の豊かな自然が育みもたらす様々な恵みを体験
を通して実感してもらい、良好な自然環境を将来へ継承するために実施します。

・「NPOつくば環境フォーラム」への委託事業。ふれあいの里を拠点に周辺の自然と里のくらしの
知恵などを活かしたプログラムで、親子を対象に今年度は７回を予定しています。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

筑波山麓自然学校　　　※年７回、各親子12組の参加を予定
　６月　沢の生きもの観察会
　７月　初夏の自然観察
　７月　夕方から夜の昆虫観察
　９月　虫・むし探検隊（観察スケッチ編）
　10月　繭玉から生糸をつくってみよう
　12月　森の散策とクリスマスクラフト
　12月　筑波山麓の稲わらでしめ縄づくり

【筑波ふれあいの里】
　実施回数、参加者数

【筑波ふれあいの里】
　７回、170名

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

実施プログラム
・７月15日　沢の生きもの観察会　参加人数 7組22名（大人９名、子ども13名）
・８月９日　虫・むし探検隊 調査編　参加人数 ８組23名（大人10名、子ども13名）
・８月23日　筑波山麓の自然で遊ぼう　参加人数 ７組17名（大人８名、子ども９名）
・９月２日　虫・むし探検隊 観察スケッチ編　参加人数 ８組22名（大人11名、子ども11名）
　※合計参加人数　30組84名

【筑波ふれあいの里】
・上半期の参加者数は84名で１講座あたり21名となり、今年度の目標値（１講座あたり28名）は達成できて
いません。
　今後は従来の市報による周知のほか、ふれあいの里ホームページ上から筑波山麓自然学校の募集サイトへ
直接飛べるようにするなど、集客方法を改善します。

事業実績・成果・評価

【実績】
筑波山麓自然学校
・７月15日　沢の生きもの観察会　参加人数 7組22名（大人９名、子ども13名）
・８月９日　虫・むし探検隊 調査編　参加人数 ８組23名（大人10名、子ども13名）
・８月23日　筑波山麓の自然で遊ぼう　参加人数 ７組17名（大人８名、子ども９名）
・９月２日　虫・むし探検隊 観察スケッチ編　参加人数 ８組22名（大人11名、子ども11名）
・10月８日　真綿から繭玉をつくってみよう　参加人数　12組36名（大人19名、子ども17名）
・12月２日　筑波山麓の稲わらでしめ縄づくり　参加人数　10組27名（大人15名、子ども12名）
・12月16日　森の散策とクリスマスクラスト　参加人数　7組20名（大人9名、子ども11名）
＊合計参加人数　59組167名（大人81名、子ども86名）
【成果】
・当該講座を通じて、次世代を担う子どもたちとその親の世代に、筑波山の豊かな自然が育みもたらす様々な恵みを体験
してもらうことができました。

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

　新型コロナ後、初めて参加者制限を設けずに実施した自然学校講座でしたが、実施回数は目標ど
おりだったものの、夏場に流行したインフルエンザやアデノウイルスの影響により、７月～９月に
実施した講座は体調不良による当日キャンセルが相次いだことから、参加者数は目標値（200名）
には及びませんでした。
　次年度は、開催を１カ月程度早めるとともに、真夏の講座は夕方の涼しい時間に開催するなど、
出来るだけ体調不良によるキャンセル者を出さないように改善を図ります。
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69 (5-3) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 5-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値地産地消レストランの認定件数（累計） 160件（累計）

・地元産食材を使用した市内飲食店等を地産地消店として認定し、PRを行うことにより地産地消を
推進し、地元産食材の消費拡大を図ります。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

5 市民一人ひとりが環境を考え、行動する

市民一人ひとりが、環境について楽しく学び、日々の暮らしで持続可能なライフスタイルを実践し
ています。また、家庭や職場、学校において、つくば市の環境や地球環境について話すのが当たり
前になっていて、皆で一緒に創意工夫しながら環境保全に取り組んでいます。

環境と経済の好循環

地産地消の推進

事業概要

経済部 農業政策課

地元農家の振興と地域経済の活性化の好循環による持続可能なまちづくりを目指し、地元産食材の
PR、積極的活用、農産物加工品販売支援等により地域活性化を図ります。

・農産物の地産地消を推進するため、６次産業化支援、地産地消レストラン事業を行います。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

・地元産食材を使用した市内飲食店等を地産地消店として認定し、PRを行うことにより地産地消を
推進し、地元産食材の消費拡大を図ります。
・生産者の地産地消の取組や農業体験イベント等の情報を集約し、地産地消推進専用サイト「Farm
to Tableつくば」やSNSを通じて情報発信します。

地産地消認証店舗の件数（累計） 165件

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・６次産業化について、随時相談を受け付けています。
・地産地消レストラン等（地産地消店）の認定件数は、累計158件です（令和５年９月末日現在）。
・新規の地産地消店に対して、PRツール（認定証、のぼり、ポスター等）を配布しました。
・専用ウェブサイトで、地産地消店や地元農家の情報発信を行いました。ウェブサイトでの情報発信頻度を
向上させるととともに、FacebookやTwitterでの周知により、地産地消の取組をPRしました。
・地元産農産物を利用した加工品を開発・販売したいとの事業者と生産者のマッチングを行いました。

・地産地消の取組を集約している専用ウェブサイトへのアクセス数を伸ばせるよう、ＳＮＳや市広
報等を通じてＰＲを行います。

事業実績・成果・評価

【実績】
・地産地消認証店舗の件数（累計）は、160件です。（R6.3.31見込在）
【成果】
・専用ウェブサイトやSNSを通じて、地産地消店や地元生産者の取組の情報発信を行いました。
・地元産農産物を利用した加工品を開発・販売したいとの事業者と生産者のマッチングや生産者の地産地消
の取組に対する情報発信を行いました。

４ 概ね目標どおり達成した

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

・専用ウェブサイト「Farm to Tableつくば」の認知度向上のための取組を継続的に実施します。
・生産者の自発的な取組の情報集約を図り、発信や連携を行います。
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70 (5-3) 関連施策番号   する

基本目標

将来像

施策の柱 5-3

施策の方向性

担当課・室

事業の目的

事業の概要

Ｒ５年度
事業計画

Ｒ５年度
成果指標

目標値地産地消率（つくば市で生産・収穫された食品数の割合） 20%

給食だより等において、地場産物情報の発信を積極的に行います。
つくば市産コシヒカリ（特別栽培米）100%使用の米飯を提供します。
各給食センターで工夫した献立作成を行います。
地元野菜の積極的導入を検討します。

施策番号

■令和５年度つくば市環境基本計画進行管理票■

環境基本計画の位置づけ

5 市民一人ひとりが環境を考え、行動する

市民一人ひとりが、環境について楽しく学び、日々の暮らしで持続可能なライフスタイルを実践し
ています。また、家庭や職場、学校において、つくば市の環境や地球環境について話すのが当たり
前になっていて、皆で一緒に創意工夫しながら環境保全に取り組んでいます。

環境と経済の好循環

地産地消の推進

事業概要

教育局 健康教育課

学校給食への地元農産物の利用
地域の活性化、生産者と消費者の結びつき強化、流通コストや環境負荷の削減等を目的とし、地域
で生産された農産物を地域で消費します。

①地産地消を推進するため地元農家などから、野菜の積極的購入を行います。
②つくば市産コシヒカリ（特別栽培米）100%使用の米飯や、つくば市産小麦ユメシホウを用いたパ
ンの提供など各給食センターで工夫した献立作成を行います。
③つくば市の食材を使用した「地産地消の日献立」や「ジオパークメニュー」など、給食に取り入
れます。
④地元農産物生産者の食育授業を実施します。
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上半期
（４～９月分）

課題・
改善が必要な点

事業成果・実績

評価

評価

意見

Ｒ６年度
事業計画

Ｒ６年度
成果指標

目標値

 

 

■令和６年度つくば市環境基本計画進行管理票■

つくば市産の食材を使用した給食用の食品や加工品の開発を検討します。

地産地消率（つくば市の材料費における地場難物取り扱い業
者取引額を全青果取り扱い業者の取引額で除したもの）金額
ベース
つくば市の学校給食における地産地消ガイドラインを改定す
るため、指標を変更します。

40%以上を維持（予定）

つくば市環境審議会の意見

進捗状況・実績

・つくば市産特別栽培米コシヒカリ使用の米飯を提供しました。
・給食だより等において、地場産物を使用したレシピや生産者の紹介を掲載しました。
・給食の献立のレシピ集を作成し、「楽しく学ぼう！学校給食まつり」でのＰＲや来年度つくば市
の公立小学校に入学予定の保護者に配布しました。

・大規模給食センターの出荷量に対応できる農産物が少ないことや献立と野菜の集荷時期が合わず、つくば
市産を使用できないことが課題です。
・気候の変動により、つくば市地場産物の生育不良により給食で地場産物活用ができませんでした。

事業実績・成果・評価

【実績】
①給食センターでの食材検討時の見積もり合わせでは、地場産物優先でつくば市産を使用しました。
②つくば市産コシヒカリ100%使用の米飯を提供しました。
　つくば市産米粉を使用した米粉パンを月に１回程度提供しました。
③地場産物を活用した、つくば地産地消の日メニューやつくば市民の日メニューを提供し、地産地消を推進しました。つ
くば市産さつまいもを使用した「さつまいもプリン」を企画し給食で提供しました。給食のPRのため、つくばイオンで
「給食まつり」を実施しました。
④生産者の食育授業実施回数　17件
　地産地消率（つくば市で生産・収穫された食品数の割合）は15.6％（R6年2月末時点、R6年4月確定予定）
【成果】
生産者による食育事業等は、R4年度と比較し増えました。また、栄養教諭や給食センターの栄養士の給食時訪問も再開さ
れ、食育については充実しつつあります。
学校給食の地場産物活用の指標である地産地消率（食品数ベース）は現時点で15.6%であり、野菜の不作による食材不足
が原因で目標値には達成できていない状況です。

３ 一部未達成であった

次年度へ向けた課題及び改善目標

課題及び
改善目標

大規模給食センターの出荷量に対応できる農産物が少ないことや献立と野菜の集荷時期が合わず、
つくば市産を使用できないことが課題です。
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第３次つくば市環境基本計画 事前質問に対する回答一覧（令和６年度第１回つくば市環境審議会）

通し
番号

施策番
号

施策の方向性 担当課 質問 質問・意見 回答

1 2
市民による省エネ
の促進

環境政策課 質問

・令和５年度の実績に「11月にデータのフォーマット完成」と記載されて
いるので、令和４年度の取得データはフォーマット作成の検討のためと理
解してよいか？　また、令和４年度のデータは、今回の完成フォーマット
に対応できるか？
・事業の概要で「③モニタリングデータから、対策別の省エネ効果等を
フィードバックする」とあるが、具体的な対策例は何か？　データ提供者
が対策方法をフォーマット中にインプットするのか、市がデータから対策
を判断するのか？　また省エネ効果をどのように判断するのか？
・令和６年度計画で、「①モニタリングデータの検証方法やフィードバッ
クする情報について検討します」とあるが、検証するというのは？、ま
た、フィードバック情報について、データ提供者はフォーマットにイン
プットすることにより、省エネが実感できるようになっているのか？

①令和４年度までは簡易的なフォーマットが存在しておりましたが、令和５年度
に改めてフォーマットを完成したということです。
令和４年度と令和５年度で重複しているデータのみ対応できます。
②居住人数や導入機器、オール電化有無、エアコンの稼働時間、電気使用量、電
力会社からの購入量等のデータを取得しています。データ提供者には導入機器別
の電気使用量等をフィードバックすることを考えています。
③フォーマットには家の電気使用量や太陽光発電の発電量等を入力していただき
ます。家のHEMSでそれらのデータを見ながら、フォーマットに入力していただき
ますが、その作業が手間になるのでそのデータ入力方法を改めて検討しますとい
うことです。不明瞭な記載で申し訳ございません。
家の電気使用量や太陽光発電の発電量等を確認できる作業になりますので、省エ
ネが実感できる方もいらっしゃるかと思います。

2 3

マルチベネフィッ
トな低炭素化プロ
ジェクトの推進[重
点施策]

環境政策課 質問
・Jクレジットの採算性の確認について、採算性の確認プロセスは確定し
ているのか？

プロジェクト登録やクレジット認証にかかる費用などを含めた採算性の確認につ
いて、令和５年度にはまだ確定していません。令和６年度にはＪクレジット制度
事務局や認証機関のほか、類似のプロジェクトを行っている他自治体にもヒアリ
ングを行う予定です。

3 4
建物の省エネ・再
エネ導入の推進

環境政策課 質問

・施策番号２との違いは？
・燃料電池、蓄電池等の導入すれば、低炭素住宅となるのか、経済的な効
果があるのかによって、周知方法に違いがあるように思います。
・導入による効果の検証も必要ではないでしょうか？　例えば燃料電池・
蓄電池を、何年使えば、経済的効果、省エネ効果が表れるのかは確認でき
るようになっているのか？

①施策番号２は既に低炭素住宅に住んでいる方のエネルギーの使用実態をモニタ
リングし、そのモニタリング結果をフィードバックすることで更なる省エネを図
るための施策です。一方、施策番号４は再エネ設備の導入の推進など建築物の低
炭素化を図るための施策です。
②低炭素住宅としての環境面だけではなく、経済的な効果もありますので、今後
の周知の際に経済面も合わせてお知らせしていきます。
③各家庭のエネルギー使用量や導入する製品の性能等によって効果に差が出るた
め、つくば市で導入による効果の検証は行っておらず、メーカーから購入者に対
して説明してもらっています。

4 4
建物の省エネ・再
エネ導入の推進

環境政策課 質問

蓄電池・燃料電池・V2Hの評価は件数での評価ですが、同じ一件でも一般
家庭と事業者ではスケールが異なると思います。一般家庭と事業者とで件
数を比較した場合、何か傾向がみえるでしょうか？影響の大きい方を優先
する補助制度にした方がよいと思いました。

現在の補助金制度では一般家庭向けのみ補助金を交付しておりますので、進行管
理票記載の件数は全て一般家庭の方の件数になります。事業者への補助制度につ
いては、産業振興部門の類似制度と調整して実施します。

5 5
低炭素でコンパク
トなまちづくり

環境政策課 質問
・施策番号６も同様になるが、そもそも論として、「低炭素でコンパクト
なまち」というのは、市民の生活の視点でどのようなイメージになるの
か？

つくば市低炭素ガイドラインでは、「今後のまちづくりにおいて、市街化の無秩
序な拡大を抑制するとともに、拠点となる市街地に都市機能の集積を図ります。
これにより、徒歩、自転車等による生活利便性を高めることで、環境負荷軽減を
図るとともに、拠点間の移動には公共交通の利用を促進し、自動車利用からの転
換を図ります。」としています。市民の生活として、生活利便性を犠牲にするこ
となく、環境負荷の低減や少子高齢化等の各種課題に対応したまちづくりを行う
ものです。

6 6
低炭素でコンパク
トなまちづくり

都市計画課 質問

・人口減少地域に該当するのはどこで、なぜ減少しているのかは把握され
ているのか？
・施策番号25の里地景観の維持や施策番号34とも関連すると思いますが、
将来的な里地の維持・管理との整合性はとれているのでしょうか？

・旧町村の区分において、筑波地区及び茎崎地区は減少傾向にあり、全国的な傾
向のとおり、少子高齢化が代表的な要因であると考えられます。
・立地適正化計画は、市街地内の人口密度の維持を図りつつ、市街地への機能の
集積を進め生活利便性を高めることが主な目的であり、その周辺の市街化調整区
域や集落地のコミュニティ維持も期待できることから、間接的ではありますが里
地の維持・管理には資するものと考えられます。

7 6
低炭素でコンパク
トなまちづくり

都市計画課 質問
「都市機能誘導区域外への誘導施設開発等届出」ととありますが、届け出
漏れは許されるのでしょうか？動向を把握された後になにをされるので
しょうか？

都市再生特別措置法に基づき届出は義務となっています。届出によって立地傾向
や需要を把握することで、今後のまちづくりや施策の検討材料とします。

8 6
低炭素でコンパク
トなまちづくり

都市計画課 質問

「区域内への立地を促す取組や施策の情報提供」に対する被説明者の反応
にはどういったものがあるのでしょうか。また、その反応を受けて、区域
内への立地を実現させるための施策にはどういうものがありうると考えら
れるでしょうか。

窓口で説明した際の主な反応としては、「区域外には建築できないのか」という
質問を受けることがあります。施策については、計画に位置付け取り組んでおり
ますが、今後も立地傾向や需要を把握していくとともに、公的不動産等既存ス
トックの有効活用など他自治体の事例も収集して望ましい施策を検討していきま
す。

9 6
低炭素でコンパク
トなまちづくり

都市計画課 質問 届け出漏れがどの程度あると考えられるでしょうか。

宅地建物の取引において、重要事項説明の対象となっていることから、基本的に
届出は遵守されていると考えられますが、令和５年度において、６件の届出漏れ
に対して指導を行った経緯がありますので、制度については引き続き周知を図っ
ていきます。

10 8
低炭素な公共交通
の充実

総合交通政策
課

質問
・つくバスの利用促進のために、片側２車線での時間帯のよる優先レーン
設定の検討は難しいか？

つくバスは10路線運行しており、このうち主に片側２車線の道路を運行する路線
は、北部シャトルと南部シャトルです。優先レーンが想定される朝、夕において
は、つくバス以上に関東鉄道やJRバスの路線バスが運行されています。この時間
帯は、通過交通が多く、市域では交通渋滞が生じる時間帯でもあり、専用レーン
を設定することで、より渋滞を助長することがあることから、優先レーンについ
ては、検討を行っておりません。

11 8
低炭素な公共交通
の充実

総合交通政策
課

意見

深刻なバス運転手不足に伴って、コミュニティバス・デマンドタクシーで
あっても効率的な運行が極めて重要になっています。個々の路線の微修正
や利用促進によって利用者数を増やすだけでなく、（現在／将来の）利用
者数に応じた路線やサービス水準の見直しを行うことが重要と考えます。
具体的には、都市計画マスタープランや立地適正化計画の区域指定等に応
じて適正なサービス水準および目標とする営業係数を明らかにして、TXや
路線バスとも組合せた脱炭素型の公共交通体系の実現に結びつけることが
重要と考えます。

市では、つくば市地域公共交通計画を策定し、利便性の高い持続可能な公共交通
網を構築することにより、市民の移動の確保に努めています。
御指摘のように、深刻な運転士不足により、路線バスやつくバスなど、大幅な減
便となっており、今後の交通施策にも大きく影響するものと危惧しています。こ
のようなことから、つくバスや路線バスの重複路線を見直し、統合を図る等、運
転士の効率的な配置に向けて、調査検討を行う予定です。また、市内の移動はバ
スだけでは成り立たないことから、TXなど他の公共交通と連携することで、網羅
的な公共交通ネットワークの構築も検討します。
交通計画では、利便性向上策について、つくば市立地適正化計画を参考に、居
住・都市機能誘導区域内のバス停カバー圏域人口を指標にしています。また１日
平均利用者数が0.5人に満たないバス停留所を見直し対象とする評価基準を設定す
るなどデータをもとに必要なサービスの提供を検討していきます。

12 9 自転車利用の推進
サイクルコ

ミュニティ推
進室

質問
・自転車に絡む事故は増えていないか？
・夜間でも自転車を安全に利用できるように、郊外域での街灯の整備を行
う予定はないか。（すでに行っているのかも知れませんが）

・自転車が絡む事故は、市内では過去5年ほどは横ばいを推移していますが、平成
26年度の件数と比べると２割程度減少しています。
・建設部において、区会や学校等からの設置要望に対して、市内の通学路を中心
に市内全域に防犯灯を設置しております。令和5年度は、新たに317か所に防犯灯
を設置しているとのことです。

13 10 自転車利用の推進 公園・施設課 意見
・駐輪場の有料化は、自転車利用の促進に逆行しない方向（≒低額）で進
める必要がある。

駐車料金の有料化については、周辺自治体やアンケート調査を実施し、自転車利
用の促進を妨げないよう進めていきます。

14 12
自動車利用の低炭
素化

環境政策課 意見
・燃料電池車の購入者は極めて少ない理由としては、水素ステーションの
絶対不足に加えて、とにかく経済メリットが得られないことです。補助を
受けたとしてもその効果が小さいと思います。

燃料電池車（水素自動車）については、御指摘のように水素ステーションの設置
箇所数が少なく、ガソリン車と比較して利便性が高くない現状があります。今後
は、市の施策のみならず国や県とも連携して、車両に対する補助制度と水素ス
テーションの設置支援の両輪で進めていく必要があると考えています。

15 12
自動車利用の低炭
素化

環境政策課 質問
燃料を提供できるインフラが整っていないので、市レベルではそもそも無
理な目標ではないでしょうか？これが市内だけで運行するバスやタク
シー、又は農業用トラクターであれば理解できますが。

つくば市内の運輸部門の温室効果ガス排出割合が26％であり、国（16％）や県
（7.6％）と比較しても高い割合であることから、自動車保有割合を下げる取組と
ともに、低炭素自動車への転換を促す取組を継続する必要があると考えていま
す。令和５年度は交付件数が０件でしたので、令和６年度は１件当たりの補助額
を高めるなどの改善を行うとともに、国や県とも連携して、水素ステーションの
設置支援もあわせて進めていきたいと考えています。

資料5



16 12
自動車利用の低炭
素化

環境政策課 質問 申請が無かった理由と改善案等を可能範囲でお教えください。

＜理由＞
水素自動車を購入する方がいなかったためと考えています。（つくば市内の水素
自動車を取り扱っている販売店９店舗に水素自動車の販売状況を確認）
購入者がない理由として、車両本体が高いこと、つくば市内の水素ステーション
の設置個所数が少なく利便性が高くないことが挙げられます。
＜改善案＞
①令和６年度から開始した補助金では補助金額を500千円→1,000千円に増額かつ
販売店に補助金制度を周知いたします。
②水素ステーションの営業日等の改善を働きかけることや、国や県とも連携し
て、水素ステーションの設置支援もあわせて進めていきたいと考えています。

17 13
気候変動と関連す
る災害による
影響の低減

危機管理課 意見
（施策番号１４とも関連。環境とは直接の関わりは低いが）
・簡易トイレの必要性（必須と思います）も合わせて周知した方が望まし
い。

・つくば市では以前より市HP、市広報紙、出前講座、防災イベント等を通じて、
簡易トイレ（災害用トイレ）の必要性の周知や備蓄の呼びかけ行っているほか、
使用方法を紹介したYouTube動画なども作成・公開し、周知に活用しています。

18 21 外来種対策の推進 環境保全課 意見
市のHPの情報を充実させるのであれば、「特定外来生物」項にリンクでは
なく該当する生物のリストがあった方がよいと思いました。身近に生息し
ていることを市民に周知するためにも大切だと思います。

　現在、当該ページには、当市で発見された事例のあるもののうち、人体に影響
のある毒をもつ生物や防除に関して特に注意を要する生物等、市民生活に影響を
及ぼしやすいものについて掲載しています。
　頂いたご意見のように身近に生息していることを市民に周知するという意味で
は、つくば市又は茨城県で確認されている特定外来生物リストを作成すること
や、環境省が特定外来生物の写真を公開していますので、これらを当該ページに
も掲載する等により、発見した生物が特定外来生物であることを市民が把握しや
すいページの構成にしていきたいと考えております。

19 25(1) 里地景観の維持 農業政策課 質問
グリーンバンク成立件数での評価となっていますが、市民ファーマー制度
も含まれていますか？別でしたら市民ファーマー制度の進捗についてもお
教えください。

グリーンバンク事業の成立件数には、市民ファーマー制度の成立件数も含まれて
います。

20 25(1) 里地景観の維持 農業政策課 質問

グリーンバンク事業は、耕作放棄地を解消し豊かな自然環境を維持する上
で重要な事業ですが 農業に従事する皆様に この事業の有益性が今いち伝
わっていないと感じています。当事業の周知の為今後新たに取入れる手法
があるか伺います。

グリーンバンク事業の借受希望登録者及び地域農業の担い手である認定農業者・
認定新規就農者に貸付希望登録地一覧を年２回送付しております。
当事業は、地域計画の策定により、全ての農地の担い手を定めること及び農業経
営基盤強化促進法による利用権設定が、地域計画の策定時までの猶予措置で行わ
れているため、廃止を検討しています。

21 26
都市公園・緑の管
理

公園・施設課 意見

「適切な剪定」とあるが、将来の樹形を考えない剪定を一律に行っている
ように感じています。樹形の良く健全な樹木の価値は高く、これらがつく
ば市の価値も高めることになると考えるので、部署横断的な指導をお願い
したいと思います。

樹木の健やかな生育や倒木防止の観点から、樹形を考慮して剪定する必要がある
と考えています。樹木医の助言をいただきながら、適切な管理を進めます。ま
た、また、街路樹を管理している道路管理課とも情報共有しながら、都市景観も
意識した管理に努めます。

22 26
都市公園・緑の管
理

公園・施設課 意見
洞峰公園も含まれているかと思いますが、水辺に多くの野鳥が生息し市民
の方たちが楽しまれているようです。水辺のある都市公園においては在来
種の維持管理（保全）を特にお願いしたいと思います。

公園の植栽については、維持管理業者や樹木医等の専門家にアドバイスをいただ
きながら、管理を実施しています。公園が市民の癒しや憩いの場になるよう、在
来種の保全も考慮しながら、管理に努めます。

23 30
市民参加による緑
化活動

公園・施設課 質問

次年度へ向けた課題及び改善目標に記載されている周知の対象と方法につ
いて。
市民に広く認知されることを目指すのであれば、他の施策で挙がっている
周知方法のHP、登録メール、SNS等も活用した方がよいと思いました。そ
れらも利用し、さらにチラシを使うということでしょうか。
一方で、市民に広くではなく、普段から公園を利用する人に特に関心を
持ってもらいたいという意図があるのでしたら、公園事務所等へのチラシ
の設置は案としてよいと思いました。

現在、HPで周知活動を実施しております。公園利用者にも目に付くよう、管理事
務所等にチラシを設置し、事業を広く認知してもらうよう対応する予定です。

24 38
循環型社会形成に
係る普及啓発

環境衛生課 質問
３Rの推進は地道な情報周知が必要であろうと考えますが、令和５年度 周
知の為に新たに取り入れた手法があったか？　もしくは今年後 新たに取
入れる手法があるか伺います。

令和５年度に新たに取り入れた手法はありません。
令和６年度に入り、ごみ分別アプリ「さんあ～る」の活用に取り組んでおり、小
型家電回収場所一覧、廃食用油回収場所一覧、有害ごみ回収場所一覧、充電式電
池回収場所一覧を確認しやすくし、市民からの問合せが多い指定ごみ袋（10L、
45L）の販売店の情報も掲載しました。
今後も、ごみ分別アプリ「さんあ～る」を中心に、様々な情報の周知に努めてい
きます。

25 40

市民によるリ
デュース・リユー
ス・リサイクルの
促進

環境衛生課 質問

サステナスクエアの能力をもっとアピールできないでしょうか？一般家庭
から出る燃えるゴミの中に「プラゴミ」や「雑紙」に分類出来るものが多
くあり、それらはリサイクルに回せることがまだ周知されていなません。
自治会レベルで周知できないでしょうか。

市としてもリサイクル推進のため、周知活動をより効果的に行っていきたいと考
えています。
自治会レベルとしては３Ｒニュース（ごみ減量やリサイクルに関する情報紙）等
の区会回覧を行い、その他、ごみ分別アプリ「さんあ～る」等、複数の媒体を活
用し周知を行っていきます。

26 40

市民によるリ
デュース・リユー
ス・リサイクルの
促進

環境衛生課 質問
３Rの推進による循環型社会の構築の為、また、その普及・啓発・促進の
為　新たなるリサイクル事業などの計画があるか伺います。

現時点で具体化しているリサイクル事業の計画はありませんが、循環型社会形成
に資する先進自治体の事例（生ごみ・剪定枝・プラスチック）について調査を
行っています。

27 41
事業者によるごみ
減量化の促進

環境衛生課 質問
減量化等計画書を依頼しても提出をしなかった業者への、今年度 新しく
取入れる指導方法や対応があるか伺います。

減量化等計画書の提出件数は、令和３年度50件、令和４年度98件、令和５年度137
件と着実に増加しております。
令和４年度からは、通知文を送付し、提出の無かった業者に対しては催促文の送
付を行い、それでも提出されない場合に電話で依頼をすることで提出件数を増加
させてきています。また、送付対象先についても毎年見直しを行い提出数増加に
努めています。
今年度新しく検討している手法はありませんが、着実に効果が表れている現在の
手法で注力していきます。

28 42
資源の有効活用を
推進

環境衛生課 質問

次年度へ向けた課題及び改善目標の記載について。①回収量に対して精製
量が少ないため更なる利活用の検討が求められる、とはどういう意味で
しょうか？精製技術に課題があり、それを改善する必要があるということ
ですか？

精製したＢＤＦの純度が低いため、使用できる車両が古い型式に限られているの
が現状です。（現在のディーゼル車では、故障の原因になったり稼働しないた
め、使用できません。）

29 43
一般廃棄物の適正
な処理

サステナスク
エア管理課

質問
・最終処分量はどれくらいでしょうか？
・最終処分を市外（県外）に依存していることを市民に周知してはいかが
でしょうか。

・最終処分量の実績として、令和３年度が10,299ｔ、令和４年度が9,684ｔ、令和
５年度が9,509ｔとなっております。
・これまでにつくば市かわら版により市民への周知を実施しております。また、
ホームページで公開しているつくば市一般廃棄物処理実施計画に最終処分先を掲
載しております。

30 44
一般廃棄物の適正
な処理

環境衛生課 意見
・分別方法で、材質を加味したゴミの分け方の記載があった方がよいと思
います。例えば、ガラスビンの場合、錠剤の入ったビンも清涼飲料用ビン
も同じガラスビンというように。

ご意見ありがとうございます。市民に分かりやすい分別方法の周知に努めていき
ます。

資料5



31 49 ごみの散乱防止 環境衛生課 意見
・6月、12月実施の道路脇のごみは、10年前に比べてかなり減少している
印象がある。

ご意見ありがとうございます。市内一斉清掃を継続実施していることから、自ら
が住むまちを清潔にする意識の醸成が図れているものだと思われます。
また、一人一人の環境美化意識の高まりにより、ごみのポイ捨て自体も減少して
いると思います。

（参考）６月と12月の市内一斉清掃の収集量の合計は以下のとおりです。

平成25年度　42,340kg
平成26年度　36,280kg
平成27年度　27,650kg
平成28年度　26,790kg
平成29年度　27,370kg
平成30年度　26,460kg
平成31年度　23,330kg
令和２年度　新型コロナウイルス感染症の拡大により未実施
令和３年度　新型コロナウイルス感染症の拡大により未実施
令和４年度　16,420kg
令和５年度　20,480kg

32 53
良好な大気・水・
土の確保

環境保全課 質問 排水基準違反事業場の状況についてご説明をお願いいたします。

　昨年度、水質汚濁防止法等に基づき実施した立入検査については、14件の水質
検査を実施し、うち４件が水質基準違反のため指導を実施しました。違反項目は
BOD（生物化学的酸素要求量）や大腸菌群数が大半を占めています。
　いずれも浄化槽からの排水であり、３件は令和４年度から引き続き違反が確認
されています。
　うち、１件は長期的に改善がみられていないため、令和４年度に引き続き改善
勧告を発令したところ、浄化槽の清掃状況が極端に悪いことが明らかになったた
め、汲み取り洗浄作業や部品交換を実施し、大幅に水質の改善が見られました。
残りの３件についても引き続き指導を継続していきます。

33 58
有害化学物質の適
正な管理

環境保全課 質問
・国環研で放射能汚染土壌の再生に関する実証実験の報道があったが、市
として放射能測定などの対応の必要性はないのか？

　環境省からは、事業を実施する場合は、放射線等のモニタリングを行う予定で
ある旨の説明は聞いています。市としての測定は、環境省から具体的な事業決定
の説明があった際に判断していきます。

34 60
持続可能なライフ
スタイルの推進[重
点施策]

環境政策課 質問
ジオパーク室との共同イベントが安全面より中止となったとありますが、
差し支えなければ具体的な内容を教えてください。

　安全面より中止になった事業は、ジオパークとの共同イベントではなく小野川
探検隊交流事業です。（進行管理票の表記がわかりづらく失礼いたました。）
　中止となった理由は、当該年度の事務局であった龍ヶ崎市役所が参加者に対す
る水難事故防止等の安全面の体制確保が難しいと判断したためです。
 なお、小野川探検隊事業は小野川流域並びに霞ヶ浦の水辺、動植物、風土、文化
などに直接ふれあうことを通じて、流域の子どもたちや住民の水環境への関心を
高めること等を目的に、河川流域の市町村等で連携して取り組んでいる事業で
す。

35
計画全

体
計画全体について 環境政策課 意見

非常に丁寧に1つ1つの施策が行なわれていることが確認できました。以前
他の委員がおっしゃっていましたが、カタカナ名の事業や用語多い印象
で、内容が理解しにくい場合がありました。

　カタカナ名の事業等は、必要に応じて日本語名を併記する等、市民へ分かりや
すく内容が伝わるよう、引き続き工夫していきます。

36
計画全

体
計画全体について 環境政策課 意見

各目標達成のためのコスト、関連パフォーマンスの低下、トレードオフ、
などを勘案して優先順をつける

　ご意見ありがとうござます。新計画策定時に参考とさせていただきます。

37
計画全

体
計画全体について 環境政策課 意見

基本計画総括表はよくできていて、見やすいのですが、以下の点を検討し
てくださいませんか。
１）前書きをつけること；具体的に言うと、例えば評価結果について６段
階で評点書きされていますが、誰の評価かが不明です。実施者の自己評価
なのか、市の評価なのか、第３者委員会の評価なのか分かりません。そう
いうところを明確にしてくださいませんか。

　ご指摘を踏まえ、総括表の評価結果へ補足説明を加える等の対応を検討しま
す。なお、総括表における評価結果は、担当課・室が自身で実施したものです。

38
計画全

体
計画全体について 環境政策課 意見

２）評価指標についてもよくわかりません。例えば１。低炭素モデ
ル・・・についていえば、1-1から1-4の総まとめだと思いますが、それぞ
れの評価指標のうち温室効果ガスの排出量について定量的に示したものは
1-2(7)の1件だけで、低炭素住宅も同様に1-2(5)の1件だけです、残りの17
件は、燃料電池の３県を除くと、枠組みの設定や啓蒙的な教育にしかなら
ないのではないでしょうか。１低炭素モデル・・・の評価指標の中に、啓
蒙活動も入れてはいかがでしょうか。

39
計画全

体
計画全体について 環境政策課 意見

３）２豊かな自然環境・・・以降も同様です。
環境基本計画総括表の前書きを作っていただき、上記の項目について分か
りやすくしてくださることを望みます。

40
計画全

体
計画全体について 環境政策課 意見

目標値の設定について、各目標達成のためのコスト、関連するパフォーマ
ンスの低下、トレードオフ、実行の容易さ、などを勘案して優先順をつけ
ることを考えてはいかがしょうか。ご検討願えれば幸いです。

41
計画全

体
計画全体について 環境政策課 意見

個々のところはよくできていますが、総括表が変わると位置づけ等が変わ
るので、よろしくお願いいたします。

　ご指摘のとおりですので、新計画策定時に参考とさせていただきます。
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 資料６ 

専門部会設置の検討について 

 

〇設置検討中の専門部会 

 例：  温暖化対策に関することについて議論する専門部会 

例：  きれいなまちづくり行動計画に関することについて議論する専門部会 

 

〇背景 

・今年度の環境審議会における議事テーマが非常に多い 

・運営方法等への意見・要望の反映 ※令和４年度環境審議会より  

（テーマごとに委員の専門や関心により部会に分けて議論してもよいのではないか）  

 

 ◇「第３次つくば市環境基本計画」中間見直しについて 

［計画期間：2029年度まで］※中間見直し（2025年度） 

 ◇「つくば市地球温暖化対策実行計画区域施策編」の改定について 

   ［計画期間：2025年度まで］ 

 ◇「第5次つくば市きれいなまちづくり行動計画」の改定について 

［計画期間：2024年度まで］ 

 

〇条例抜粋〔つくば市環境審議会条例〕 

(専門部会) 

第6条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。 

(関係者の出席等) 

第7条 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求めてその意見を述べさせ、若しくは

説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

(委任) 

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。 
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